
 

 

 

 

 

 

 

令和５年８月 25 日（金）開催 

市役所６階 議員全員協議会室 

【議 題】 

（１） 海老名市住みよいまちづくり条例の一部改正について（諮問） 

（２） 海老名市立地適正化計画の改定について（報告） 

（３） その他 

 

【資 料】 

・ 海老名市住みよいまちづくり条例の一部改正について 資料１ 

・ 市に帰属する道路の中間部の転回広場の廃止 資料１－１ 

・ 
大規模開発事業に位置付けられるワンルーム共同住宅の基準等

の変更 
資料１－２ 

・ 海老名市立地適正化計画の改定について（中間報告） 資料２ 

・ 【３.防災】（Ⅱ都市構造にみる課題の抜粋） 資料２－１ 

・ 防災指針（案） 資料２－２ 

・ 立地適正化計画（抜粋）【新旧対照】 資料２－３ 

・ 都市計画手続きの進捗状況について（報告） 資料３ 

 

令和５年度 第２回 

海老名市都市計画審議会 

資  料 



海老名市住みよいまちづくり条例の一部改正について 

 

１ 条例改正の経緯 

  海老名市住みよいまちづくり条例（以下「条例」という。）は平成 30 年４月

１日に制定され現在、運用して５年が経過した。社会情勢の変化や運用上の課

題等の見直しを図るために改正を行うもの。 

 

２ 主な改正事項 

（１）市に帰属する道路の中間部の転回広場の廃止（条例第 74 条） 

資料１―１ 

 

（２）大規模開発事業に位置付けられるワンルーム共同住宅の基準等の変更 

（条例別表第１） 

 資料１―２ 

 

３ 改正スケジュール 

令和５年 10 月 庁議 

12 月 議会への上程 

令和６年 ４月 条例施行 

 

 

以 上 

資料１ 
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市に帰属する道路の中間部の転回広場の廃止 

 

１ 条例改正の方向性 

  市に帰属する行き止まり道路は、道路幅員６ｍ以上に加え道路延長 35ｍ以上の場合に

転回広場（終端部及び中間部）が必要となる。この中間部の転回広場を廃止するもの。 

 

２ 改正内容 

  都市計画法第 29 条に基づく神奈川県の開発許可基準及び建築基準法（位置指定道路の

指定基準）では、幅員６ｍ以上の道路の場合、転回広場を求めていないが、市に帰属する

行き止まり道路については、条例により転回広場（終端部及び中間部）を求めている。 

市に帰属する行き止まり道路の延長は最大でも 60ｍであり、道路幅員が６ｍ以上確保

されているならば、車両のすれ違いに支障がなく、かつ、通行も居住者等に限定されてい

ることから、中間部の転回広場を廃止とするもの。 

 

 

 

 

 

 

海老名市道とする行き止まり道路の基準 

 道路幅員 道路延長 自動車の転回広場 

現在の基準 6.0ｍ以上 
20ｍ以上35ｍ未満 必要 終端部 

35ｍ以上60ｍ以下 必要 終端部と中間部 

改正案 6.0ｍ以上 20ｍ以上60ｍ以下 必要 終端部 

 

３ 新旧対照表（案） 

新 旧 

（事業区域内の行き止まり道路の基準） 

第７４条 

 第 72 条第２号による行き止まり道路は、                                                     

終端部に転回広場を設置するものとする。 

（事業区域内の行き止まり道路の基準） 

第７４条 

 第 72 条第２号による行き止まり道路は、

行き止まり道路の延長が 35 メートル未満

のときは終端部に、35 メートル以上 60 メ

ートル以下のときは中間部と終端部にそ

れぞれ転回広場を設置するものとする。 

 

以 上  

資料１―１ 

広場 

転回 

転回 転回 
広場 広場 

廃止 
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大規模開発事業に位置付けられるワンルーム共同住宅の基準等の変更 

 

１ 条例改正の方向性 

  令和４年３月に策定した海老名市住宅マスタープランでは、住生活基本計画（全国計画）

の最低居住面積と同様に、市内住宅の最低居住面積水準を 25 ㎡と定めた。 

このことから、条例に位置付けられているワンルーム共同住宅の基準と齟齬が生じるこ

とから専用床面積を変更するもの。 

また、その他の基準についても条例施行後の実績等を踏まえ変更するもの。 

 

２ 改正内容 

（１）専用床面積の見直し 

周囲に与える影響を考慮し、現在条例の対象としているワンルーム共同住宅を引き

続き大規模開発事業に位置付けていきたいことから、専用床面積の下限値は設けない

こととした。また、専用床面積の上限値については単身者世帯の実績を踏まえ「35 ㎡

未満」とした。 

（２）戸数から事業区域面積に変更 

20 戸以上の単身者世帯のみで構成された共同住宅の実績がないことから他の開発

事業と同様に事業区域面積によるものとし、面積を 500 ㎡以上とした。 

（３）名称 

住生活基本計画と整合を取り「ワンルーム共同住宅」から「単身者世帯向け共同住

宅」に変更。 

（４）共同住宅以外の対象用途の整理 

 ・小売店及び事務所は住宅用途ではないため除外 

 ・長屋は住宅用途であるため追加 

 ・寮は建築基準法では、寄宿舎に該当するため削除 

 

３ 新旧対照表（案）（条例別表第１） 

新 旧 

単身者世帯向け共同住宅 ワンルーム共同住宅 

事業区域が 500 平方メートル以上で専用

床面積が 35 平方メートル未満の住戸のみで

構成される共同住宅（寄宿舎、長屋を含

む。） 

１戸あたりの専用床面積が 20 平方メート

ル未満のワンルーム形式の共同住宅（小売

店、事務所、寮、寄宿舎等を含む。）で 20

戸以上のもの 

 

以 上 

資料１―２ 
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海老名市立地適正化計画の改定について（中間報告） 

 

 

１ 趣旨 

  立地適正化計画の改定については、令和４年度に策定した「立地適正化

計画の改定方針」に基づき作業を進めており、現時点における進捗状況を

報告するものです。 

 

２ 改定（案）の構成等について 

表題 主な改定内容 
参照資料 

該当頁 

Ⅰ 立地適正化計画の概要 ○時点修正、上位・関連計画を更新 
資料２－３ 

 P.1～16 

Ⅱ 都市構造にみる課題 

①最新の調査資料等に基づき都市構造

を更新 
P.17～ 66 

②防災に係る災害ハザード情報を充実

（３．防災） 
資料２－１ 

Ⅲ 都市づくりの基本方針 ○防災に関する新たな基本方針を追加 
資料２－３ 

 P.67～ 74 

Ⅳ 誘導区域の設定 
○市役所周辺地区を誘導区域に設定 

○誘導施設の設定方針を追加 
P.75～ 104 

Ⅴ 機能誘導施策 ○中間評価を踏まえて施策を整理 P.105～ 127 

Ⅵ 数値目標 ○達成状況を踏まえ数値目標を再設定 整理中 

Ⅶ 防災指針 ○以下内容を追加 資料２－２ 

 
１．防災指針とは 

○防災指針の概要と目的、検討の流れ、

防災指針に係る情報を整理 

 
P.2～3 

２．災害リスクの分析 

○災害ハザード情報と都市情報を重ね

合わせることで、その影響を可視化

するとともに課題を抽出 

P.4～36 

３．防災・減災まちづくり

に向けた課題の整理 

○前項で抽出した課題を整理 

○課題全体のまとめ 
P.37～ 38 

４．防災・減災まちづくり

の基本方針・取組方針 

○課題解決へ向けた方向性を定めるた

め、基本方針と当該方針を実現する

ための取組方針を設定 

P.39 

（整理中） 

５．具体的な取組、実施主

体・時期、目標値の設定 

○各取組方針に具体的な取組を位置付

けるとともに、その実施時期を設定。

また、計画の効果的な運用を進めて

いく観点から目標値を設定 

P.40～ 47 

（整理中） 

Ⅷ 地域別の特性 ○Ⅲ～Ⅴ及びⅦを踏まえた更新 整理中 

※■網掛け：中間報告を踏まえ、今後、整理する項目 

資料２ 
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３ 今後のスケジュール（案） 

時期 事  項 

令和５年12月 

下旬 第４回都市計画審議会 開催 

 ➡ 素案の報告、パブリックコメントの実施について 

下旬～翌年１月31日 パブリックコメントの実施 

令和６年２月 
中旬 第５回都市計画審議会 開催 

 ➡ パブコメ結果及び諮問 

   ３月末 海老名市立地適正化計画の改定 

 



 
 

1 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅵ 

Ⅶ 

Ⅷ 

目久尻川周辺 

上今泉周辺 

河原口三丁目周辺 

中新田・中新

田二丁目周辺 

大谷・杉久保

周辺 

社家周辺 

門沢橋一・

六丁目周辺 

３．防災 
（１）洪水 
 
 
 
 

①浸水想定区域 
＜浸水想定区域（想定最大規模）＞ 

 相模川、目久尻川、永池川及び鳩川の想定最大規模降雨（年超過確率 1/1,000 程度）に

よる洪水浸水想定区域は、市西部の平地全域と目久尻川沿岸に広がっており、上今泉、河

原口三丁目、中新田・中新田二丁目、大谷・杉久保、社家、門沢橋一・六丁目、目久尻川

などの周辺では、浸水深 3.0ｍ以上のエリアが広がっています。 
 

■洪水浸水想定区域（想定最大規模） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

現状の課題 

●市西部に浸水被害想定区域が広がっている 
●相模川沿いに家屋倒壊等氾濫想定区域が指定されている 

※相模川、目久尻川、永池川、鳩川による浸水深で最も深いものを表示 

資料２-１



 

2 

河原口一～三丁目 

・上郷一丁目周辺 

市道 258 号線 

門沢橋一～四丁目・

中野一～三丁目周辺 

＜浸水想定区域（計画規模）＞ 

 相模川の計画規模降雨（年超過確率 1/150）による洪水浸水想定区域は、大谷で市道 258

号線まで及んでおり、河原口一～三丁目・上郷一丁目、門沢橋一～四丁目・中野一～三丁

目などの周辺では、浸水深 0.5～3.0ｍのエリアが広がっています。 

 

■洪水浸水想定区域（計画規模） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※相模川による浸水想定区域を表示 



Ⅱ 都市構造にみる課題 

3 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅵ 

Ⅶ 

Ⅷ 

門沢橋一～四丁目・

中野三丁目周辺 

下今泉二～五丁目 

・上今泉周辺 

 

②浸水継続時間 
 相模川、目久尻川、永池川及び鳩川の想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域の浸水継

続時間（浸水深が 50 ㎝になってから 50 ㎝を下回るまで時間の最大値）は、12 時間以

下のメッシュが多くなっていますが、下今泉二～五丁目・上今泉、門沢橋一～四丁目・中

野三丁目などの周辺では、24～72 時間のエリアが広がっています。 

 

■洪水浸水想定区域の浸水継続時間（想定最大規模） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※相模川、目久尻川、永池川、鳩川による浸水継続時間で最も長いものを表示



 

4 

上郷三丁目・下今泉

一丁目～河原口二丁

目周辺 

河原口三町目・

上郷一丁目周辺 

中新田五丁目・

社家周辺 

中野一丁目・

門沢橋周辺 

 

③家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食・氾濫流） 
 相模川の想定最大規模降雨による洪水時の河岸侵食により、家屋倒壊のおそれがある区域

が、河原口三町目・上郷一丁目周辺にみられます。 

 また、同様の洪水時の河川堤防の決壊又は洪水氾濫流により、木造家屋の倒壊のおそれが

ある区域は、上郷三丁目・下今泉一丁目～河原口二丁目、中新田五丁目・社家、中野一丁

目・門沢橋などの周辺にみられます。 
 

■家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食・氾濫流） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ⅱ 都市構造にみる課題 

5 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅵ 

Ⅶ 

Ⅷ 

 

（2）内水（新規） 
 
 
 

①浸水想定区域 
＜想定最大降雨（外水影響有り）＞ 

 想定最大降雨（外水影響有り）による内水の浸水想定区域は、浸水深 0.5ｍ未満のエリア

が各所で発生しており、市街化調整区域の一部では、浸水深が２ｍ以上となるエリアも発

生しています。 
 

■内水浸水想定区域（想定最大降雨（外水影響有り）） 

 

  

現状の課題 

●内水の浸水エリアは、市内各所でみられる 



 

6 

＜参考－計画降雨（外水影響無し）＞ 

■内水浸水想定区域（計画降雨（外水影響無し）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



Ⅱ 都市構造にみる課題 

7 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅵ 

Ⅶ 

Ⅷ 

＜参考－既往最大降雨（外水影響無し）＞ 

■内水浸水想定区域（既往最大降雨（外水影響無し）） 
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＜参考－既往最大降雨（外水影響有り）＞ 

■内水浸水想定区域（既往最大降雨（外水影響有り）） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Ⅱ 都市構造にみる課題 
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Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅵ 

Ⅶ 

Ⅷ 

 

（３）土砂災害 
 
 
 
 

①土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域 
 土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域は、西部の平地と東部の丘陵地の間の相模横山

九里の土手沿いをはじめ、市域東部の丘陵地に指定されています。 
 

■土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域 

 

 
 

  

現状の課題 

●市域東部の丘陵地や市域西部の平地との境付近で、土砂災害警戒区域等が
点在している 



 

10 

 

②急傾斜地崩壊危険区域 
 急傾斜地崩壊危険区域は、西部の平地と東部の丘陵地の間の相模横山九里の土手沿いの３

箇所に指定されています。 
 

■急傾斜地崩壊危険区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ⅱ 都市構造にみる課題 

11 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅵ 

Ⅶ 

Ⅷ 

 

③大規模盛土造成地 
 大規模盛土造成地は、国分寺台をはじめ、市域東部の丘陵地に広く分布しています。 

 

■大規模盛土造成地 
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（４）地震 
 
 
 

 神奈川県地震被害想定調査（平成 27 年３月）における震度分布図をみると、大正型関東

地震において、最大で震度７が想定されています。 

 

■震度分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状の課題 

●大正型関東地震で、最大で震度７の揺れが想定されている 

出典：神奈川県地震被害想定調査（平成 27 年３月） 



Ⅱ 都市構造にみる課題 
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Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅵ 

Ⅶ 

Ⅷ 

 神奈川県下で発生するマグニチュード 6.8 の震源を想定した際の地表面の揺れやすさを

示した揺れやすさマップをみると、市域の過半が５段階のうち最も揺れやすい区分に分類

されています。 

 また、地震が発生した際の地盤の液状化の危険度を示した液状化マップをみると、社家や

門沢橋の一部が５段階のうち最も液状化の危険度が高い区分に分類されています。 

 

■微地形区分図、揺れやすさマップ、液状化危険度マップ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：神奈川県地震被害想定調査（平成 27 年３月） 



 

 

 



 
 

1 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅵ 

Ⅶ 

Ⅷ 

目久尻川周辺 

上今泉周辺 

河原口三丁目周辺 

中新田・中新

田二丁目周辺 

大谷・杉久保

周辺 

社家周辺 

門沢橋一・

六丁目周辺 

３．防災 
（１）洪水 
 
 
 
 

①浸水想定区域 
＜浸水想定区域（想定最大規模）＞ 

 相模川、目久尻川、永池川及び鳩川の想定最大規模降雨（年超過確率 1/1,000 程度）に

よる洪水浸水想定区域は、市西部の平地全域と目久尻川沿岸に広がっており、上今泉、河

原口三丁目、中新田・中新田二丁目、大谷・杉久保、社家、門沢橋一・六丁目、目久尻川

などの周辺では、浸水深 3.0ｍ以上のエリアが広がっています。 
 

■洪水浸水想定区域（想定最大規模） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

現状の課題 

●市西部に浸水被害想定区域が広がっている 
●相模川沿いに家屋倒壊等氾濫想定区域が指定されている 

※相模川、目久尻川、永池川、鳩川による浸水深で最も深いものを表示 

資料２-１
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河原口一～三丁目 

・上郷一丁目周辺 

市道 258 号線 

門沢橋一～四丁目・

中野一～三丁目周辺 

＜浸水想定区域（計画規模）＞ 

 相模川の計画規模降雨（年超過確率 1/150）による洪水浸水想定区域は、大谷で市道 258

号線まで及んでおり、河原口一～三丁目・上郷一丁目、門沢橋一～四丁目・中野一～三丁

目などの周辺では、浸水深 0.5～3.0ｍのエリアが広がっています。 

 

■洪水浸水想定区域（計画規模） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※相模川による浸水想定区域を表示 
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門沢橋一～四丁目・

中野三丁目周辺 

下今泉二～五丁目 

・上今泉周辺 

 

②浸水継続時間 
 相模川、目久尻川、永池川及び鳩川の想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域の浸水継

続時間（浸水深が 50 ㎝になってから 50 ㎝を下回るまで時間の最大値）は、12 時間以

下のメッシュが多くなっていますが、下今泉二～五丁目・上今泉、門沢橋一～四丁目・中

野三丁目などの周辺では、24～72 時間のエリアが広がっています。 

 

■洪水浸水想定区域の浸水継続時間（想定最大規模） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※相模川、目久尻川、永池川、鳩川による浸水継続時間で最も長いものを表示
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上郷三丁目・下今泉

一丁目～河原口二丁

目周辺 

河原口三町目・

上郷一丁目周辺 

中新田五丁目・

社家周辺 

中野一丁目・

門沢橋周辺 

 

③家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食・氾濫流） 
 相模川の想定最大規模降雨による洪水時の河岸侵食により、家屋倒壊のおそれがある区域

が、河原口三町目・上郷一丁目周辺にみられます。 

 また、同様の洪水時の河川堤防の決壊又は洪水氾濫流により、木造家屋の倒壊のおそれが

ある区域は、上郷三丁目・下今泉一丁目～河原口二丁目、中新田五丁目・社家、中野一丁

目・門沢橋などの周辺にみられます。 
 

■家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食・氾濫流） 
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（2）内水（新規） 
 
 
 

①浸水想定区域 
＜想定最大降雨（外水影響有り）＞ 

 想定最大降雨（外水影響有り）による内水の浸水想定区域は、浸水深 0.5ｍ未満のエリア

が各所で発生しており、市街化調整区域の一部では、浸水深が２ｍ以上となるエリアも発

生しています。 
 

■内水浸水想定区域（想定最大降雨（外水影響有り）） 

 

  

現状の課題 

●内水の浸水エリアは、市内各所でみられる 
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＜参考－計画降雨（外水影響無し）＞ 

■内水浸水想定区域（計画降雨（外水影響無し）） 
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＜参考－既往最大降雨（外水影響無し）＞ 

■内水浸水想定区域（既往最大降雨（外水影響無し）） 
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＜参考－既往最大降雨（外水影響有り）＞ 

■内水浸水想定区域（既往最大降雨（外水影響有り）） 
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（３）土砂災害 
 
 
 
 

①土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域 
 土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域は、西部の平地と東部の丘陵地の間の相模横山

九里の土手沿いをはじめ、市域東部の丘陵地に指定されています。 
 

■土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域 

 

 
 

  

現状の課題 

●市域東部の丘陵地や市域西部の平地との境付近で、土砂災害警戒区域等が
点在している 
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②急傾斜地崩壊危険区域 
 急傾斜地崩壊危険区域は、西部の平地と東部の丘陵地の間の相模横山九里の土手沿いの３

箇所に指定されています。 
 

■急傾斜地崩壊危険区域 
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③大規模盛土造成地 
 大規模盛土造成地は、国分寺台をはじめ、市域東部の丘陵地に広く分布しています。 

 

■大規模盛土造成地 
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（４）地震 
 
 
 

 神奈川県地震被害想定調査（平成 27 年３月）における震度分布図をみると、大正型関東

地震において、最大で震度７が想定されています。 

 

■震度分布図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

現状の課題 

●大正型関東地震で、最大で震度７の揺れが想定されている 

出典：神奈川県地震被害想定調査（平成 27 年３月） 
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 神奈川県下で発生するマグニチュード 6.8 の震源を想定した際の地表面の揺れやすさを

示した揺れやすさマップをみると、市域の過半が５段階のうち最も揺れやすい区分に分類

されています。 

 また、地震が発生した際の地盤の液状化の危険度を示した液状化マップをみると、社家や

門沢橋の一部が５段階のうち最も液状化の危険度が高い区分に分類されています。 

 

■微地形区分図、揺れやすさマップ、液状化危険度マップ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：神奈川県地震被害想定調査（平成 27 年３月） 
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はじめに 
○○○ 

 

 
はじめに 

 

海老名市は、鉄道３路線が乗り入れる鉄道網の利便性、
圏央道海老名インターチェンジの開設による自動車交
通の利便性を活かし、海老名駅周辺を中心とした市街地
整備を進めるとともに、海老名耕地の田園風景や大山・
丹沢の眺望などの良好な景観形成にも配慮した、「都市
と自然」との調和が取れた、「活力と安らぎのあるまち」
としての発展を続けています。 

さらに、相模鉄道の都心への乗入れ、新東名高速道路の整備などにより、交通アク
セスが向上することで、ますますの賑わいの創出が期待されています。 

全国的には、人口減少によるまちの活力低下が叫ばれる中、海老名市では将来的な
人口減少を見据えながら、積極的に施策を推進することによって、まちが発展し続け、
現在も人口が増加傾向となっています。 

しかしながら、長期的には、人口減少に転じることは避けて通れない課題であり、
そのような時代でも海老名市が持つ優位性を活かしながら、持続可能なまちづくりを
進めていく必要があります。 

そのためには、まちが元気に成長している時期から将来の人口減少・高齢社会に備
えたまちづくりを推進していく必要があることから、「海老名市立地適正化計画」を
策定し、人口減少時代においても「今のまちの形成・コミュニティを保つことができ
るまちづくり」の実現を目指してまいります。 

結びに、本計画の策定にあたりご尽力いただきました海老名市都市計画審議会の委
員の皆さまをはじめ、貴重なご意見をいただきました市民の皆さまへ心より感謝申し
上げます。 

平成３１年３月 
 

海老名市長 

内野 優 

-
2
-
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Ⅰ 立地適正化計画の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海老名市は、交通利便性に恵まれた立地特性を活かし、 
海老名駅周辺を中心としたまちの賑わいと、 
田園や大山・丹沢の眺望などの自然環境と調和がとれた 
海老名らしい、魅力あふれるまちとして 
成長し続けています。 
全国的な人口減少時代が到来する中でも、 
私たちのまち「海老名市」が、今と同じように 
安全・安心に暮らし、賑わいにあふれた 
暮らしやすいまちを持続するために、 
人々が暮らす場、豊かな暮らしを支える施設を、 
どこに、どのように立地していくのが適正かを考え、 
計画を創っていきます。 
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Ⅰ 立地適正化計画の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海老名市は、交通利便性に恵まれた立地特性を活かし、 
海老名駅周辺を中心としたまちの賑わいと、 
田園や大山・丹沢の眺望などの自然環境と調和がとれた 
海老名らしい、魅力あふれるまちとして 
成長し続けています。 
全国的な人口減少時代が到来する中でも、 
私たちのまち「海老名市」が、今と同じように 
安全・安心に暮らし、賑わいにあふれた 
暮らしやすいまちを持続するために、 
人々が暮らす場、豊かな暮らしを支える施設を、 
どこに、どのように立地していくのが適正かを考え、 
計画を創っていきます。 
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１．海老名市 立地適正化計画の目的 
（１）策定の背景と目的 

 全国的に人口減少時代が進む中で、2014 年（平成 26 年）8 月の国の都市再生特別措置

法の改正において、「コンパクトなまちづくりと公共交通ネットワークが連携し、居住機

能や福祉・医療・商業等の都市機能の充実に関する取組を一体的・総合的に推進する」方

針が示され、これを受けて自治体は「立地適正化計画」（以下、「本計画」という。）を策定

できることになりました。 

 海老名市（以下、「本市」という。）ではこれまで、総合計画における基本理念「みんなが

笑顔 住みやすいまち えびな」の実現を目指し、充実した鉄道網と拠点駅周辺に集積する

都市機能の既存ストックを活用したコンパクトなまちづくりを進めてきました。その結果、

人口は年々増加し、2031 年（令和 13 年）までこの傾向が続くと予測されています。 

 ただし、その後は人口減少へ転じると予測されており、人口減少の到来に備え、早期の現

段階から、豊かで快適な暮らしを支える居住環境と都市機能のコンパクト化を図り、持続

可能な都市経営の実現と、コミュニティが維持できるまちづくりの実現が求められます。 

 本計画は、こうした背景を踏まえ、海老名駅を中心とする都市機能の集積、市内交通ネッ

トワークの形成及び既存の大規模住宅団地等のストックを活用した、住みよい暮らしの場

を形成することを目指し、立地適正化計画に「居住誘導区域」及び「都市機能誘導区域」

を設定するものです。さらに、設定した誘導区域に対して、誘導施設の整備方針、公共交

通ネットワークとの連携によるまちづくりの方針等を示すことを目的とします。 
 

■海老名市立地適正化計画の位置付け 
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針が示され、これを受けて自治体は「立地適正化計画」（以下、「本計画」という。）を策定

できることになりました。 

 海老名市（以下、「本市」という。）ではこれまで、総合計画の目標都市像「快適に暮らす

魅力あふれるまち海老名」の実現を目指し、充実した鉄道網と拠点駅周辺に集積する都市

機能の既存ストックを活用したコンパクトなまちづくりを進めてきました。その結果、人

口は年々増加し、2023 年（平成 35 年）までこの傾向が続くと予測されています。 

 ただし、その後は人口減少へ転じると予測されており、人口減少の到来に備え、早期の現

段階から、豊かで快適な暮らしを支える居住環境と都市機能のコンパクト化を図り、持続

可能な都市経営の実現と、コミュニティが維持できるまちづくりの実現が求められます。 

 本計画は、こうした背景を踏まえ、海老名駅を中心とする都市機能の集積、市内交通ネッ

トワークの形成及び既存の大規模住宅団地等のストックを活用した、住みよい暮らしの場

を形成することを目指し、立地適正化計画に「居住誘導区域」及び「都市機能誘導区域」

を設定するものです。さらに、設定した誘導区域に対して、誘導施設の整備方針、公共交

通ネットワークとの連携によるまちづくりの方針等を示すことを目的とします。 
 

■海老名市立地適正化計画の位置付け 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海老名市 第四次総合計画 
後期基本計画 

海老名市 
都市マスタープラン 

海老名市立地適正化計画 

■計画期間 
2008 年度（平成20年度） 
～2019 年度（平成31年度） 

■目標像 
快適に暮らす 
魅力あふれるまち海老名 

■位置付け 
市のまちづくりの根幹をなす
基本構想。前期（5 年）、後期
（7 年）の基本計画を策定し、
住環境整備、高齢者福祉等の具
体の事業を提示。 

■計画期間 
2010 年度（平成22年度） 
～2025 年度（平成37年度） 

■目標像（総合計画の目標像を位置付け） 
快適に暮らす 
魅力あふれるまち海老名 

■位置付け 
都市機能を集積し、暮らしの質
を高める都市づくりを基本的
な考え方とし、市内を大きく３
地域（11 地区）に区分けし、
各地域の特性に沿った地域将
来像と施策を提示。 

■計画期間 
2015 年度（平成27年度） 
～2024 年度（平成36年度） 

■目標像 
らくらくアクセス 
次代へつなぐ公共交通 

■位置付け 
市のまちづくりを支える公共
交通網整備を目指し、交流拠点
の基盤整備、交通結節機能の強
化を図りながら、公共交通への
転換を促し取組を提示。 

 

海老名市 
地域公共交通網形成計画 

■計画期間 
2019 年度（平成 31 年度）～ 
         2038 年度（平成 50 年度） 

■目標像 
まちが元気な今から【備える】ことで、人口減少
時代でも今のコミュニティを【保つ】まちづくり 

■位置付け 

人口減少時代の到来を見据えながら、総合計画等

の目標都市像の達成に向けて、公共交通により繋

がる地域の特性を踏まえつつ、住まいや買い物等

の都市施設の適正な立地を提示するとともに、立

地適正化を進めるための誘導施策を提示。 

まちづくりの方向性・機能集積の考え方 交通ネット 
ワークの 
考え方 

-
6
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 参考 立地適正化計画に定める事項について（国指針より） 
【立地適正化計画に定める区域について】 

 立地適正化計画の区域は、都市全体を見渡す観点から、都市計画区域全体を立地適正化計画の区域とするこ

とが基本となります。 

 立地適正化計画には、居住誘導区域と都市機能誘導区域の双方を定めるとともに、原則として、居住誘導区

域の中に都市機能誘導区域を定めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【居住誘導区域の取扱い】 
 人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニテ

ィが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域です。 

 都市全体における人口や土地利用、交通や財政の現状及び将来の見通しを勘案しつつ、居住誘導区域内外に

わたる良好な居住環境を確保し、地域における公共投資や公共公益施設の維持運営などの都市経営が効率

的に行われるように定めます。 

 

【都市機能誘導区域の取扱い】 
 医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集積することにより、これらの各種サ

ービスの効率的な提供を図る区域です。 

 区域の規模は、一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩や自転車等によりそれらの間が容易

に移動できる範囲で定めることが考えられます。 

 都市機能誘導区域ごとに、立地を誘導すべき誘導施設の設定が必要になります。 
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 参考 立地適正化計画に定める事項について（国指針より） 
【立地適正化計画に定める区域について】 

 立地適正化計画の区域は、都市計画区域内でなければならないが、都市全体を見渡す観点から、都市計画区

域全体を立地適正化計画の区域とすることが基本となる。 

 立地適正化計画には、居住誘導区域と都市機能誘導区域の双方を定めるとともに、原則として、居住誘導区

域の中に都市機能誘導区域を定めることが必要となる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【居住誘導区域の取扱い】 
 人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニテ

ィが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域である。 

 都市全体における人口や土地利用、交通や財政の現状及び将来の見通しを勘案しつつ、居住誘導区域内外に

わたる良好な居住環境を確保し、地域における公共投資や公共公益施設の維持運営などの都市経営が効率

的に行われるように定めるべきである。 

 
【都市機能誘導区域の取扱い】 

 医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集積することにより、これらの各種サ

ービスの効率的な提供を図る区域である。 

 区域の規模は、一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩や自転車等によりそれらの間が容易

に移動できる範囲で定めることが考えられる。 

 都市機能誘導区域ごとに、立地を誘導すべき誘導施設の設定が必要となる。 

 

※立地適正化計画に定められた居住誘導区域外の区域で、一定規模以上の住宅等の開発行為・建築等行為、及

び都市機能誘導区域外の区域で、誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為については届出（行為に

着手する日の 30 日前まで）が必要となる。 

-
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（２）上位関連計画 
①えびな未来創造プラン２０２０（総合計画） 

 えびな未来創造プラン 2020 は、基本理念である「みんなが笑顔 住みやすいまち えび

な」の実現に向けて、まちづくりの方針を定める市の羅針盤となるもので、計画的に行政

を運営するための最上位計画です。 

 

  ■計画体系（えびな未来創造プラン 2020 より） 
 「みんなが笑顔 住みやすいまち えびな」を実現するため、政策ごとにめざす姿と今後の方針を定め、

体系的にまちづくりを推進します。 

 
 
 
 
 

 

4 

 

（２）上位関連計画 
①海老名市第四次総合計画 後期基本計画 

 海老名市第四次総合計画では、「ゆとりと活力のあるまち」、「安全安心で快適に暮らせる

まち」、「支えあい、自治の確立したまち」の３つの基本理念のもと、将来の市の姿をあら

わす将来都市像を「快適に暮らす 魅力あふれるまち 海老名」と定めています。 

 

  ■将来都市構造（引用） 
 海老名市は、恵まれた自然環境と交通の要衝としての利点を活かし、県内の中核都市として発展を続

けています。 

 一方で、少子高齢化の進行、産業構造の変化、市民ニーズの多様化等の社会経済情勢の変化や、都市

基盤施設の整備による環境の変化に直面しています。 

 そのような状況の変化を踏まえた上、豊かな自然環境や交通の利便性等の特性を更に活かし、広域的

かつ長期的な視点に立ち、市全域の均衡ある発展を目指して、快適で魅力あるまちづくりを進めます。 
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 ■各政策のめざす姿と今後の方針 
（えびな未来創造プラン 2020 より立地適正化計画に関連するものを抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の方針 
4-1 社会基盤の保全・整備 
○狭あい道路の拡幅改良、危険な踏切道の解消、交通ネットワーク・広域幹線道路網の整備促進、機能を

有していない道路用地の適正な維持管理などを通じて、住環境の向上並びに安全で安心して利用できる
道路を提供します。 

○河川等の公共用水域の水質保全を図るため、汚水等の排除による生活環境の改善、雨水の排除による浸
水の防除及び汚水処理など、公共下水道の着実な整備を行います。 

4-2 住みよいまちづくりの推進 
○海老名駅北口周辺まちづくりについて、地権者、事業者等で構成する検討組織の立ち上げを進め、まち

づくりを促進します。 
○人口減少を迎える中、長期的な視点に立った都市の将来像を計画に位置付け、まちの魅力・生活利便性

の向上や、地域公共交通の確保維持を図るための施策を展開することで、持続可能な成熟都市を目指し
ます。 

○不動産事業者と空き家等の情報共有や連携等を図り、その対応についての解決策を図ります。 
○地域の生活及び交流拠点である、鉄道駅周辺において、地域の課題を解消し、利便性や安全性等の向上

を図ります。 
○交通結節点及び中心市街地としての強化を図り、駅周辺の渋滞解消及び来街者等の回遊性の向上を図り

ます。 
○市役所周辺の一般保留区域において、地権者により土地区画整理事業の事業化の機運が高まった場合に

は、必要な支援を行うとともに、民間開発等を促進し、既成市街地と調和のとれた良好な環境づくりを
図ります。 

4-3 住宅政策・緑化政策の推進 
○これまで実施してきた住宅政策の検証を行い、さらなる定住促進につながる住宅政策を研究します。 
4-4 まちの拠点整備 
○海老名駅周辺のまちづくりや新市街地整備等を行うとともに、にぎわいと活力ある元気なまちづくりを

進めます。 
○厚木駅南地区の市街地再開発を推進するとともに、さがみ野駅前広場を中心とした基盤整備の検討を進

めます。 
○既存の都市機能を活かしながら、地域特性を踏まえ、日常的な暮らしを支える拠点づくりを進めます。 

めざす姿 
4-1 社会基盤の保全・整備 
○地区幹線道路における交通渋滞の解消及び、市内の円滑な交通環境の提供や歩行者が安全で快適に利用

できる歩行空間を提供しています。 
○公共下水道の着実な整備により、河川等の公共用水域の水質保全が図られています。 
4-2 住みよいまちづくりの推進 
○海老名駅北口周辺まちづくりについては、地元のまちづくり団体が組織化され、市民協働のまちづくり

が進められています。 
○海老名駅の東西が一体となった新たなにぎわいのある空間創出、生活環境の改善が図られる具体的な取

り組みが動き出しています。 
○人口減少社会に備えた取り組みとして、まちの魅力や利便性の向上を図るための拠点整備や誰もが利用

しやすい地域公共交通の確保維持等の身近な環境整備が進められています。 
○空き家等は個人の財産であることから、所有者・管理者の責任を明確にし、管理が不十分な不動産にお

いては、適正な管理が図られています。 
○駅前広場等の都市基盤整備や商業の活性化等、良好な住環境が整備されています。 
○交通結節点である海老名駅の駅利用者の混雑緩和、利便性の向上を図ることで、まちのにぎわい創出に

寄与する駅前空間が実現しています。 
○相模鉄道海老名駅の改良整備により、駅周辺の回遊性が一段と向上し、便利で快適な環境と活気に溢れ

た駅前となっています。 
○既成市街地と調和のとれた良好な環境が創出されています。 
○駅間開発等により居住者及び来街者が増加し、にぎわいと活気、笑顔のあふれるまちとなっています。 
4-3 住宅政策・緑化政策の推進 
○新規住民獲得策のみならず既存住民からも理解を得られるような住宅施策が実施されています。 
4-4 まちの拠点整備 
○厚木駅やさがみ野駅周辺においては、駅前広場を中心とした都市基盤が整備されているとともに、都市

機能が集積し、地域の中心を形成する地区になっています。 
○生活拠点については、日常的な暮らしに必要な諸機能が集積し、利便性の高い地区になっています。 
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 ■基本目標（引用） 
 海老名市の将来像を実現していくための施

策の実施に向けた基本となる方向として、都

市ブランド戦略に基づく魅力や可能性・場を

活用していきます。 

 このため、政策の基本目標を 6 つの「フィー

ルド（可能性・場）」として示し、その実現を

目指します。 

 
 
 
 
 

 ■集中戦略プロジェクト（引用） 
今後も、持続・発展し続けていくためには、市民一人ひとりが、海老名市に誇りと愛着を持ち、今後

も、この地で住みたい、住み続けたいと思えるような環境を整備していくことが重要です。 

後期基本計画では、計画期間中、海老名市が持つ魅力、他都市との優位性を最大限に活かすため、特

に重要となる取組を、集中戦略プロジェクトとして位置付け、優先的・重点的に推進していきます。 

 
 
 
 
 

 集中戦略プロジェクト 

 
 
１．安全・安心快適居住プロジェクト 

①空き地・空き家の適正管理 
②公共下水道の整備（汚水） 
③防犯対策の推進 
④災害時協力体制の構築 
⑤防災備蓄物品の整備 
⑥ごみの減量化と資源化の推進 

 

２．まちのにぎわい創出プロジェクト 
①幹線・準幹線道路の整備 
②都市公園等の整備 
③商店街の活性化 
④にぎわい振興の促進 
⑤企業立地の促進 

 

３．新市街地形成促進プロジェクト 
①中心市街地周辺地区の方針・構想・計画の策定 
②海老名駅周辺整備の推進 
③工業系新市街地の整備促進 
④市街地の再開発 
⑤駅前施設整備の推進 

４．誰もがいきいき健やかプロジェクト 
①介護予防の推進 
②介護ボランティアポイント制度の推進 
③社会福祉施設への支援 
④地域包括支援センターの運営支援 
⑤スポーツ・健康増進事業の推進 

 

５．育てる支援・学び応援プロジェクト 
①民間保育所施設整備費の助成 
②子ども医療費の助成 
③子ども・学校支援体制の構築 
④ひびきあう教育の実践・研究 
⑤学校施設の再整備 
⑥きれいで居心地のよい学校づくり 

 

６．市民活動と生涯学習推進プロジェクト
①相模川海老名スポーツ施設のネットワーク化 
②コミュニティセンター等のリニューアル 
③市民活動推進のための環境整備 
④市民講座の開催 
⑤図書館のリニューアル 
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②海老名市都市マスタープラン 
 海老名市都市マスタープランは、都市計画法第 18 条の２に位置づけられる計画で、望ま

しい将来の都市像を描き、その実現のための都市づくりの方向を総合的に示す計画です。 

 「えびな未来創造プラン 2020」の将来像の実現に向け、かつ、将来的な人口減少時代に

おいても市の豊かさや活力を維持していくために、以下の都市づくりの基本理念、基本目

標を定めています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ■都市づくりの基本理念と基本目標（都市マスタープランより） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標 
１ 魅力的な拠点による賑わいや活力のある都市 
２ 安全で安心感のある都市 
３ 誰もが暮らしやすい都市 
４ 豊かな表情を持つ良好な都市景観のある都市 

 ■将来都市構造（都市マスタープランより） 
 将来都市構造の基本的な考え方として、市内各地域及び地域特性に応じた「拠点」を配置することで、

身近な便利さと都市としての個性を感じることのできる市街地の形成を進めるとともに、各拠点間を

「軸」で連携させることにより、各拠点に配置される機能の相互連携を図ることとします。 

 また、「拠点」「軸」と連動し、本市にふさわしい土地利用を計画的かつ効率的に進めていく観点から、

都市的な利用を進める区域、自然的な利用を保全する区域、将来的な利活用を検討する区域を「土地利

用の区分」として配置することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 拠点 
 
 
○ 都市交流拠点 

商業や業務、行政サービス、生涯学習・文化、
医療・福祉等の様々な機能が集積し、多くの人
が集まり交流する地区 
 

○ 地域交流拠点 
身近な商業機能やコミュニティ機能等の地域
の交流や利便性の高い生活に向けて必要な諸
機能が集積し、市内各地域において中心を形成
している地区 
 

○ 生活拠点 
住宅地等を中心とした生活圏の中で、日常的な
暮らしに必要な諸機能を集積し、地域内の暮ら
しを支える地区 

○水と緑のレクリエーション拠点 
本市の特徴である緑や水等の豊かな自然環境
の中で、多くの人が憩い・安らぐことのできる
空間 
 

○歴史のレクリエーション拠点 
本市の古い歴史と、その過程で培われた文化に
ふれ、そこに集う多くの人に本市の魅力を伝え
ることのできる空間 
 
 

○産業・流通拠点 
大規模な工場や研究・業務施設等が集積し、高
い交通利便性を活かして本市の発展を牽引す
る地区を位置づけます。特に南部地域には、商
業機能を取り入れた市の副次的な拠点 
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②海老名市都市マスタープラン 
 海老名市都市マスタープランでは、海老名市第四次総合計画が目指す将来都市像を実現す

るため、「都市機能を集積し、暮らしの質を高める都市づくり」を都市づくりの基本的な

考え方として４つの基本目標及び土地利用の配置方針等を定めています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ■将来都市構造（引用） 
将来都市構造の基本的な考え方として、市内各地域及び地域特性に応じた「拠点」を配置することで、身近な便利さと

都市としての個性を感じることのできる市街地の形成を進めるとともに、各拠点間を「軸」で連携させることにより、

各拠点に配置される機能の相互連携を図ることとします。 

また、「拠点」「軸」と連動し、本市にふさわしい土地利用を計画的かつ効率的に進めていく観点から、都市的な利用を

進める区域、自然的な利用を保全する区域、将来的な利活用を検討する区域を「土地利用の区分」として配置すること

とします。 

 
 
 
 
 

-
1
0
-
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 軸 
 
 
○広域幹線軸 

高速道路や国道等、全国各地や周辺都市と本市
を結ぶ道路 
 

○都市幹線軸 
広域幹線軸を補完し、周辺都市や市内の各地域
を相互に結ぶ幹線道路 

○鉄道幹線軸 
誰もが利用可能な移動手段であり、周辺都市と
本市を結ぶ公共交通の軸 
 

○水と緑の自然軸 
貴重な水辺空間である河川と斜面緑地 

 土地利用の区分 
 
 
○都市的な土地利用を進める区域 

現行の市街化区域に加え、計画的に都市機能の
集積を進める区域 
 

○自然的な土地利用を保全する区域 
市内に残された貴重な自然や農地の保全を進
める区域 

○土地利用を検討する区域 
今後の人口の動向や社会経済の情勢を勘案し
ながら、都市的な土地利用を促すことの必要性
を検討する区域、若しくは必要な範囲で市街地
としての土地利用を許容する区域 

-
1
1
-
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③海老名市かがやき持続総合戦略 
 海老名市かがやき持続総合戦略では、同時に策定した海老名市人口ビジョンで掲げた、平

成 72 年度時点で人口 12 万 9,000 人を維持することを将来目標とし、この目標を達成

するために、海老名市第四次総合計画の施策と整合を図りながら、以下の基本目標と施策

を戦略として定めています。 

 

 ■基本目標と主な施策（引用） 
 
 
 
 

-
1
2
-
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③海老名市地域公共交通計画 
 海老名市地域公共交通計画は、地域公共交通の課題を整理するとともに、持続可能な公共

交通の実現に向けた今後の目標や施策、関係者の役割分担等を示す計画です。 

 
 
 
 
 
  ■基本方針と主な施策（地域公共交通計画より） 
 
 
 
 

まちづくりを支える
交流拠点の基盤整備

基本方針
Ⅰ

【目標１】
交流拠点における交通結節
機能の強化

１−（１）
交流拠点における交通結節
機能の強化

施
策

日常生活を支える
公共交通網の維持

基本方針
Ⅱ 

【目標２】
公共交通機関の利用者の増加

２−（１）
バス利用の促進
２−（２）
コミュニティバスの運用と
利用促進

施
策

来街者及び居住者の
移動手段の安全性
及び利便性の向上

基本方針
Ⅲ 

【目標３】
市民の公共交通に対する満足度の
向上

３−（１）
駅施設等の安全性及び利便性
の向上
３−（２）
広域連携による路線バスルー
トの維持
３−（３）
高齢者等が安心して移動でき
る環境づくり
３−（４）
感染症や災害等の有事におけ
る公共交通の確保

施
策

▼基本方針 ▼目標・施策

１
Ｉ 

２

Ｉ

 

２

Ｉ

 

３

Ｉ

 

３
Ｉ
 

３
Ｉ
 

３
Ｉ
 

▼施策の方向性

① 相模鉄道海老名駅の乗換機能や安全性の向上を
目指し、駅舎全体の整備を行います。

② 高度利用されていない海老名駅北側地域に新た
に北口改札及び北口駅前広場を整備します。

③ 新たに整備する海老名駅北側駅舎部分に備蓄倉
庫設置を検討し、災害時に備えます。

④ 交通結節点である厚木駅に駅前広場を整備します。

① 新技術の活用に向けた取り組みについて研究します。
② 市内に残る公共交通不便地域の解消に向けたバス

ルートの研究を進めます。
③ バス停の上屋設置など、バス待ち環境の充実に向け

た研究を進め、路線バスの利用を促し、環境負荷低
減へ貢献します。

① 環境負荷※1への影響も考慮し、コミュニティバスの
利用促進を行います。

② コミュニティバス情報の効果的な利用（オープン
データ化等）について研究を進めます。

③ コミュニティバスの速達性向上や利便性向上を
目指した、ルートの見直しを検討します。

① 国のバリアフリー法※2の基本方針に基づき、バリ
アフリー化を推進します。

② 市内を運行している鉄道事業者に対し、継続的な要
望活動を行います。

③ 海老名駅−羽田空港間リムジンバスの予約制度につ
いて研究します。

④ タクシー利用における利便性向上を目指し、配車ア
プリの普及を図ります。

① 寒川町と連携し、海老名駅-寒川駅間路線バスの運行
を支援します。

② 近隣市域と連携し、広域的な交通政策等について研
究します。

① 地域公共交通では対応しきれない、きめ細やかな移
動支援を行います。

② 既存の交通資源（病院の送迎バス等）を活用し、公
共施設等への運行を研究します。

① 感染症のまん延時等にも、安心して公共交通を利用
していただく取り組みを行います。

② 災害時等においては、幹線道路を優先的に復旧し、
路線バスの運行を早期に確保します。

 ■基本理念（地域公共交通計画より） 
 
 
 

「らくらくアクセス 次代へつなぐ公共交通 〜魅力を結ぶまち海老名〜」 
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④海老名市地域公共交通網形成計画 
 海老名市地域公共交通網形成計画では、「らくらくアクセス次代へつなぐ公共交通 ～魅

力を結ぶまち海老名～」を基本方針として、各目標の設定、施策を定めています。 

 
  ■基本目標と主な施策（引用） 
 
 
 
 

-
1
3
-
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④その他個別計画 
  （１）海老名市道路交通マスタープラン 

 海老名市道路交通マスタープランは、将来の都市構造を把握し、交通需要の推計及び

現計画道路網の課題を整理することにより、将来の都市構造を支え、快適な都市環境

を形成するとともに、具現性の高い幹線道路網の構築を目指す指針として位置付けら

れた計画です。 

 

  （２）海老名市住宅マスタープラン 

 海老名住宅マスタープランは、変化する社会情勢への対応や地域に根差した施策展開

を実施し、誰もが安心して快適に暮らすことができる環境を実現するために、住宅施

策全般を総合的かつ計画的に推進していくことを目的に策定した計画です。 

 

  （３）海老名市公共施設再編（適正化）計画 

 海老名市公共施設再編（適正化）計画は、将来にわたり公共施設におけるサービスの

提供を維持していくために、人口動向等の社会状況や市民ニーズの変化に応じた公共

施設の配置や規模の見直しを図るとともに、公共施設の保有に伴い必要となる将来費

用の負担軽減に取り組むことにより、効率的な運営の実現を目指した計画です。 

 
 

⑤防災分野の個別計画 
  （１）海老名市地域防災計画 

 海老名市地域防災計画は、災害対策基本法第 42 条の規定に基づき、海老名市防災会

議が、市域並びに市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とし、海

老名市の防災分野を総合的に定めた災害対策の根幹をなす計画です。 

 

  （２）海老名市国土強靭化地域計画 

 海老名市国土強靭化地域計画は、大規模自然災害が起きても機能不全に陥らず、市民

の生命及び財産を守れるよう本市の強靭化に関する指針を示した計画です。 

 

  （３）海老名市下水道総合計画 

 海老名市下水道総合計画は、水害や地震などの災害対策、下水道施設の老朽化対策、

健全な経営の持続等の課題の解決に向け、本市下水道事業における基本的な方針や施

策の方向性を示した計画です。 

 

 
 
 
     

-
1
4
-
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⑤海老名市公共施設再編（適正化）計画 
 海老名市公共施設再編（適正化）計画では、限られた財源の中で、将来の財政状況や多様

化する市民ニーズの変化に対応するため、公共施設の再編（適正化）に向けた基本方針を

以下のように定めています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ■市民利用施設の再編（適正化）に向けた基本方針 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【市民利用施設におけるサービスのあり方の方針】 
 

【市民利用施設の整備・維持管理の方針】 
 

【基本的な対応方策】 
 

-
1
5
-
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２．計画対象区域及び目標年次 
 本計画は、2019 年度（平成 31 年度）から 2038 年度（令和 20 年度）までの 20 年

の計画と位置付け、前半の 2028 年度（令和 10 年度まで）を【備える】10 年、後半の

2038 年度（令和 20 年度）までを【保つ】10 年として位置付けます。 

 計画対象区域は、海老名市全域とします。なお、本計画における居住誘導区域及び都市機

能誘導区域については、市街化区域内で設定するものであるため、市街化調整区域は実質

的には対象外となります。 
 

 
 
 
 
 
 
 

計画対象区域 海老名市全域（市街化区域内） 

目標年次 2019 年度（平成 31 年度）〜2038 年度（令和 20 年度） 
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２．計画対象区域及び目標年次 

 本計画は、2019 年度（平成 31 年度）から 2038 年度（平成 50 年度）までの 20 年

の計画と位置付け、前半の 2028 年度（平成 40 年度まで）を【備える】10 年、後半の

2038 年度（平成 50 年度）までを【保つ】10 年として位置付けます。 

 計画対象区域は、海老名市全域とします。なお、本計画における居住誘導区域及び都市機

能誘導区域については、市街化区域内で設定するものであるため、市街化調整区域は実質

的には対象外となります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計画対象区域 海老名市全域（市街化区域内） 

目標年次 2019 年度（平成 31 年度）〜2038 年度（平成 50 年度） 

-
1
6
-
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Ⅱ 都市構造にみる課題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現在の海老名市が抱える課題を、 
  ①人口  〜人が暮らす住まい 
  ②都市機能 〜豊かな暮らしを支える施設 
  ③防災  〜安心な生活環境 
  ④公共交通 〜住まいと暮らしの場をつなぐ手段 
  ⑤土地利用 〜まちづくりと土地の使い方 
  ⑥財政    〜持続可能な都市経営〜 
の視点からまとめています。 
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Ⅱ 都市構造にみる課題 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現在の海老名市が抱える課題を、 
  ①人口  〜人が暮らす住まい 
  ②都市機能 〜豊かな暮らしを支える施設 
  ③防災  〜安心な生活環境 
  ④交通  〜住まいと暮らしの場をつなぐ手段 
  ⑤土地利用 〜まちづくりと土地の使い方 
  ⑥財政    〜持続可能な都市経営〜 
の視点からまとめています。 

-
1
7
-
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１．人口 
（１）人口推移と予測 
 
 
 
 
 

 本市の人口は増加傾向で推移しており、2020 年（令和２年）の人口は 136,516 人と

なっています。約 40 年後の大幅な人口減少の中でも、住み良い住環境が維持され、活発

な商業活動、持続的な都市経営が実現できるよう、コンパクトな都市構造を模索すること

が必要です。 

 「改定版 えびな未来創造プラン 2020」において、2038 年（令和 20 年）の目標人

口を 15 万人としており、その後人口は減少に転ずると見込んでいます。 

 年齢３区分別人口は、1995 年（平成７年）以降、年少人口が概ね横ばい、生産年齢人口

が微増傾向で推移する一方、高齢人口は一貫して増加しており、高齢化率は 2020 年(令

和２年)で 24.8％に達しています。（年齢不詳を含む総人口からの割合） 

 「改定版 えびな未来創造プラン 2020」における年齢３区分別人口では、人口のピーク

と見込んでいる 2038 年（令和 20 年）で、高齢者の占める割合が 27.2％に達すると予

測しています。 

 6 地域別の人口は、大谷地域以外の地域において、65 歳以上の人口が増加し、14 歳以

下の人口が減少すると予想されています。 

 

■人口推移と予測 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

●2038 年（令和 20 年）の目標人口を 15 万人としている 
●当面、人口増を見込むものの、少子・高齢化の進展により将来的には人口

減となることが見込まれる 

資料：実績値：国勢調査 

予測値：改定版 えびな未来創造プラン 2020 
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１．人口 
（１）人口推移 
 
 
 
 
 

 海老名市人口ビジョンでは、2023 年（平成 35 年）の人口 136,752 人をピークに人

口減少に転じると予測されており、2060 年（平成 72 年）時点では約 11 万人と、基準

年とした 2015 年（平成 27 年）より約 15％の人口減少となると推計されています。 

 約 40 年後の大幅な人口減少の中でも、住み良い住環境が維持され、活発な商業活動、持

続的な都市経営が実現できるよう、コンパクトな都市構造を模索することが必要です。 

 また、2040 年（平成 52 年）では、高齢者の占める割合が 26.5％を占めており、とく

に後期高齢者が基準年より 1.2 倍程度まで増加するとされています。 

 人口ビジョンでの６地域別にみると、海老名駅に隣接する海西地域、国分地域は将来的に

も増加・ほぼ横ばいの傾向にありますが、その他の地域は減少傾向にあります。とくに早

期に大規模開発が進んだ国分寺台等の住宅団地では大きく減少すると予想されています。 

 今後、市北部への人口集中と、一方で市南部での人口減少が懸念され、人口密度のアンバ

ランス化が進むことが懸念されます。 

■人口推移 〜海老名市人口ビジョンより 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■年齢構成 
 

現状の課題 

①当面の人口微増の先にある人口減少時代の到来（約 15％の人口減少） 
②市北部・南部、宅地開発の歴史等により発生する人口密度のアンバランス 

人口は 2023 年にピー
クを迎え、以降は減少し
ていきます。 

 
2060 年時点では、現
状の約 15％の人口減
少が進みます。 

 
2025 年に、後期高齢
者の占める割合が最も
多くなります。 

 
年少人口、生産年齢人口
は横ばいの状態から減
少していきます。 

 

高齢者の占める割合
が高くなり、2040 年
に最大で 26.5％とな
ります。 

年少人口、生産年齢人
口は、高齢者の減少に
合わせて割合が高く
なります。 
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62.3 

63.1 
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11.8 

13.6 

12.7 
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10.7 
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9.1 

11.6 

13.7 

13.5 

11.1 

10.8 
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■地域別の人口予測 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

海西地域 
地区 中新田・ 

さつき町・ 
河原口・ 
上郷・下今泉・ 
扇町 

北部地域 
地区 上今泉・柏ヶ谷 

東柏ケ谷地域 
地区 東柏ケ谷 

国分地域 
地区 中央・国分北・ 

国分南・望地・ 
勝瀬 

大谷地域 
地区 大谷・大谷北・ 

大谷南・浜田町・ 
国分寺台 

南部地域 
地区 中河内・中野・社家・ 

今里・上河内・ 
杉久保・杉久保北・ 
杉久保南・本郷・ 
門沢橋 

21,015 21,332 21,455 21,385 21,187 20,879 20,545 20,171 19,726 19,247 
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減

0〜14歳 15〜64歳

65〜74歳 75歳以上
※基準値：2022年人口

北部地域

32,309 

35,661 
37,656 37,290 36,950 36,843 36,694 36,156 

35,117 
33,788 
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0〜14歳 15〜64歳

65〜74歳 75歳以上
※基準値：2022年人口

海西地域

14,586 14,874 14,999 14,963 14,802 14,564 14,353 14,104 13,817 13,489 
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0〜14歳 15〜64歳

65〜74歳 75歳以上
※基準値：2022年人口

東柏ケ谷地域

25,971 26,374 26,683 26,784 26,647 26,294 25,820 25,343 24,802 24,289 
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0〜14歳 15〜64歳

65〜74歳 75歳以上
※基準値：2022年人口

国分地域

28,564 28,618 28,454 28,111 27,623 27,087 26,543 25,960 25,301 24,575 
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※基準値：2022年人口

南部地域
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※基準値：2022年人口

大谷地域

予測値：改定版 えびな未来創造プラン 2020 
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■地域別の人口推移 〜海老名市人口ビジョンより 
 
 
 
 
 
 
 
 

 北部地域  海西地域 

 東柏ケ谷地域 

 国分地域 

 

 南部地域  大谷地域 

-
1
9
-
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（２）人口動態 
 
 
 

 人口動態をみると、2017 年(平成 29 年)までは一部の年を除いて「自然増」と「社会増」

の傾向が続いてきましたが、「自然増」の人数は年々減少し、2018 年(平成 30 年)以降

は、「自然減」と「社会増」に変化しています。 

 近年は、海老名駅西口開発などもあり、「自然減」を大幅に上回る「社会増」の傾向が続

いており、これが人口増加の要因となっています。 

 

■人口動態 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●人口増加は、自然減を大幅に上回る社会増により支えられている 

-
2
0
-
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（３）地域別の人口密度 
 
 
 
 

＜人口密度＞ 

 2020 年（令和２年）の国勢調査結果による 50ｍメッシュ毎の人口分布をみると、人口

集中地区（DID）の人口密度の基準（40 人/ha）に該当する 10 人以上のメッシュは、そ

のほとんどが居住誘導区域内となっています。 

＜人口増減＞ 

 2015～2020 年の推移をみると、海老名駅周辺では増加となっているメッシュがまと

まっている一方で、海老名駅周辺の一部や厚木駅周辺、さがみ野駅周辺などの拠点を形成

するエリアで、人口が減少しているメッシュもみられます。（P.4 参照） 

 また、昭和 30 年代～40 年代にかけて宅地開発が進められた国分寺台などで、人口が減

少しているメッシュがまとまってみられます。（P.4 参照） 

 市街化調整区域では、市街化区域の縁辺部や市域南部の一部で人口が増加しているメッシ

ュがみられます。（P.4 参照） 

 

■国勢調査での 50ｍメッシュ内人口（人口密度） 
 

2015 年（平成 27 年） 2020 年（令和 2 年） 

  

●地域により人口密度の増減はあるものの、市街化区域及び居住誘導区域では全
体的に高い人口密度が維持されている 

 

14 

 

（２）地域別の人口密度 
 
 
 
 
 

 2005 年（平成 17 年）、2015 年（平成 27 年）に実施された国勢調査データより作成

した縦横 50ｍ間隔での人口メッシュデータでは、人口集中地域（DID）の人口密度条件

40 人/ha に該当するメッシュ内人口 10 人以上のメッシュは、市街化区域内にほぼ含ま

れています。 

 一方で、農地の宅地転用により市街化調整区域にも住宅等がまばらに立地している場所も

散見されます。 

 また、人口の増加は、海老名駅、厚木駅など拠点駅近傍の宅地開発により集中的に発生し

ていますが、準工業地域内の工場跡地の住宅開発等が行われた場所でも人口が集中的に増

加しています。 

 本市の用途地域指定と居住誘導施策は、人口密度の分布状況から一定の効果を発揮してき

たものと考えますが、農地の宅地転用、工業系用途地域の用途混在等、現行ルールではコ

ントロールが難しいケースが発生しています。 

 

■国勢調査での 50ｍメッシュ内人口（人口密度） 
 

2005 年（平成 17 年） 2015 年（平成 27 年） 

  

現状の課題 

①市街化区域内に人口が集中する一方、区域外にも住宅等がまばらに立地して 
いる状況 

②準工業地域を中心に、人口が増加している状況 

メッシュ人口（人） 
 

 

-
2
1
-
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■50ｍメッシュ内の人口増減（2015〜2020 年） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

海老名駅周辺における人

口増加 

 

市街化区域縁辺

部の市街化調整

区域における人

口増加 

海老名駅東口の一

部・厚木駅周辺に 

おける人口減少 

さがみ野駅周辺に 

おける人口減少 

国分寺台におけ

る人口減少 

市街化区域縁辺部

及び市域南部の市

街化調整区域にお

ける人口増加 
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■メッシュ人口の推移（2005 年→2015 年の増減量） 
 

 

 

人口増減（人） 
 

 

大規模に開発された団地群の外縁

部に人口が増加し、宅地が拡散し

ている状態 

将来的に、団地単位でスプロール

の発生が懸念 

工業系に隣接する住居系地域で人

口増加の傾向 

近年の集合住宅開発により、以前

より高い人口密度が大きく増加 

 

大規模開発された

団地の外縁部に人

口が増加 

駅から離れた

河川沿いは人

口減少が進行 

（厚木駅南は

同時期に再開

発事業を実施） 

準工業地域内で

宅 地 開 発 が 進

み、人口が集積 

駅から離れた地域でも、 

古い宅地の外縁で人口増加 

 

駅周辺を中心に人口は増加

しているが、増加場所はま

ばらな状態 

-
2
2
-
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＜50ｍメッシュ人口の集計方法＞ 
 国勢調査小地域別の人口を住居系建物の延床面積により按分し集計します。 

 

■使用したデータ 

 □50ｍメッシュデータ：現行計画作成時データ 

□令和２年国勢調査小地域データ：年齢（５歳階級、４区分）別、男女別人口 

□令和２年度都市計画基礎調査：建物データ（住居系建物） 

※住居系：住宅、集合住宅、店舗併用住宅、店舗併用集合住宅、作業所併用住宅 

【ITEM001：10、20、30、41～44、50】 

※延床面積：都市計画基礎調査算出値【ITEM011】を使用 
 

■按分による集計のイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※50ｍメッシュの人口の合計値は、国勢調査

の公表値（総人口、高齢者人口）と整合する

よう按分しています。 

  

① 国勢調査の小地域内①～④に含まれる

住居系建物の延床面積と、そのうち 50ｍ

メッシュ内に含まれる住居系建物の延床

面積をＧＩＳにより集計する。 

② 小地域①～④の各人口を住宅系建物の

延床面積で按分し、50ｍメッシュに含

まれる人口を算出する。 

小地域①：15 人 小地域②：8 人 

100 ㎡ 

100 ㎡ 100 ㎡ 
100㎡ 

100 ㎡ 

300 ㎡ 
100㎡ 

小地域④：9 人 

200 ㎡ 

小地域③：15 人 

50ｍメッシュ 

小地域①：15 人 小地域②：8 人 

5 人 4 人 
 

6 人 
０人 

小地域③：15 人 小地域④：9 人 

50ｍメッシュ 

建物が区域を跨ぐ場合は、建物の重心の

位置により区域に含まれるか判断する 

８(人)×（100(㎡)÷200(㎡)）＝４(人) 

９(人)×（200(㎡)÷300(㎡)）＝６(人) 

15(人)×（100(㎡)÷300(㎡)）＝５(人) 

15(人)×（0(㎡)÷300(㎡)）＝０(人) 

-
2
3
-
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（４）地域別の高齢化率（65 歳以上） 
 
 
 

 2020 年（令和２年）の国勢調査結果による 50ｍメッシュ毎の高齢化率をみると、全般

的に高齢化が進む中、特に上今泉や国分寺台の住宅団地などで 40％以上のエリアがまと

まってみられます。 

 一方、2015～2020 年の高齢化率の変化（P.7 参照）をみると、国分寺台の一部などで

高齢化率の低下もみられます。 

 また、2010～2015 年と 2015～2020 年の高齢化率の変化をみると、高齢化率の上

昇スピードは鈍化しています。 

 

■50ｍメッシュ内高齢化率（65 歳以上の人口の割合） 
 

2015 年（平成 27 年） 2020 年（令和 2 年） 

  

●高齢化や高齢者の推移は、地域により異なる傾向がみられる 
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（３）地域別の高齢化率（65 歳以上） 
 
 
 
 
 

 国勢調査に基づく縦横 50ｍメッシュ内の高齢化の状況を、世界保健機関 WHO の定める

高齢社会の基準※に照らして整理します。 

※高齢化社会（7%～14％）／高齢社会（14～20％）／超高齢社会（21％以上） 

 2005 年（平成 17 年）時点では、超高齢社会（図中桃色、赤色）に該当するメッシュは、

国分寺台や市街化調整区域の一部地域のみでしたが、2015 年（平成 27 年）時点では市

域のほぼ全域が超高齢社会に該当する高齢化率となっています。 

 高齢化率の増減では、国分寺台など大規模な宅地開発が進められた地域の外縁で高齢化が

進行しているほか、大規模開発が進められた上今泉地域等で増加しています。 

 市域全域での高齢化の急速な進行とともに、住宅団地等で局地的に集中する超高齢化が進

行している中で、将来的な自然減に伴い発生する空き家等の対応を含め、検討が必要とな

ります。 

 

■国勢調査での 50ｍメッシュ内高齢化率（全人口に占める 65 歳以上人口の比率） 
 

2005 年（平成 17 年） 2015 年（平成 27 年） 

  

現状の課題 

①市域全域での高齢化の急速な進行 
②大規模住宅団地及びその外縁での著しい超高齢化の進行 

高齢化率（％） 
 

 

-
2
4
-
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高齢者の減少 

国分寺台 

 

■50ｍメッシュ内高齢化率の変化 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■50ｍメッシュ内高齢者数の増減（2015〜2020 年） 
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■メッシュ人口の推移（2005 年→2015 年の増減量） 
 

 

同時期に開発された

団地（とくに団地の外

縁部）で、急速に高齢

化が進行 

 

高齢化率の変化（ポイント） 
 

市街化区域外で高齢化が

進む状況 

-
2
5
-
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2015年 2020年 増減

居住誘導区域　計 117,922 123,996 6,074

居住誘導区域外　計 12,268 12,520 252

総計 130,190 136,516 6,326

エリア
人口（人）

 

（５）居住誘導区域内の人口 
 

 

 

 

 

 居住誘導区域内の人口は、2015 年～2020 年にかけて約 6,000 人の増加となってい

ます。 

 また、居住誘導区域外の推移をみると、約 250 人の増加となり、全体的に人口は増加傾

向にあると考えられます。 

※按分集計方法については、「50ｍメッシュ人口の集計方法（P.7）参照」 
 

■50ｍメッシュ内高齢者数の増減（2015〜2020 年） 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

●居住誘導区域で人口は増加しており、区域設定による一定の誘導効果がみら
れる 

凡例
居住誘導区域
第一種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

-
2
6
-
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２．都市機能 
（１）整理対象とする都市施設 

 都市機能として、現行計画で整理されている８類型に区分された都市施設の立地状況を整

理します。 

 以下に、整理対象とする都市施設と施設数の一覧を示します。 

■都市施設一覧 

都市施設類型 施設の機能 施設分類 施設数 

①商業施設 
食料品、日用品など、毎日の暮ら

しを支える品々を、身近で購入で

きる環境をつくる 

複合商業施設 5 
食品スーパー 
（生鮮品扱いドラッグストア含む） 34 
コンビニ 55 
ドラッグストア（生鮮扱い無し） 41 

②医療施設 
心身の健康状態を保ち、万一の傷

病の際にも安心して生活できる

環境をつくる 

病院 4 
診療所 101 
歯科診療所 66 

③行政施設 
地域の集まり、大規模な集会・イ

ベント等、地域コミュニティの形

成に資する環境をつくる 

役所 1 
コミュニティセンター 12 
大規模集会施設 8 

④子育て施設 
子育て世帯が安心して子どもを

育てながら、市に定住しやすい環

境をつくる 

保育園 34 
幼稚園 9 
子育て相談所 1 
学童保育 48 

⑤老人介護施設 
高齢化が進む中で、老後の暮らし

の不安を払拭し、安心して住み続

けることのできる環境をつくる 

老人福祉センター 1 
有料老人ホーム 7 
認知症対応型共同生活介護 
（グループホーム） 8 
特別養護老人ホーム 10 
短期入所生活介護／療養介護 
（ショートステイ） 1 
住宅型有料老人ホーム 4 
介護老人保健施設 4 
介護付有料老人ホーム 
（特定施設入居者生活介護） 7 
サービス付高齢者向け住宅 6 
デイサービス 25 

⑥文化施設 文化的な暮らし、気軽にスポーツ

等ができる環境をつくる 

博物館 1 
文化施設 1 
図書館 2 
体育施設 7 

⑦都市公園 
自然の中での豊かでゆとりある

暮らしの実現とともに、子育て世

帯が子どもとともに安心して遊

ぶことができる環境をつくる 

街区公園 51 
近隣公園 5 
運動公園 1 
地区公園 1 
都市緑地等 21 

⑧教育施設 
子どもたちの初等教育を始めと

して、身近な地域で教育を受けら

れる環境をつくる 

小学校 13 
中学校 6 

（令和５年２月末時点） 
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２．都市機能 
（１）整理対象とする都市施設 

 日々の暮らしの中では、買い物や通院、子育て、介護など、様々な活動が発生します。こ

れらの活動を支える都市施設が、居住地の身近にあることは、市民の定住志向を高め、人

口減少時代を迎える本市において、一定の人口密度を維持し、主要な中心部での賑わいを

持続するために必要であると考えます。 

 そのため、本市での暮らしの中で発生する活動ニーズを支える都市施設を、大きく以下の

8 カテゴリに区分し、施設の立地状況を整理します。 

 なお、各都市施設が支える圏域については、歩いて 5 分程度（約 500ｍ）の徒歩圏と仮

定し、各都市施設の整理を行っています。 

 

■対象とする都市施設について（平成 28 年都市計画基礎調査より[平成 27 年度末時点]） 

 

都市機能 都市施設の必要性 種別 備考 施設数
9

18
43
4
4

85
58
1
5

12
1

保育所 17
幼稚園 8

1
デイサービス 25
老人短期入所施設 8

2
1
3

街区公園 街区公園 49
近隣公園 近隣公園 5
運動公園 運動公園 1

広場公園 2
都市緑地 11
特殊公園 4
緑道 3

13
6
3

402

⑧学校
子どもたちの初等教育を始めとして、身近な
地域で義務教育が受けられる環境をつくるた
めに必要。

小学校
中学校
高等学校

総計

⑥文化・スポーツ文化的な暮らし、気軽にスポーツ等ができる
環境をつくるために必要。

図書館
文化施設
運動施設

⑦公園
自然の中での豊かでゆとりある暮らしの実現
とともに、子育て世帯が子どもとともに安心
して遊ぶことができる環境をつくるために必
要。

他公園・緑地

④子育て 子育て世帯が安心して子どもを育てながら、
市に定住しやすい環境をつくるために必要。

子育て支援センター

保育・教育施設

⑤介護福祉
高齢化が進む中で、老後の暮らしの不安を払
しょくし、安心して住み続けることができる
環境をつくるために必要。

老人福祉センター

介護支援

②医療
心身の健康状態を保ち、万一の傷病の際にも
安心して生活できる環境をつくるために必
要。

病院
診療所
歯科診療所

③行政・集会
地域の集まり、大規模な集会・イベント等、
地域コミュニティの形成に資する環境をつく
るために必要。

市役所等
大規模集会施設
コミュニティセンター

①商業
食料品、日用品など、毎日の暮らしを支える
品々を、身近で購入できる環境をつくるため
に必要。

複合商業施設
食品スーパー（生鮮取扱いドラッグストア含む）

コンビニエンスストア
ドラッグストア

-
2
7
-



Ⅱ 都市構造にみる課題 
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Ⅵ 

Ⅶ 

Ⅷ 

 参考 国土交通省「立地適正化計画の手引き」での都市機能誘導施設の目安 
 主要な中心部のみならず、例えば合併前旧町村の中心部や歴史的に集落の拠点としての役割を担ってきた

生活拠点等、地域の実情や市街地形成の成り立ちに応じて必要な数を定め、それぞれの区域に必要な誘導

施設を定めることが望ましい。 

 
 
 

 参考 都市規模と都市施設の関係について 
 
 
 

-
2
8
-
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（２）各施設の立地状況 
①商業機能 

 
 
 
 
 
 

 海老名駅周辺には、複数の複合商業施設が立地しています。また、食品スーパー（生鮮品

扱いドラッグストア含む）が、居住誘導区域を中心に広く分布しています。 

 コンビニエンスストア、ドラッグストア（生鮮扱いなし）は、食品スーパーが立地してい

ない区域にも立地しており、食料品、日用品の利用について居住誘導区域では概ね利便性

は確保されています。 
 

■商業施設位置図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●買い物、飲食、娯楽を含めた複合商業施設は海老名駅周辺に集中している 
●食品スーパーは主に居住誘導区域内に広く立地し、コンビニエンスストア

は居住誘導区域外にも立地している 
●近年においても、海老名駅周辺で新規商業施設が増加傾向にある 
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（２）各施設の立地状況 
①商業機能 

 
 
 
 

 買い物、飲食等の複合的な機能を持つ商業施設は、海老名駅周辺にその多くが立地してい

ます。また、食品スーパーは人口の集まる場所を中心に立地しており、市内の住宅団地は

ほぼその徒歩圏内（500ｍと設定）にあります。 

 食品スーパー等が立地していないエリアでは、コンビニエンスストアが出店しているため、

生活に最低限必要な日用品、食料品は概ね徒歩圏内で補えるものと考えます。 

立地の特徴 

①買い物、飲食、娯楽を含めた複合商業施設は海老名駅周辺に集中 
②食品スーパーは居住地付近に立地し、コンビニがその空白を埋める状況 

※平成 28 年度都市計画基礎調査（平成 27 年度末時点）

-
2
9
-



Ⅱ 都市構造にみる課題 
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②医療機能（病院、診療所） 
 
 
 
 
 

 病床数 20 床以上の病院は、居住誘導区域に２施設、市街化調整区域に２施設の計４施設

が市内に立地しています。 

 病床数 20 床未満の診療所は、その多くが居住誘導区域に立地しており、特に、都市機能

誘導区域である海老名駅周辺に立地する診療所が多く、また、現行計画策定時と比較し増

加傾向にあります。 
 

■医療施設位置図 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●大規模な総合病院は居住誘導区域を含め、市内に４施設が立地している 
●診療所・歯科診療所は市内各所に点在しているが、近年は特に海老名駅西口

を中心に新規施設が増加している 

Ⅱ 都市構造にみる課題 
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②医療機能（病院、診療所） 
 
 
 
 
 

 病床数 20 床以上の病院は市内に４棟立地していますが、湘陽かしわ台病院を除き、鉄道

駅から離れた場所に立地している状況です。 

 各地域には診療所が立地しており、人口の集まる住宅団地等は、概ね診療所の徒歩圏内に

含まれています。特殊な診療科を除き、それぞれの地域の医療ニーズに対応しているもの

と考えます。 

 

立地の特徴 

①大規模な総合病院は立地しているが、駅から離れた場所に多い状況 
②診療所・歯科診療所は居住地付近に立地し、地域医療に対応できる状況 

※平成 28 年度都市計画基礎調査（平成 27 年度末時点）

-
3
0
-
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③行政機能 
 
 
 
 
 

 地域の集会施設となるコミュニティセンターについては、社家駅周辺、厚木駅北側等が一

部立地していないものの、基本的には人口の集まる住宅団地等を中心として、各地に点在

している状況です。 

 大規模な会議や集会が可能な施設については、海老名駅・厚木駅周辺に立地しているほか、

市南部には総合体育館、高齢者生きがい会館が立地しています。 
 

 

■行政施設位置図 
 

 
 

●コミュニティセンターは、地域毎に立地している 
●海老名駅に近接し、文化会館、社会福祉会館が立地している 
●第二高齢者生きがい会館、杉久保南ふれあい館が開設されている 
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③行政機能 
 
 
 
 
 

 地域の集会施設となるコミュニティセンターについては、社家駅周辺、厚木駅北側等が一

部立地していないものの、基本的には人口の集まる住宅団地等を中心として、各地に点在

している状況です。 

 大規模な会議や集会が可能な施設については、海老名駅・厚木駅周辺に立地しているほか、

市南部には総合体育館、高齢者生きがい会館が立地しています。 

 

立地の特徴 

①地域の集会施設となるコミュニティセンターは各地に立地 
②大規模な集会施設は、海老名駅・厚木駅からのアクセスが可能な施設あり 

※平成 28 年度都市計画基礎調査（平成 27 年度末時点）

-
3
1
-
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④子育て機能（保育園・幼稚園） 
 
 
 
 
 

 保育園・幼稚園は、居住誘導区域とこれに隣接するエリアに立地しています。 

 幼稚園は、近年立地に変化は見られないものの、保育園は現行計画策定時と比較し、海老

名駅周辺を中心に増加しています。 

 学童保育も、市内各所に立地しています。 
 

 

■子育て施設位置図 
 

●保育園・幼稚園の多くは、居住誘導区域内及び隣接エリアに立地している 
●近年、都市機能誘導区域である海老名駅周辺で保育園が増加している 

Ⅱ 都市構造にみる課題 
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④子育て機能（保育園・幼稚園） 
 
 
 
 
 

 保育園については、人口の集まる住宅団地等を中心として、住宅団地内やその近傍に立地

している傾向があります。鉄道駅付近での、いわゆる都市型保育施設の立地は少ない状況

です。 

 幼稚園についても保育園同様、住宅団地内やその近傍に立地する傾向があります。 

 
 

立地の特徴 

①保育園・幼稚園は人口の集まる各エリアに立地（一部エリアは未立地） 
②駅から離れた施設が多い状況 

※平成 28 年度都市計画基礎調査（平成 27 年度末時点）

-
3
2
-
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⑤介護福祉機能 
 
 
 

 介護福祉に係る各種施設は、市内各所に点在しており、施設数は現行計画策定時から増加

しています。 

 
 
 
 
 

■介護福祉施設一覧 
 

●介護福祉に係る各種施設は、居住誘導区域を中心に市内各所に点在している 
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⑤介護福祉機能 
 
 
 
 
 

 高齢者のデイサービス施設、有料老人ホーム等の高齢者福祉施設は、市内各所に立地して

います。デイサービス施設は、住宅団地内やその近傍に立地する傾向があります。 

 有料老人ホーム等の入居を基本とする施設については、市南部の市街化区域外に立地する

ことも多くみられます。 

 

立地の特徴 

①市内の各地に点在し、居住地近傍からのアクセス可能な施設が多い状況 
②市南部では用地確保のしやすさから大規模な施設の立地が多い状況 

※平成 28 年度都市計画基礎調査（平成 27 年度末時点）

-
3
3
-
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⑥文化・スポーツ機能 
 
 
 
 

 文化関連施設として、図書館２棟（中央、有馬）、郷土資料館、文化会館が整備され、海老

名駅周辺と門沢橋駅周辺に立地しています。 

 スポーツ施設（体育館、テニスコート、温水プール等）は、市域西部に多く立地していま

す。 

 
 
 

■文化・スポーツ施設位置図 
 
 

●海老名駅、門沢橋駅に近接し、図書館、文化施設などが立地している 
●スポーツ施設は、市内に分散して立地している 

Ⅱ 都市構造にみる課題 
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⑥文化・スポーツ機能 
 
 
 
 
 

 市内の文化関連施設は、図書館２棟（中央、有馬）、文化会館、郷土資料館及び、市内各地

に点在するスポーツ施設（体育館、テニスコート、温水プール等）が立地しています。 

 そのうち、図書館、文化会館は海老名駅から概ね 500ｍ程度の、比較的駅近傍に立地し

ています。なお、スポーツ施設は郊外に立地している状況です。 

 

立地の特徴 

①海老名駅周辺に図書館、文化会館が立地 
②スポーツ施設は郊外部に立地している状況 

※平成 28 年度都市計画基礎調査（平成 27 年度末時点）

-
3
4
-
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⑦都市公園 
 
 
 
 
 

 街区公園は、宅地開発が進められた大規模住宅地を中心にバランス良く配置されています

が、市南部では少ない傾向にあります。 

 運動公園は 1 施設、近隣公園は４施設、地区公園は 1 施設が整備されています。 
 

 
 

■都市公園位置図 
 
  

●都市公園の多くは居住誘導区域に配置され、特に大規模住宅団地でバラン
スよく配置されている 

●現行計画以降８公園が新設され、うち４公園は海老名駅周辺となっている 
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⑦都市公園 
 
 
 
 
 

 国の都市公園の基準では、街区公園は誘致距離 250m、近隣公園は 500ｍにつき、一定

規模以上の公園施設を設置する方向性が示されています。 

 街区公園は宅地開発が進められた大規模住宅を中心に高密度に配置されているものの、市

南部では不足している状況があります。また、近隣公園は市内に４施設あり、市東部に設

置されています。 

 

立地の特徴 

①街区公園は市北部に集中している状況 
②近隣公園は大規模住宅団地近傍に集中している状況 

※平成 28 年度都市計画基礎調査（平成 27 年度末時点）

-
3
5
-
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⑧教育機能 
 
 
 

 小学校は、児童が徒歩で通学することを前提に 13 校が立地しています。中学校は６校が

立地しています。 

 

 
 
 
 

■教育施設位置図 
 

 
 

●小学校は 13 校、中学校は６校が立地している 

Ⅱ 都市構造にみる課題 
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⑧教育機能 
 
 
 
 
 

 小学校は、児童が徒歩で通学することを前提として立地しています。中学校については、

市北部に集中しており、市南部は１校（市街化調整区域のみ）となっています。 

 高等学校は市内に３校ありますが、どの学校も駅から若干離れた場所に立地しています。 

 

立地の特徴 

①小学校は、徒歩通学ができる範囲に各地に点在して立地 
②中学校は市北部に集中している状況 

※平成 28 年度都市計画基礎調査（平成 27 年度末時点）

-
3
6
-
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【参考】暮らしを支える民間サービス施設等について 

①金融機関の立地状況について 
 
 
 
 
 

 銀行（ATM のみは対象外）は、海老名駅とさがみ野駅の周辺に多くが立地しています。

JA バンクは農協の各支店に併設されています。 

 郵便局は、市街地を中心に広く点在して立地しています。 

 社家・門沢橋エリアでは、郵便局以外、金融機関の立地はみられません。 
 

 

■金融機関施設位置図 
 

 
 

●海老名駅、さがみ野駅周辺に多くの銀行が立地している 
●郵便局は、市内に広く点在して立地している 
●社家・門沢橋エリアでは、金融機関の立地は見られない 
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【参考】暮らしを支える民間サービス施設等について 

■金融機関の立地状況について 
 金融機関のうち郵便局については、人口の多い住宅団地等をカバーするように市域に点在

していますが、南部地域では２局のみであり、JR 相模線の駅周辺には立地していない状

況です。 

 また、窓口を有する銀行（ATM のみは対象外）は、海老名駅に集中しており、さがみ野

駅、厚木駅に一部の銀行が立地しています。なお、JA バンクは農協の各支店に併設され

ているため、市南部にも１施設立地しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※平成 28 年度都市計画基礎調査（平成 27 年度末時点）

-
3
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②民間を含めたスポーツ施設の立地状況について 
 
 
 
 
 

 スポーツ施設はスポーツクラブ、バッティングセンター、体育館等があり、居住誘導区域

内に立地しています。 

 屋内プールやテニスコートは市営の他に民営もありますが、いずれも郊外に立地していま

す。 

 
 

■スポーツ施設位置図 
 

 

●スポーツ施設は、居住誘導区域に点在して立地している 
●屋内プールやテニスコートは、郊外に点在して立地している 

Ⅱ 都市構造にみる課題 
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■民間を含めたスポーツ施設の立地状況について 
 健康づくりに資するスポーツ施設のうち、民間主体のフィットネスクラブについては、大

手フィットネスクラブが海老名駅周辺に立地しています。また、さがみ野駅、柏ケ谷駅に

も各１店舗立地しているほか、南部地域にも１店舗立地しています。 

 屋内プール、テニスコートについては、市営施設のほか民営施設も立地しています。なお、

これら施設については、海老名駅周辺の大手フィットネスクラブ併設施設以外は、鉄道駅

からは離れた場所に立地している状況です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※平成 28 年度都市計画基礎調査（平成 27 年度末時点）

-
3
8
-
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（３）生活サービス施設の利便性・持続可能性 
（立地適正計画の手引き（令和４年４月改訂 P.69〜71 参考）） 

 
 
 
 

 都市構造の評価に関するハンドブック（国土交通省都市局都市計画課 H26.8）における

「公共交通沿道地域」「基幹的公共交通路線」を指標に３地域を区分した上で、各施設の

公共交通の利便性を整理します。 
 

■公共交通沿道地域：鉄道駅、バス停の徒歩圏（鉄道駅１ｋｍ※、バス停 300ｍ圏内） 

■基幹的公共交通路線：30 本以上／日以上の運行頻度の鉄道路線、バス路線 

 
 

◆公共交通便利地域：公共交通沿道地域で基幹的公共交通路線がとおる地域 

◆公共交通不便地域：公共交通沿道地域で基幹的公共交通路線以外の地域 

◆空白地域    ：上記以外の地域 

 

 生活サービス施設※の多くは「公共交通便利地域」に立地しており、公共交通を利用した

施設の利便性は比較的高いといえます。 

 ただし、運行系統の関係から目的とする施設への移動に際し乗り継ぎが発生する場合もあ

り、時間距離、運賃の面から利便性に難がある移動もあると考えられます。 

※）「生活サービス施設」は、下表の８分類（商業施設、医療施設、行政施設など）のこと 

 

■生活サービス施設の地域別立地数 
 

施設区分 総数 圏域 公共交通
便利地域 

公共交通
不便地域 空白地域 

①
商
業
施
設 

複合商業施設 5 DID 内 5 0 0 
DID 外 0 0 0 

食品スーパー（生鮮品扱いドラッグ
ストア含む） 34 DID 内 27 3 2 

DID 外 2 0 0 

コンビニエンスストア 55 DID 内 41 3 1 
DID 外 8 0 2 

ドラッグストア 
（生鮮扱い無し） 41 DID 内 37 2 0 

DID 外 2 0 0 
小計 135 − 122 8 5 

②
医
療
施
設 

病院 4 DID 内 2 0 0 
DID 外 2 0 0 

診療所 101 DID 内 82 0 1 
DID 外 6 9 3 

歯科診療所 66 DID 内 56 0 0 
DID 外 6 4 0 

小計 171 − 154 13 4 

●生活サービス施設は、多くが交通便利地域に立地している 

※ハンドブックで駅勢圏は 800ｍですが、本

計画では１ｋｍとしています。 

※具体の地域は P.76 参照。 
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（３）都市施設の立地状況のまとめ 
 
 
 
 
 
 

 以上の各都市施設の立地の特徴から、将来に向けた配慮点を整理すると以下の通りです。 

 本市の都市施設は、コンビニエンスストアや診療所など、小規模な都市施設の活用を含め

ると、買い物、医療、保育、教育（学校）など、生活に必要な都市施設のストックは比較

的充足しているものと考えます。 
 

カテゴリ 立地の特徴（再掲） 将来の配慮点 

①商業機能 ①買い物、飲食、娯楽を含めた複合商業施設
は海老名駅周辺に集中 

②食品スーパーは居住地付近に立地し、コ
ンビニがその空白を埋める状況 

・相鉄線駅には商業施設が立地し、一

定の拠点性を有している。 

・海老名駅は飲食、娯楽などを含め複

合商業施設が集積している。 

②医療機能 ①大規模な総合病院は立地しているが、駅
から離れた場所に多い状況 

②診療所・歯科診療所は居住地付近に立地
し、地域医療に対応できる状況 

・診療所は居住地近くに点在してお

り、徒歩や自転車でアクセスできる

範囲で医療行為が受けられる状況。 

③行政機能 ①地域の集会施設となるコミュニティセン
ターは各地に立地 

②大規模な集会施設は、海老名駅・厚木駅か
らのアクセスが可能な施設あり 

・コミュニティセンターは市内各地に

立地しており、ほぼ全域で、徒歩や

自転車でアクセスできる範囲にあ

る。 

④子育て 
機能 

①保育園・幼稚園は人口の集まる各エリア
に立地（一部エリアは未立地） 

②駅から離れた施設が多い状況 

・保育施設は居住地内やその近傍に立

地し、一部地域を除き、徒歩や自転

車でアクセスできる範囲にある。 

⑤介護福祉 
機能 

①市内の各地に点在し、居住地近傍からの
アクセス可能な施設が多い状況 

②市南部では用地確保のしやすさから大規
模な施設の立地が多い状況 

・デイサービスを中心に居住地内やそ

の近傍に立地し、一部地域を除き、

徒歩や自転車でアクセスできる範

囲にある 

⑥文化・ 
スポーツ機能 

①海老名駅周辺に図書館、文化会館が立地 

②スポーツ施設は郊外部に立地している状
況 

・文化関連施設は、施設数が少なく、

海老名駅周辺に集中しているため、

基本的には海老名駅で対応する。 

⑦都市公園 ①街区公園は市北部に集中している状況 

②近隣公園は大規模住宅団地近傍に集中し
ている状況 

・市北部の各種公園、多機能を有する

市南西部の運動公園等を活用し、市

域全体での公園利用環境の維持、向

上を図る。 

⑧教育機能 ①小学校は、徒歩通学ができる範囲に各地
に点在して立地 

②中学校は市北部に集中している状況 

・小学校・中学校は基本的に身近な範

囲に立地し、徒歩通学が可能な範囲

にある。 

 

現状の課題 

①海老名駅は、文化関連施設を含め、ほぼ全ての都市施設が集積する拠点 
②相鉄線の各駅周辺は、基本的な都市施設が集積 
③買い物、医療、保育等は、一部地域を除きほぼ全域で身近な範囲に立地 

-
3
9
-
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施設区分 総数 圏域 公共交通
便利地域 

公共交通
不便地域 空白地域 

③
行
政
施
設 

役所 1 DID 内 0 0 0 
DID 外 1 0 0 

コミュニティセンター 12 DID 内 6 2 2 
DID 外 0 0 2 

大規模集会施設 9 DID 内 3 3 2 
DID 外 0 1 0 

小計 22 − 10 6 6 

④
子
育
て
施
設 

保育園 34 DID 内 24 4 0 
DID 外 4 1 1 

幼稚園 9 DID 内 2 4 1 
DID 外 1 0 1 

子育て相談所 1 DID 内 0 0 0 
DID 外 1 0 0 

学童保育 48 DID 内 37 3 0 
DID 外 8 0 0 

小計 92 − 77 12 3 

⑤
老
人
介 

護
施
設 

高齢者福祉施設 73 
DID 内 38 12 3 
DID 外 18 0 2 

小計 73 − 56 12 5 

⑥
文
化
施
設 

文化施設 1 DID 内 1 0 0 
DID 外 0 0 0 

博物館 1 DID 内 1 0 0 
DID 外 0 0 0 

図書館 2 DID 内 1 0 0 
DID 外 1 0 0 

体育施設 7 DID 内 4 0 1 
DID 外 0 1 1 

小計 11 − 8 1 2 

⑦
都
市
公
園 

街区公園 51 DID 内 36 6 2 
DID 外 6 0 1 

近隣公園 5 DID 内 1 1 1 
DID 外 2 0 0 

運動公園 1 DID 内 1 0 0 
DID 外 0 0 0 

地区公園 1 DID 内 0 0 0 
DID 外 1 0 0 

都市緑地等 21 DID 内 10 6 0 
DID 外 4 0 1 

小計 79 − 61 13 5 

⑧
教
育
施
設 

小学校 13 DID 内 8 0 1 
DID 外 3 0 1 

中学校 6 DID 内 3 0 0 
DID 外 1 1 1 

高校 3 DID 内 2 0 0 
DID 外 1 0 0 

小計 22 − 18 1 3 
 
 

-
4
0
-
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３．防災 
 
 
 
 
 
 【洪水ハザードマップ】 

 浸水被害の予見される地域には、海老名駅や厚木駅及び、JR 相模線のほぼ全区間が含ま

れており、既に多くの市民が暮らし、企業等が活動している現状にあります。 

 そのため、浸水被害が想定される区域について、ハザードマップによる情報提供や、避難

所の確保等、海老名市地域防災計画に準じた様々な防災対策を進めています。 
 

■相模川の洪水ハザードマップ 
 
 
 
 
 
 
 

現状の課題 

①相模川の浸水被害想定区域は市西部に集中 
②土砂災害警戒区域は市東部の丘陵地に集中 

海老名市洪水ハザードマップ（相模川版）について 
【想定降雨（想定最大規模）】 
 ・おおむね 1000 年に一回起こる大雨で、相模川流域の 48 時間 567mm の降雨。 
【浸水解析の考え方】 
 ・想定降雨により、破堤地点 219 ケースと破堤なしの越水による 1 ケースの計 220 ケースにより浸水を 
  解析したもの。 

-
4
1
-
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 【土砂災害ハザードマップ】 

 土砂災害ハザードマップでは、市中央を流れる永池川東側を中心とした、東部の丘陵地に

土砂災害警戒区域が集まっています。 

 これらの区域は、北部では局所的に、南部では永池川と並行に連続して指定されています

が、その多くは市街化調整区域であったり、建物が立地していない状況にあります。 

 影響範囲が限定的であることから、被害が想定される地域について、情報提供、避難所の

確保などを通じて、災害対応を進めています。 

■土砂災害ハザードマップ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土砂災害ハザードマップについて 
【指定区域】 
 ・「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、 
  神奈川県が指定した土砂災害警戒区域 

-
4
2
-
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４．公共交通 
 
 
 
 
 
 
 

（１）鉄道 
 鉄道は、相模鉄道本線（以下、「相鉄線」）、小田急小田原線（以下、「小田急線」）、JR 相

模線の３路線が乗り入れており、海老名駅をはじめとして６つの駅を有しています。 

 駅から半径 300m の徒歩圏は、市域全体の約７％、市街化区域の約 10％、居住誘導区

域の約 11％を占めています。 
 

■駅徒歩圏（半径１km 圏内） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●海老名駅をはじめとする６つの駅と、主に海老名駅への乗り入れを中心とした
バスにより公共交通網が形成されている 

●公共交通便利地域の人口は増加しており、2020 年時点で総人口の約４割を占
めている 

●居住誘導区域の一部では、公共交通不便地域と公共交通空白地域がみられる 
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４．交通 
 
 
 
 
 

 本市は、海老名駅を中心駅として、相模鉄道本線（以下、「相鉄線」）、小田急小田原線（以

下、「小田急線」）、JR 相模線の鉄道が交差する鉄道ネットワークの拠点となっています。

そのため、東京都心部、横浜都心部等へのアクセス利便性が確保されており、広域的な移

動ニーズに対応できている状況です。 

 一方で、鉄道路線は市北部、西部にあるため、国分寺台や杉久保団地など、郊外の大規模

住宅団地においては、路線バスが主要な交通サービスとなっています。 

 海老名駅から離れた郊外住宅団地では、利用ニーズの高さから、民間バス事業者により比

較的高い運行頻度での営業運行が行われていますが、海老名駅近傍の上今泉地区など、自

転車でのアクセスが可能なエリアでは、１時間１本程度の運行頻度になるなど、バスサー

ビスが充実していない地区も見られます。 

 また、路線バスが運行していないエリアでは、コミュニティバスを運行しサービスを提供

していますが、低頻度の交通サービスとなっている状況もあります。 

 近年、自動車の自動運転技術やスマートフォンを活用した配車サービス等、交通に関する

情報技術革新が進む中で、新たな交通システムの活用も視野に、地域の活動を支える交通

サービスの有り方を検討していくことも期待されます。 
 

■市内の公共交通ネットワーク 
 

–

現状の課題 

①鉄道を交通軸としたまちづくりによる交通サービスの偏り 
②コミュニティバスによる低頻度の交通サービスエリアの存在 

【出典】海老名市地域公共交通網形成計画
（2015 年 3 月） 

-
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 2016 年（平成 28 年）を基準に１日平均乗車人員の推移をみると、2019 年（令和元

年）までは概ね横ばい傾向にありましたが、2020 年（令和２年）は新型コロナウイルス

の影響もあり、70％台に減少しています。 

 市内で最も乗車人員の多い海老名駅では、2019～2020 年で約５万人の減少となって

います（JR、相模鉄道、小田急の合計）。 

 

■各駅１日平均乗車人員の変化（平成 2016 年乗車人員を 100％とする） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：令和３年版統計えびな  

 

■各駅１日平均乗車人員 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：令和３年版統計えびな  

（社家駅、門沢橋駅は 2015 年度以降、駅の無人化等により集計なし）   
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■市内の鉄道駅・バスの勢力圏図（コミュニティバス含む） 
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（２）バス 
 バスは、主に海老名駅への乗り入れを中心として、民間事業者による路線バス（地域間幹

線系統バスを含む）と市によるコミュニティバスが運行されています。 

 バス停から半径 300ｍの徒歩圏は、市域全体の約 58％、市街化区域の約 64％、居住誘

導区域の約 70％を含んでいます。そのうち、運行頻度が１日 30 本以上あるバス停から

の徒歩圏は、市域全体の約 32％、市街化区域の約 35％、居住誘導区域の約 38％を含ん

でいます。 
 

■バス停徒歩圏（半径 300m 圏内） 

 

-
4
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 路線バスの輸送人員は、2019 年度（令和元年度）まで概ね横ばい傾向で推移してきまし

たが、2020 年度（令和２年度）はコロナウイルス感染症の影響もあり、大きく減少して

います。 

 コミュニティバスの利用者数も、ルートによって傾向は若干異なるものの、2019 年度

（令和元年度）まで概ね横ばい傾向で推移してきましたが、2020 年度（令和２年度）は、

路線バスと同様にコロナウイルス感染症の影響を受け、大きく減少しています。 
 

■路線バス輸送人員・コミュニティバス利用者数の変化（2016 年度を 100％とする） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：令和３年版統計えびな 

 

■バスの輸送人員・利用者数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：令和３年版統計えびな 

  

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

神奈川中央 6,069,594 6,190,984 6,128,767 6,052,049 4,509,286

相鉄 5,884,422 6,196,271 5,850,876 5,659,671 4,063,415

合計 11,954,016 12,387,255 11,979,643 11,711,720 8,572,701

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

国分ルート 81,517 85,039 88,977 86,197 57,933

上今泉ルート 89,895 96,311 97,714 95,116 68,090

大谷・杉久保
ルート

72,150 70,918 70,547 72,410 49,244

合計 243,562 252,268 257,238 253,723 175,267

路線バス
輸送人員

（人）

コミュニ
ティバス
利用者数

（人）

102.0
101.0

99.7

74.3

10…

99.4

96.2

69.1

100.0 104.3

109.2

105.7

71.1

107.1
108.7

105.8

75.7

98.3 97.8

100.4

68.3

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

(％) 神奈川中央 相鉄 国分ルート 上今泉ルート 大谷・杉久保

ルート

-
4
7
-



Ⅱ 都市構造にみる課題 

51 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅵ 

Ⅶ 

Ⅷ 

 

（３）公共交通の利便性・持続可能性 
（立地適正計画の手引き（令和４年４月改訂 P.65･66 参考）） 

 鉄道駅及びバス停から徒歩圏内の人口は、いずれも増加傾向にあります。（50ｍメッシュ

の中心が含まれる場合に人口を集計、駅徒歩圏とバス停から半径 300ｍ圏内の人口は重

複して集計） 
 

■駅・バス停からの徒歩圏人口の推移 
 
 
 
 

 

■公共交通利用圏域と人口増減の重ね合わせ 
  

2005年 2015年 2020年

11,537 12,401 14,347

30本／日以上の運行頻度 43,132 45,091 47,238

30本／日未満の運行頻度 42,995 44,136 44,789

計 86,127 89,227 92,027

バス停から
半径300m圏内人口

（人）

駅徒歩圏人口（人）

-
4
8
-
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 公共交通の利便性別の人口は、公共交通便利地域内が総人口の約４割、公共空白地域内が

約３割となっています。 

 市西部の居住誘導区域では、公共交通不便地域と公共交通空白地域がまとまってみられま

す。 
 

■公共交通の利便性別の人口の推移 
 
 
 
 

 
 

■公共交通利用圏域と人口増減の重ね合わせ 

 
 

2005年 2015年 2020年 2005年 2015年 2020年

公共交通便利地域 50,347 52,912 55,997 40.7 40.6 41.0

公共交通不便地域 41,367 41,808 42,835 33.4 32.1 31.4

公共交通空白地域 31,986 35,451 37,684 25.9 27.2 27.6

人口（人） 人口割合（％）

-
4
9
-
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工業地域（工場跡地）

における集合住宅等の

立地 
凡例

第一種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域
第二種住居地域
近隣商業地域

商業地域
準工業地域
工業地域

工業専用地域

第一種低層

住居専用地域

12.6％

第一種中高層
住居専用地域

8.2％
第二種中高層

住居専用地域

1.4％

第一種住居地域

44.8％

第二種住居地域

2.4％

近隣商業地域

2.6％

商業地域

3.0％

準工業地域

11.2％

工業地域

9.7％

工業専用地域

4.2％

 

５．土地利用 
（１）用途地域の指定状況 
 
 
 

 市街化区域は、市域の 54.2％を占め、

そのうちの約 69％が住居系用途地域に、

約 26％が工業系用途地域に、約５％が

商業系用途地域に指定されています。 

 近年、工業地域内の工場跡地等において、

集合住宅等が新たに立地しています。 

 
 
 
 

■用途地域の指定状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

●工場跡地への集合住宅の立地など、土地利用の改変がみられる 

区域区分
・用途地域

面積
（ha）

割合（％）
対市街化区域

割合（％）
対市全体

一低 186.0 12.6 7.0

一中高 121.0 8.2 4.6

二中高 20.0 1.4 0.8

一住 662.0 44.8 24.9

二住 35.0 2.4 1.3

近商 39.0 2.6 1.5

商業 45.0 3.0 1.7

準工 166.0 11.2 6.2

工業 143.0 9.7 5.4

工専 62.0 4.2 2.3

1,479.0 100.0 55.6

1,180.0 - 44.4

2,659.0 - 100.0

1,024.0 69.2 38.5

84.0 5.7 3.2

371.0 25.1 14.0工業系用途地域

市街化区域

市街化調整区域

都市計画区域

住居系用途地域

商業系用途地域
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５．土地利用 
（１）用途地域の指定状況 
 
 
 
 
 

 本市の市街化区域の多くは住居系の用途地域に指定されています。都市施設の集積が期待

される商業系地域は、市域の 3%程度であり、実際の土地利用状況でも、住宅・集合住宅

系の土地利用が多くなっています。 

 一方で、近年の人口増加傾向の中で、駅近傍の工業系、商業系用途地域が指定される区域

での大規模な宅地開発が進むなど、本来の用途と異なる土地利用が進む傾向が見られます。

また、市域の約 45％を占める市街化調整区域でも、農地の宅地転用の進行が一部見られ

る状況にあります。 
 

■用途地域と別用途混在の状況 
 

■商業地域内での集合住宅の立地 

海老名駅周辺では、鉄道利便性

の高さから、近年大規模な集合

住宅の開発が進んでいます。 

また、厚木駅、さがみ野駅周辺

に位置付けられた近隣商業地

域でも集合住宅等の立地が進

んでいます。 

現状の課題 

①居住ニーズの高まりの中で発生した工業系・商業系地域での宅地開発 
②農地の宅地転用による市街化調整区域での宅地開発の拡散 

■工業地域内での集合住宅の立地 

工業地域内の工業跡地に集合

住宅が立地しています。 

集合住宅と工場が隣接する従

来の都市計画の視点では適切

でない事例となっています。 

 
 

■市街化調整区域での農地の宅地転用 

市街化調整区域の農地の一部

では宅地転用等が進み、住宅等

がまばらに立地しています。 

コンパクトなまちづくりを進

める上では、望ましくない事例

となっています。 

-
5
0
-
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（２）居住誘導区域・都市機能誘導区域の指定状況 
 
 
 
 
 

 居住誘導区域は、1,218ha が指定されており、市街化区域の約 85％を占めています。

居住誘導区域における用途地域の割合は、約 80％が住居系用途地域、約６％が商業系用

途地域、約 14％が工業系用途地域となっています。 

 都市機能誘導区域は、海老名駅周辺、厚木駅周辺、さがみ野駅周辺の３地域で計 85ha が

指定されており、市街化区域の約６％を占めています。 
 

■都市機能誘導区域・居住誘導区域の指定状況 
 
 
 
 
 
 

  

●市街化区域の約 85％に居住誘導区域を指定し、居住の誘導を進めている 
●海老名駅、厚木駅、さがみ野駅周辺に都市機能誘導区域を指定し、都市機能

の集積を進めている 

-
5
1
-
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（３）土地利用現況 
 
 
 
 

 都市計画基礎調査による平成 27 年度と令和２年度の土地利用現況面積を比較すると、市

街化区域では農地や未利用地等が減少する一方で、住宅・集合住宅用地や運輸・工業用地

が増加しています。特に、商業地域では集合住宅用地が５ポイント以上増加しています。 

 また、市街化調整区域では、農地や未利用地等が減少する一方で、運輸・工業用地が増加

しています。 
 

■土地利用現況面積の割合の変化（2015〜2020 年） 
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一 低： H27
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一 中 高： H27
R02

二 中 高： H27
R02

一 住： H27
R02

二 住： H27
R02

近 商： H27
R02

商 業： H27
R02

準 工： H27
R02

工 業： H27
R02

工 専： H27
R02

市街化区域：H27
R02

調整区域：H27
R02

市 全 体： H27
R02

住 居 系： H27
R02

商 業 系： H27
R02

工 業 系： H27
R02

01住宅 02集合住宅 03商業・業務 04宿泊・遊興・娯楽
05公共施設 06文教厚生 07運輸・工業 08農地
09山林河川 10公園・空地 11未利用地 12道路・鉄道

●居住誘導区域で住宅地の割合が、都市機能誘導区域で商業・業務の割合が、
いずれも増加している 

※ラベルは 3.0％以上を表示
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■用途地域の面積比率と実際の用途別土地利用面積 

 【用途地域の面積内訳】    【土地利用現況の面積内訳】 

  
 

 【各用途地域に占める土地利用現況面積の内訳】 

 
 

 【住宅系・目的施設系（商業・公共・文教）の面積】   ※単位 ㎡ 

  

7%
5%

1%

25%

1%

2%

1%

6%
5%

2%

45%

01第１種低層

02第１種中高層

03第２種中高層

04第１種住居

05第２種住居

06商業

07近隣商業

08準工業

09工業

10工業専用

99指定なし

20%

6%

3%
0%

0%

5%

11%
19%

11%

3%

6%

16%

0%
01住宅

02集合住宅

03商業（複合含む）

04宿泊・遊興・娯楽

05公共施設

06文教厚生

07運輸・工業

08農地

09山林河川

10公園・空地

11未利用地

12道路・鉄道

13不明

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

01第１種低層
02第１種中高層
03第２種中高層

04第１種住居
05第２種住居

06商業
07近隣商業

08準工業
09工業

10工業専用
99指定なし

A-1住宅 A-2集合住宅 B-1商業娯楽 B-2公共施設 B-3文教厚生
C-1業務 C-2工場運輸等 D-1農地 D-2山林河川 D-3空地
E-1道路 E-2鉄道 Z-1不明

用途地域 A-1住宅 A-2集合住宅 B-1商業娯楽 B-2公共施設 B-3文教厚生
01第１種低層 1,013,835 52,399 1,828 100,904
02第１種中高層 521,201 218,755 13,296 77,415
03第２種中高層 36,129 55,041 34,613 25,856
04第１種住居 2,400,064 728,258 201,241 7,521 318,879
05第２種住居 4,258 23,771 44,521 4,688
06商業 1,731 49,771 166,692 175 26,305
07近隣商業 77,211 52,299 33,459 159 4,646
08準工業 244,968 183,570 83,945 1,097 94,344
09工業 102,565 61,864 77,711 933 9,298
10工業専用 540 161 2,088 280
99指定なし 884,034 31,197 174,469 110,447 765,836
総計 5,286,537 1,457,086 833,863 120,332 1,428,451

-
5
2
-
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 都市計画基礎調査による平成 27 年度と令和２年度の土地利用現況面積を比較すると、市

街化区域では農地や未利用地等が減少する一方で、住宅・集合住宅用地や運輸・工業用地

が増加しています。特に、商業地域では集合住宅用地が５ポイント以上増加しています。 

 また、市街化調整区域では、農地や未利用地等が減少する一方で、運輸・工業用地が増加

しています。 
 

■土地利用現況面積の割合の変化（2015〜2020 年） 
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都市機能誘導区域：H27

R02

居住誘導区域： H27

R02

居住誘導区域外： H27

R02

01住宅 02集合住宅 03商業・業務 04宿泊・遊興・娯楽
05公共施設 06文教厚生 07運輸・工業 08農地
09山林河川 10公園・空地 11未利用地 12道路・鉄道

※ラベルは 3.0％以上を表示
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（４）開発の状況 
 
 
 
 

 第７回線引きにおいて一般保留区域となっている「市役所周辺地区（39.4ha）」では、令

和５年度末の市街化区域への編入を目指し手続きが進められています。 

 市街化区域への編入とともに、「土地区画整理事業の実施」と「地区計画の策定」などが

予定されており、3,500 人（人口密度 88.8 人/ha(グロス)）が暮らすまちづくりを目指

しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●「市役所周辺地区」において、新市街地の創出に向けた取り組みが進められ
ている 

■市役所周辺地区の一般保留区域の土地利用事業化 

市役所周辺の 39.4ha を一般保留※に指定し、令和５年度末を目途に宅地開発等を進める予定。 

※一般保留：計画的市街地整備の実施が確実な段階になるまで市街化区域編入を保留する区域。 

計画人口 3,500 人を想定。区域内には既に市役所や警察署、消防署等の公共公益施設が立地してお

り、海老名駅から 1km 圏内で交通の利便性が高い。 

市役所周辺の開発 
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（２）新たな開発の動き 
 
 
 
 
 

 海老名駅周辺地域は商業系用途地域が指定され、市の中心核として様々な都市機能の集積

が図られています。今後、海老名駅駅間地区開発計画、市役所周辺の一般保留区域の土地

利用事業化等を受け、居住や都市施設の集積が図られていきます。 

 厚木駅は都市計画上の拠点として位置付けているものの、駅前広場がなく拠点性が低い状

況から、新たに市街地再開発が行われる予定です。駅前広場の整備とともに、周辺の都市

施設の集積を図ることが期待されます。 

 また、社家駅北部の運動公園東の区域では、新たな工業・流通の拠点として土地区画整理

事業が進み、職住近接型の住居等のニーズが高まるものと考えます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現状の課題 

①海老名駅周辺、厚木駅周辺での宅地開発に応じた都市機能の向上 
②工場等の立地推進に伴う職住近接居住ニーズへの対応 

開発① 海老名駅周辺の大規模開発 

■駅間地区開発計画（事業主体 小田急電鉄） 

小田急線海老名駅とＪＲ相模線海老名駅

の両駅間に広がる事業用地（駅間地区）

の開発計画（2025 年度事業完了予定）。 

約 35,000 ㎡の敷地を、「住宅エリア」

と「賑わい創出エリア」の 2 つに分け、

地域特性や将来的な人口構成の変化を見

据えた住宅の供給、周囲の既存施設との

差別化を図った商業施設やオフィス、地

域の交流を育むカルチャー施設やフィッ

トネスクラブなどを計画。 

■市役所周辺の一般保留区域の土地利用事業化 

市役所周辺の 39.4ha を一般保留区域※に指定

し、近い将来の中で宅地開発等を進める予定。 

※一般保留区域：計画的市街地整備の実施が確 

        実な段階になるまで市街化区 

        域編入を保留する地区 

計画人口 3,500 人を想定。区域内には既に市役

所や警察署、消防署等の公益公共施設が立地して

おり、海老名駅から 1km 圏内で交通の利便性が

高い。 

 

-
5
4
-
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開発② 厚木駅南地区市街地再開発事業 

■事業概要 

厚木駅は、市の総合計画や都市マスタープランにおいて地域拠点に位置づけられていますが、駅前

広場がなく、送迎車両の駐停車による駅前道路の混雑、周辺商業施設の停滞などの問題の一因とな

っています。 

そのため、2011 年度に地元と｢まちづくり勉強会｣を立ち上げて検討を進め、事業区域の絞り込み

を行いながら、2014 年度に｢厚木駅南地区市街地再開発準備組合｣を発足、2017 年度には市街地

再開発事業等の都市計画決定を行いました。 

今後、駅前広場整備及び都市施設の誘導等を含め、整備を進めていく予定としています。 

 

開発③ 運動公園周辺地区における工業系用地の創出 
■事業概要 

2016 年 11 月に「海老名運動公園周

辺地区土地区画整理組合」の設立が認可

されたことを受け、土地区画整理事業の

施行により新たな工業・流通拠点の整備

を進めます。 

新たに立地する工場等の従業員の職住

近接型の住宅ニーズの増加が期待され

ます。 

 

-
5
5
-
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（５）地価の推移 
 
 
 
 

 地価公示・地価調査の推移を直近の 10 年でみると、全体として地価は上昇していますが、

郊外部の一部で下落している箇所もみられます。 

 用途別にみても、相模鉄道の都心への乗入れや広域幹線道路の整備といった交通アクセス

の向上などもあり、10 年前と比較し地価は工業系用途地域、商業系用途地域、住居系用

途地域のいずれにおいても上昇傾向にあります。 
 

■地価公示 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

●郊外部の一部で地価の下落がみられるものの、全体的に地価は上昇傾向に
ある 
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（３）地価の推移 
 
 
 
 
 

 海老名市の地価（公示地価及び基準地価より）は近年上昇傾向にあり、多くの地域で対前

年比 2～5％程度で地価が上昇しています。特に海老名駅、厚木駅の徒歩・自転車圏内で

は地価の上昇が大きくなっています。 

 一方で、国分寺台、杉久保団地など、早期に住宅団地開発が進み、近年、住宅や都市施設

等の老朽化が進む地域を中心に、地価が低下している状況が見られます 
 

■公示地価・基準地価の最新地価データの動向 
 
 
 
 
 

現状の課題 

①居住ニーズを反映し、全市的に土地の価値が上昇 
②早期に開発された大規模住宅団地の地価は低下 

-
5
6
-
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■地価調査 

 
  

2012年 2017年 2021年 2022年 対10年前 対５年前 対前年

a 東柏ｹ谷2-24-4 店舗 近商 237,000 248,000 257,000 259,000 9.28 4.44 0.78

b 上今泉4-13-17 住宅 1住居 140,000 146,000 150,000 151,000 7.86 3.42 0.67

c 東柏ｹ谷2-17-34 住宅 1中専 173,000 181,000 187,000 189,000 9.25 4.42 1.07

d 国分北3-25-16 住宅 1低専 150,000 150,000 148,000 148,000 -1.33 -1.33 0.00

e 上郷1-19-25 住宅 1住居 147,000 170,000 192,000 197,000 34.01 15.88 2.60

f 河原口4-6-3 事務所,その他 準工 151,000 171,000 193,000 197,000 30.46 15.20 2.07

g 浜田町13-17 住宅 1住居 172,000 177,000 175,000 176,000 2.33 -0.56 0.57

h 国分寺台3-6-12 住宅 1低専 146,000 143,000 138,000 139,000 -4.79 -2.80 0.72

i 中新田5-24-1 事務所,倉庫 工業 - 105,000 120,000 124,000 - 18.10 3.33

j 杉久保北4-15-11 住宅 1低専 - 124,000 118,000 119,000 - -4.03 0.85

k 杉久保南4-11-8 住宅 － 55,200 52,500 51,000 50,800 -8.44 -3.77 -0.39

l 門沢橋2-21-6 住宅 1住居 117,000 120,000 124,000 125,000 5.98 5.08 0.00

149,286 151,375 154,000 155,500 2.96 2.73 0.24

237,000 248,000 257,000 259,000 7.98 4.44 0.00

151,000 138,000 156,500 160,500 4.33 16.30 2.29

地価単価（円/㎡） 地価上昇・下落率（％）

住居系用途地域平均

商業系用途地域平均

工業系用途地域平均

番号 住所 利用現況 用途地域
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■公示地価 地価公示法（昭和 44 年法律第 49 号）に基づき、国が調査する地価指標 
 

 
 

■基準地価 国土利用計画法施行令（昭和49年政令第387 号）に基づき、都道府県が調査する地価指標 

 

10年前 5年前 1年前 最新年 対前年 対5年 対10年
2009年 2013年 2017年 2018年 2017〜2018 2013〜2018 2009〜2018

1 東柏ｹ谷4-24-11 177,000 168,000 172,000 - - - -
2 柏ｹ谷字長ｦｻ940番2 165,000 155,000 159,000 160,000 0.60% 3.10% -3.10%
3 上今泉6-5-11 173,000 163,000 159,000 157,000 -1.20% -3.80% -10.10%
4 国分北2-18-15 164,000 165,000 0.60% 100.00% -
5 下今泉1-27-48 160,000 177,000 185,000 4.30% 13.50% -
6 国分南1-6-38 196,000 189,000 218,000 227,000 3.90% 16.70% 13.60%
7 中央1-4-35 708,000 683,000 757,000 776,000 2.40% 11.90% 8.70%
8 河原口3-4-11 159,000 149,000 168,000 175,000 4.00% 14.80% 9.10%
9 中央2-8-41 255,000 237,000 253,000 260,000 2.60% 8.80% 1.90%

10 河原口1-1-8 183,000 173,000 185,000 190,000 2.60% 8.90% 3.60%
11 大谷北2-19-8 169,000 157,000 163,000 164,000 0.60% 4.20% -3.00%
12 中新田2-13-35 178,000 183,000 2.70% - -
13 中新田3-21-19 159,000 167,000 171,000 2.30% 7.00% -
14 大谷北4-8-17 142,000 133,000 132,000 132,000 0.00% -0.70% -7.50%
15 今里2-12-10 128,000 118,000 125,000 128,000 2.30% 7.80% 0.00%
16 社家字業平974番1 87,900 84,800 91,000 92,300 1.40% 8.10% 4.70%
17 杉久保北5-10-8 123,000 114,000 108,000 106,000 -1.80% -7.50% -16.00%
18 中河内字中道1230番4 66,900 63,000 61,500 61,300 -0.30% -2.70% -9.10%
19 社家字小町26番2 128,000 118,000 122,000 123,000 0.80% 4.00% -4.00%
20 本郷字中谷津2689番1外 82,000 83,500 1.70% - -
21 門沢橋5-7-14 126,000 118,000 121,000 122,000 0.80% 3.20% -3.20%

番号
（右図対応）

地点住所
地価単価（円/㎡） 地価増減率（％）

10年前 5年前 1年前 最新年 対前年 対5年 対10年
2009年 2013年 2017年 2018年 2017〜2018 2013〜2018 2009〜2018

（ア） 東柏ｹ谷2-24-4 256,000 237,000 248,000 251,000 1.20% 5.50% -1.90%
（イ） 東柏ｹ谷2-17-34 185,000 174,000 181,000 182,000 0.60% 4.30% -1.60%
（ウ） 上今泉4-13-17 150,000 141,000 146,000 147,000 0.70% 4.00% -2.00%
（エ） 国分北3-25-16 162,000 150,000 150,000 150,000 0.00% 0.00% -8.00%
（オ） 上郷1-19-25 153,000 148,000 170,000 176,000 3.50% 15.90% 13.00%
（カ） 河原口4-6-3 160,000 153,000 171,000 178,000 4.10% 14.00% 10.10%
（キ） 浜田町13-17 183,000 172,000 177,000 177,000 0.00% 2.80% -3.30%
（ク） 国分寺台3-6-12 158,000 146,000 143,000 142,000 -0.70% -2.80% -11.20%
（ケ） 中新田5-24-1 105,000 108,000 2.90% - -
（コ） 杉久保北4-15-11 135,000 124,000 122,000 -1.60% -10.60% -
（サ） 杉久保南4-11-8 60,000 55,000 52,500 52,000 -1.00% -5.70% -15.30%
（シ） 門沢橋2-21-6 125,000 117,000 120,000 122,000 1.70% 4.00% -2.40%

番号
（右図対応）

地点住所
地価単価（円/㎡） 地価増減率（％）

-
5
7
-
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■地価の動向（１年前との比較） 

 
 
 

-
5
8
-



Ⅱ 都市構造にみる課題 

41 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅵ 

Ⅶ 

Ⅷ 

 

（４）空き家の発生 
 
 
 
 
 

 本市の住宅を対象とした空き家調査では、市内に 123 棟の市が注視すべき空き家があり、

主にさがみ野駅周辺、上今泉、国分寺台及びその外縁宅地等、早期に開発が進んだ団地群

で多くなっています。これらの地域は高齢化率も高く、当面の空き家増加が懸念されます。 

 今後、急激な人口減少が市内満遍なく進んだ場合、既成市街地内でも空き家が目立つ、い

わゆる「都市のスポンジ化」の進展や、それに伴う地域コミュニティの希薄化に繋がる可

能性もあります。 

■住宅・土地状況調査での空き家発生状況 ［平成 28 年（2016 年）4 月 1 日時点］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現状の課題 

①市内各地に空き家が発生し、とくに大規模住宅団地で密集する傾向 
②大規模住宅団地で進む高齢化の中で今後の空き家増加が懸念 

■用途地域別空き家リスト掲載件数（総数 123 件） 

地区別件数 地域計

東柏ケ谷地区 18

柏ケ谷地区 2

上今泉地区 16

上郷・下今泉地区 5

海西地区 5

国分地区 19

大谷地区 24

杉久保地区 5

本郷地区 9

社家地区 13

門沢橋地区 7

123

36

53

34

空き家件数（棟）地域
区分

地区区分

南部

中央

北部

市内計

-
5
9
-
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６．財政 
 
 
 
 
 

（１）財政規模 
 2011 年度（平成 23 年度）以降の歳入・歳出決算額の推移は、2019 年度（令和元年

度）まで微増、微減を繰り返しつつ全体として増加してきましたが、2020 年度（令和２

年度）の歳入・歳出決済額はともに 600 億円超と、前年度から大幅に増加しました。こ

れは特別定額給付金事業費や新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などが

主な要因となっています。 
 

■歳入・歳出決算額の推移 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

●高齢化の進展などに伴い、扶助費が増加傾向にある 
●公共施設の維持・更新費用の増加が見込まれている 

399 390 389
440 425 398 415 432

464

665

385 374 371
423 411 383 401 418

455

641

0
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）
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歳入決算額 歳出決算額
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６．財政 
 
 
 
 

 市税収入は近年増加傾向にあり、個人市民税収の割合が大きくなっています。ただし、全

国的な少子高齢化に伴い、本市においても生産年齢人口が減少した場合、個人市民税収も

減少していきます。 

 一方、歳出決算額のうち、扶助費の割合が年々増加しており、この先も増え続けることが

想定されます。また、自主財源比率も年々減少傾向にあることから、健全な財政運営が求

められます。 

 ■歳入の状況 
 

 歳入額の構成割合（2015 年度） 
2015 年度（平成 27 年度）年度の

歳入構成割合をみると、市税が

51%で最も多く、繰入金、繰越金、

その他を合せた自主財源比率は

63%となっています。 

一方、地方譲与税・交付税等、国・

県支出金、市債を合せた依存財源比

率は 37％となっています。 

 
 
 
 
 
 市税収入の推移 

主な自主財源である市税収入の内訳

をみると、固定資産税と個人市民税

の占める割合が大きくなっていま

す。 

市税収入の推移をみると、国から地

方への税源移譲により 2007 年度

（平成 19 年度）に急増するなど税

制改革の影響による変動が見られま

すが、2011 年度（平成 23 年度）

に約 205 億円で底を打って以降は

微増が続いており、2015 年度（平

成 27 年度）で約 217 億円となっ

ています。 

 
 

現状の課題 

①市税は増加傾向にあるが、生産年齢人口の減少による個人市民税収が減少 
②歳出決算額のうち扶助費を占める割合が年々増加 

-
6
0
-
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市税
35.6%

繰入金
5.3%

繰越金
2.0%

その他
6.0%

地方贈与税

・交付税等
5.6%

国・県支出金
40.3%

市債
5.2%

総額

約665億円

依存財源

約339億円

51.0％

自主財源

約326億円

49.0％

 

（２）歳入 
 2020 年度（令和２年度）の歳入総額の構成費は、自主財源が 49％であり、依存財源で

ある国・県支出金、地方贈与税・交付税、市債の合計が 51.0％を占めています。 

 2011 年度（平成 23 年度）以降の市税収入の推移は、個人市民税と固定資産税が多くを

占め、どちらも増加傾向にあります。この要因として、人口増加による納税者数の増加や

海老名駅西口地区の開発が進展したことなどが挙げられます。 

 一方、法人市民税については、2018 年度（平成 30 年度）まで増加傾向にありました

が、令和元年度以降、実効税率の引下げの影響などにより減少傾向となっています。 
 

■2020 年度（令和２年度）の歳入額の構成割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■市税収入の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7,983 8,285 8,347 8,306 8,409 8,498 8,591 8,830 9,099 9,268 

1,236 1,506 1,414 1,572 1,547 1,586 1,693 1,832 1,783 1,399 

9,149 8,906 9,054 9,264 9,513 9,993 10,239 10,380 10,431 10,551 

2,162 2,118 2,241 2,271 2,262 
2,339 2,355 2,363 2,442 2,452 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

（百万円）

（年度）

個人市民税 法人市民税 固定資産税 その他市税

20,530 20,815 21,056 21,413 21,731 22,416 22,878 23,404 23,755 23,669

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある
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 ■歳出の状況 
 

 歳出額の構成割合（2015 年度） 
2015 年度（平成 27 年度）の歳出

決算額の内訳をみると、人件費、扶

助費、公債費を合わせた義務的経費

が 46％を占めており、次いで物件

費が 17％、普通建設事業費が 16％

となっています。 

 
 
 
 
 
 
 性質別決算額の推移 

歳出決算額を性質別にみると、主に

生活保護や児童手当等の社会保障に

対する支出である扶助費が増加を続

けていることが影響して歳出決算額

も増加傾向にあり、2014 年度（平

成 26 年度）以降は 400 億円を超

えています。 

 
 

 ■財政規模 
 

 歳入・歳出決算額（総額）の推移 
本市の財政規模を一般会計の歳入・歳出決算額でみると、2006 年度（平成 18 年度）から緩やかな増加傾

向であり、2014 年度（平成 26 年度）には 400 億円を超える水準になったものの、2015 年度（平成 27

年度）以降は減少傾向にあります。 

 
 
 
 

歳入決算額

歳出決算額

（年度）
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（３）歳出 
 2011 年度（平成 23 年度）以降の性質別歳出額の推移をみると、2020 年度（令和２

年度）を除き扶助費の占める割合が高く、少子高齢化の進展などの影響により増加傾向と

なっています。 

 なお、2020 年度（令和２年度）の補助費等が大幅に増加した要因は、特別定額給付金給

付事業などによるものです。 
 

■2020 年度（令和２年度）の歳出額の構成割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■性質別歳出決算額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある

※ラベルは、1,000 百万円以上を表示

-
6
2
-



 

64 

 海老名市公共施設再編（適正化）計画における試算をみると、市民利用施設やインフラ施

設の維持・更新に必要となる費用は増加が見込まれ、財源の不足が想定されています。 

 

■将来費用の試算結果と投資限度額の比較 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

出典：海老名市公共施設再編（適正化）計画
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７．現状のまとめ 
 前項までで整理した現状のまとめは、以下のとおりです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

＜人口推移と予測＞ 
●2038 年（令和 20 年）の目標人口を 15 万人としている 
●当面、人口増を見込むものの、少子・高齢化の進展により将来的には人口減となることが見込まれる 
＜人口動態＞ 
●人口増加は、自然減を大幅に上回る社会増により支えられている 
＜地域別の人口密度＞ 
●地域により人口密度の増減はあるものの、市街化区域及び居住誘導区域では全体的に高い人口密度が

維持されている 
＜地域別の高齢化率（65 歳以上）＞ 
●高齢化や高齢者の推移は、地域により異なる傾向がみられる 
＜エリア別の人口＞ 
●居住誘導区域で人口は増加しており、区域設定による一定の誘導効果がみられる

人
口 

＜商業施設＞ 
●買い物、飲食、娯楽を含めた複合商業施設は海老名駅周辺に集中している 
●食品スーパーは主に居住誘導区域内に広く立地し、コンビニエンスストアは居住誘導区域外にも立地

している 
●近年においても、海老名駅周辺で新規商業施設が増加傾向にある 
＜医療施設（病院・診療所）＞ 
●大規模な総合病院は居住誘導区域を含め、市内に４施設が立地している 
●診療所・歯科診療所は市内各所に点在しているが、近年は特に海老名駅西口を中心に新規施設が増加

している 
＜行政施設＞ 
●コミュニティセンターは、地域毎に立地している 
●海老名駅に近接し、文化会館、社会福祉会館が立地している 
●第二高齢者生きがい会館、杉久保南ふれあい館が開設されている 
＜子育て施設＞ 
●保育園・幼稚園の多くは、居住誘導区域内及び隣接エリアに立地している 
●近年、都市機能誘導区域である海老名駅周辺で保育園が増加している 
＜介護福祉施設＞ 
●介護福祉に係る各種施設は、居住誘導区域を中心に市内各所に点在している 
＜文化・スポーツ施設＞ 
●海老名駅、門沢橋駅に近接し、図書館、文化施設などが立地している 
●スポーツ施設は、市内に分散して立地している 
＜都市公園＞ 
●都市公園の多くは居住誘導区域に配置され、特に大規模住宅団地でバランスよく配置されている 
●現行計画以降８公園が新設され、うち４公園は海老名駅周辺となっている 
＜教育施設＞ 
●小学校は 13 校、中学校は６校が立地している 
＜金融施設＞ 
●海老名駅、さがみ野駅周辺に多くの銀行が立地している 
●郵便局は、市内に広く点在して立地している 
●社家・門沢橋エリアでは、金融機関の立地は見られない 
＜民間を含めたスポーツ施設＞ 
●スポーツ施設は、居住誘導区域に点在して立地している 
●屋内プールやテニスコートは、郊外に点在して立地している 
＜生活サービス施設の利便性・持続可能性＞ 
●生活サービス施設は、多くが交通便利地域に立地している 

都
市
機
能 
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７．立地適正化に向けた課題の整理 
 以上にまとめた都市構造上の課題を踏まえ、今後の立地適正化に向けた視点を整理します。 

 

■都市構造上の課題                  ■都市づくりの５つの視点 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ 人口減少時代を見据えた 
  居住地配置の最適化が必要 
 
本市は、将来の人口減少を見据えつつも、

当面の人口増の対応が求められます。 

人々が暮らす場所、緑豊かな自然や農地を

残す場所など、メリハリをつけたまとまり

のある居住地形成が必要です。 

Ｂ 無秩序な宅地開発、都市 
  施設の立地の抑制が必要 
 
近年、工場跡地に集合住宅や大規模商業施

設等が立地したり、農地の一部で宅地転用

が進んでいます。 

まとまりのある都市の形成に向け、宅地の

拡散をコントロールすることも必要です。 

Ｃ あらゆる都市施設の集積した 
  海老名駅周辺の活用が必要 
 
海老名駅周辺は大規模複合商業施設、集中

的な開発行為により大きく発展しました。 

東京、横浜等に繋がる交通拠点でもある海

老名駅は、これまでも、これからも、中心拠

点とし活用していくことが必要です。 

Ｄ 人々の暮らしの近くにある 
  生活施設の維持が必要 
 
日々の暮らしで発生する買い物、通院、保

育、介護等を支える生活施設は、人々の暮

らしの場の近くに立地しています。 

この既存ストックを活用することで、生活

環境を維持することが必要です。 

Ｅ 鉄道に比べて脆弱な郊外部の 
  バス交通軸の強化が必要 
 
交通環境の現状として、利便性の高い鉄道

駅周辺と、駅から離れた郊外住宅団地では、

活動のしやすさが異なります。 

中心拠点である海老名駅を中心に、しっか

りとしたバス交通軸の形成が必要です。 

（１）人口推移 
①当面の人口微増の先にある人口減少時代の到来 
②市北部・南部、宅地開発の歴史等により発生する人口

密度のアンバランス 

（２）地域別の人口密度 
①市街化区域内に人口が集中する一方、区域外にもま

ばらに発生している状況 
②準工業地域を中心に、人口が増加している状況 

（３）地域別の高齢化率（65 歳以上） 
①市域全域での高齢化の急速な進行 
②

人
口 

①海老名駅は、文化関連施設を含め、ほぼ全ての都市施
設が集積する拠点 

②相鉄線の各駅周辺は、基本的な都市施設が集積 
③買い物、医療、保育等は、一部地域を除きほぼ全域で

身近な範囲に立地 

都
市
施
設 

①相模川の浸水被害想定区域は市西部に集中 
②土砂災害警戒区域は市東部の丘陵地の一部に集中 

防
災 

①鉄道を交通軸としたまちづくりによる交通サービス
の偏り 

②コミュニティバスによる低頻度の交通サービスエリ
アの存在 

交
通 

（１）用途地域の指定状況 
①居住ニーズの高まりの中で発生した工業系・商業系

地域での宅地開発 
②  

（２）新たな開発の動き 
①海老名駅周辺、厚木駅周辺での宅地開発に応じた都

市機能の向上 
②

用
途
地
域
と
土
地
利
用 

①市税は増加傾向にあるが、生産年齢人口の減少によ
る個人市民税収が減少 

②歳出決算額のうち扶助費を占める割合が年々増加 

財
政 

（１）地価の推移 
①居住ニーズを反映し、全市的に土地の価値が上昇 
②早期に開発された大規模住宅団地の地価は低下 

（２）空き家の発生 
①市内各地に空き家が発生し、とくに大規模住宅団地

で密集する傾向 
②大規模住宅団地で進む高齢化の中で今後の空き家増

加に懸念 

土
地
の
価
値
の
変
動 
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＜洪水＞ 
●市西部に浸水被害想定区域が広がっている 
●相模川沿いに家屋倒壊等氾濫想定区域が指定されている 
＜内水＞ 
●内水の浸水エリアは、市内各所でみられる 
＜土砂災害＞ 
●市域東部の丘陵地や市域西部の平地との境付近で、土砂災害警戒区域等が点在している 
＜地震＞ 
●大正型関東地震で、最大で震度７の揺れが想定されている 

＜用途地域の指定状況＞ 
●工場跡地への集合住宅の立地など、土地利用の改変がみられる 
＜居住誘導区域・都市機能誘導区域の指定状況＞ 
●市街化区域の約 85％に居住誘導区域を指定し、居住の誘導を進めている 
●海老名駅、厚木駅、さがみ野駅周辺に都市機能誘導区域を指定し、都市機能の集積を進めている 
＜土地利用現況＞ 
●居住誘導区域で住宅地の割合が、都市機能誘導区域で商業・業務の割合が、いずれも増加している 
＜開発の状況＞ 
●「市役所周辺地区」において、新市街地の創出に向けた取り組みが進められている

土
地
利
用 

＜地価の推移＞ 
●郊外部の一部で地価の下落がみられるものの、全体的には地価は上昇傾向にある 

地
価 

防
災 

＜公共交通＞ 
●海老名駅をはじめとする６つの駅と、主に海老名駅への乗り入れを中心としたバスにより公共交通網

が形成されている 
●公共交通便利地域の人口は増加しており、2020 年時点で総人口の 8 割を占めている 
●居住誘導区域の一部では、公共交通不便地域と公共交通空白地域がみられる 

公
共
交
通 

＜財政＞ 
●高齢化の進展などに伴い、扶助費が増加傾向にある 
●公共施設の維持・更新費用の増加が見込まれている 

財
政 
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８．立地適正化計画の改定に向けた課題 
 現行計画における都市づくりの５つ視点を踏襲しつつ、現状のまとめを踏まえた「改定の

課題」として、「防災」を加えた都市づくりの６つの視点を整理します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●本市は、将来的な人口減少を見据えつつも、15 万人を目標人口としたまちづくりへの
対応が求められます。 

●人々が暮らす場所、緑豊かな自然や農地を残す場所など、メリハリをつけたまとまり
のある居住地形成が必要です。 

Ａ 人口減少時代を見据えた居住地配置の最適化が必要 

Ｂ 無秩序な宅地開発、都市施設の立地の抑制が必要 
●市役所周辺地区の市街化区域編入と合わせた居住誘導区域の指定など、人口増を踏ま

えた区域の見直しを進めることで、無秩序な宅地開発を抑制することが必要です。 
●誘導施設を見直し、都市機能誘導区域への更なる機能集積を進めるなど、コンパクト

なまちづくりを継続していくことが必要です。 

●海老名駅周辺では、隣接する市役所周辺地区との一体的な市街地整備と都市施設の誘
導により、中心拠点としての機能をより高めていくことが必要です。 

Ｃ あらゆる都市施設の集積した海老名駅周辺の活用が必要 

●日々の暮らしを支える買い物、通院、保育、介護等を支える生活サービス施設が、暮
らしの場に立地するよう、居住誘導区域の人口密度を維持していく取組が必要です。 

●既存の生活サービス施設を適切に維持・更新するなど、暮らしの質を維持し高める取
組が必要です。 

Ｄ 人々の暮らしの近くにある生活サービス施設の維持が必要 

●居住誘導区域への居住を促すため、居住誘導区域内に残る公共交通不便地域等の解消
に取り組むことが必要です。 

●海老名駅は、公共交通の主たる拠点として、市内各所からのバスによるアクセス性の
向上に引き続き取り組むことが必要です。 

Ｅ 鉄道に比べて脆弱な郊外部のバス交通軸の強化が必要 

●主に市域西部では水害、市域東部では土砂災害による被害が想定されることから、地
域の特性に応じた適切な土地利用の誘導など、市街地の安全性を高める取組を進める
ことが必要です。 

●災害ハザードエリアにおける安全性を確保するため、想定される被害の程度に応じ、
防災・減災に繋がるハード対策・ソフト対策を講じていくことが必要です。 

Ｆ 災害に対する安全性の向上が必要 
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Ⅲ 都市づくりの基本方針 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海老名市は、海老名駅周辺の中心核と、 
周辺の宅地開発のなかで形成された住宅地が 
公共交通で繋がる都市構造となっています。 
近年、高まる市内への居住ニーズと、 
将来の人口減少時代の到来を見据えた中で、 
人々が暮らし、まちなかで活動をしている賑わいを、 
人口減少が進む中でも維持していくことが、 
これからの都市づくりに求められています。 
都市構造での課題を受けて、 
これからの都市づくりの方向性をまとめています。 
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Ⅲ 都市づくりの基本方針 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海老名市は、海老名駅周辺の中心核と、 
周辺の宅地開発のなかで形成された住宅地が 
公共交通で繋がる都市構造となっています。 
近年の市への居住ニーズの高まりと、 
将来の人口減少時代の到来を見据えた中で、 
人々が暮らし、まちなかで活動をしている賑わいを、 
人口減少が進む中でも維持ししてくことが、 
これからの都市づくりに求められています。 
都市構造での課題を受けて、 
これからの都市づくりの方向性をまとめています。 
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１．立地適正化計画の目標と基本方針 
（１）立地適正化計画の目標 

 本市の人口は増加傾向にあり、2031 年（令和 13 年）にピークを迎え、その後は徐々に

減少していくと推計していますが、当面は、人口増加を背景にまちづくりが進むものと考

えます。 

 本計画では、目標像を「まちが元気な今から【備える】ことで、人口減少時代でも今のコ

ミュニティを【保つ】まちづくり」として、前章での"課題からの６つの視点"の解消に向

けた居住誘導区域及び都市機能誘導区域を設定し、具体の施策を推進するものとします。 

 なお、本市では 2031 年（令和 13 年）以降、本格的な人口減少期を迎えることから、

備える 10 年、保つ 10 年での取組評価と、その時点での最新の法制度や社会情勢等を踏

まえた見直しを前提に、計画に取り組むものとします。 

 
 
 
 

視点Ａ 
人口減少時代を見据え
た居住地配置の最適化
が必要 

視点Ｂ 
無秩序な宅地開発、都
市施設の立地の抑制が
必要 

視点Ｃ 
あらゆる都市施設の集
積した海老名駅周辺の
活用が必要 

視点Ｄ 
人々の暮らしの近くに
ある生活施設の維持が
必要 

視点Ｅ 
鉄道に比べて脆弱な郊
外部のバス交通軸の強
化が必要 

まちが元気な今から【備える】ことで、 
人口減少時代でも今のコミュニティを【保つ】まちづくり 

元気なうちに【備える】10 年 
前期 2019 年度（令和元年度）〜 

2028 年度（令和 10 年度） 
■ねらい 

人口増加と開発余力を受けて、まちが元気なうちに人口減少時代に「備
える」ための取組を進める段階 
 

■すべきことは… 

①居住、都市機能を「まとめる」ための受け皿をつくること 
②暮らしたくなる、住み続けたくなる魅力をつくること 
③将来に渡り安心して頼れる交通軸をつくること 
④まとまって暮らすことのメリットが享受できる都市構造に変えること 

まちの形を【保つ】10 年 

■ねらい 

前期 10 年間でつくった備えを活かし、人口減少時代に懸念されるコミ
ュニティ崩壊を抑え、まちの形を「保つ」段階 
 

■すべきことは… 

①人口が減っても、暮らしの場のコミュニティを維持し続けること 
②親→子→孫の世代が変わっても暮らしが繋がるしくみをつくること 
③まちの「備え」を継承し、さらに遠い未来まで繋げること 

後期 2029 年度（令和 11 年度）〜 
2038 年度（令和 20 年度）

将来の人口動態や社会状況等の変化を踏まえ、時代に合わせた見直しを検討します。 

■課題（再掲） 

視点 F 
災害に対する安全性の
向上が必要 
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１．立地適正化計画の目標と基本方針 
（１）立地適正化計画の目標 

 本市の人口は増加傾向にあり、平成 35 年頃をピークに人口減少期を迎えますが、さらに

10 年後であっても、現状とほぼ同水準の人口が維持されると予想しています。また、施

設の立地、地価の上昇などから、人口増加を背景にまちづくりも進むものと考えます。 

 本計画では、目標像を「まちが元気な今から【備える】ことで、人口減少時代でも今のコ

ミュニティを【保つ】まちづくり」と設定し、前章での"課題からの５つの視点"の解消に

向けた居住誘導区域及び都市機能誘導区域を設定し、具体の施策を推進するものとします。 

 なお、本市では本計画の期間終了後に、今の人口規模を下回る本格的な人口減少期を迎え

ることから、備える 10 年、保つ 10 年での取組評価と、その時点での最新の法制度や社

会情勢等を踏まえた見直しを前提に、計画に取り組むものとします。 

 
 
 
 
 

視点Ａ 
人口減少時代を見据え
た居住地配置の最適化
が必要 

視点Ｂ 
無秩序な宅地開発、都
市施設の立地の抑制が
必要 

視点Ｃ 
あらゆる都市施設の集
積した海老名駅周辺の
活用が必要 

視点Ｄ 
人々の暮らしの近くに
ある生活施設の維持が
必要 

視点Ｅ 
鉄道に比べて脆弱な郊
外部のバス交通軸の強
化が必要 

まちが元気な今から【備える】ことで、 
人口減少時代でも今のコミュニティを【保つ】まちづくり 

元気なうちに【備える】10 年 
前期 2019 年度（平成 31 年度）〜 

2028 年度（平成 40 年度） 
■ねらい 

人口増加と開発余力を受けて、まちが元気なうちに人口減少時代に「備
える」ための取組を進める段階 
 

■すべきことは… 

①居住、都市機能を「まとめる」ための受け皿をつくること 
②暮らしたくなる、住み続けたくなる魅力をつくること 
③将来に渡り安心して頼れる交通軸をつくること 
④まとまって暮らすことのメリットが享受できる都市構造に変えること 

まちの形を【保つ】10 年 

■ねらい 

前期 10 年間でつくった備えを活かし、人口減少時代に懸念されるコミ
ュニティ崩壊を抑え、まちの形を「保つ」段階 
 

■すべきことは… 

①人口が減っても、暮らしの場のコミュニティを維持し続けること 
②親→子→孫の世代が変わっても暮らしが繋がるしくみをつくること 
③まちの「備え」を継承し、さらに遠い未来まで繋げること 

後期 2029 年度（平成 41 年度）〜 
2038 年度（平成 50 年度）

■課題（再掲） 

将来の人口動態や社会状況等の変化を踏まえ、時代に合わせた見直しを検討します。 

-
6
8
-
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（２）立地適正化の基本方針 
 本市がこれから進める都市づくりの６つの課題を改善するためには、メリハリのあるコン

パクトなまちをつくり、住まいと拠点をしっかりとした交通軸で繋げることが求められま

す。これらの視点から、以下の４つの方針を定めるものとしました。 

 
 
 
 
  

方針① 人口減少時代でもコミュニティを維持できる「まとまり」ある居住地をつくる 
 人口増加が見込まれる【備える】10 年間のうちに、人口減少時代に備えて“暮らしやすい便利な居住地”に居

住を誘導することで、人口減少時代でも、今の人口密度が維持される「まとまり」のある居住地をつくります。 

 居住がまとまることで、地域のコミュニティが維持され、都市・交通基盤の効率的な維持もしやすくなります。 

方針② 「何でもそろう」賑わいの核・集いの核をつくる 

■市内に分散して暮らしていると… ■便利な場所に集まって暮らしていれば… 

■あらゆる機能が分散していると… ■都心部にあらゆる機能が集積すれば… 

方針③ 過度にクルマに依存することなく暮らせる、強固な交通軸をつくる 

■クルマに依存す 
 る人が多いと… 
道路が混雑しバスの
遅れの原因に。 
バスの利便性が下が
れば、バス利用も減
る悪循環になる可能
性がある。 

 路線バスの定時性、速達性を高めたり、住まいと拠点を巡回するバスを運行させ、過度にクルマに依存せず暮
らせる交通軸をつくります。交通軸の強化は、交通軸周辺の居住の価値を高め、人口減少時代でも交通軸の周
りに人が暮らし続ける環境が生まれます。また、過度にクルマに依存しないまちづくりは、温室効果ガスの削
減にも寄与することが期待できます。 

■バス交通軸を 
 強化すると… 
バスの利便性を向
上してバス中心の
交通体系になれば
バス利用が増え、
サービスも充実す
る可能性がある。 

海老名駅、厚木駅、
さがみ野駅に機能を
集積することで、あ
らゆる活動を市内で
対応でき、賑わいが
さらに高まります。 

暮らしの場がコンパ
クトになるほど、都
市・交通基盤を効率的
に維持できるように
なります。 
人口減少が進んでも､
居住地のコミュニテ
ィは維持されます。 

賑わいの核・集いの核 

方針④ 生命(いのち)と暮らしを守るまちをつくる 
 災害ハザードエリアにかかる居住地を中心に、地域住民や事業者との協力、国や県と連携を図りながら、ハー

ド・ソフト両面での防災・減災対策により、近年頻発、激甚化する自然災害から生命(いのち)と暮らしを守るま

ちをつくります。 

災害対策前 災害対策後 

 海老名駅を中心とする都市機能の集積をさらに高め、厚木駅、さがみ野駅の再開発等と連動することで、市内だ

けで「何でもそろう」、賑わいの核・集いの核をつくります。 

Ⅲ 都市づくりの基本方針 
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（２）立地適正化の基本方針 
 本市がこれから進める都市づくりの５つの課題を改善するためには、メリハリのあるコン

パクトなまちをつくり、住まいと拠点をしっかりとした交通軸で繋げることが求められま

す。これらの視点から、以下の３つの方針を定めるものとしました。 

 
 
 
 

方針① 人口減少時代でもコミュニティを維持できる「まとまり」ある居住地をつくる 
 人口が増え続ける【備える】10 年間のうちに、人口減少時代に備えて“暮らしやすい便利な居住地”に居住を

誘導することで、人口減少時代でも、今の人口密度が維持される「まとまり」のある居住地をつくります。 

 居住がまとまることで、地域のコミュニティが維持され、都市・交通基盤の効率的な維持もしやすくなります。 

方針② 「何でもそろう」賑わい・集いの核と、「すぐそこにある」暮らしの拠点をつくる 
 海老名駅を中心とする都市機能の集積をさらに高め、厚木駅、さがみ野駅の再開発等と連動することで、市内

だけで「なんでもそろう」、豊かに暮らせる受け皿をつくります。加えて、居住誘導区域内では、買い物や通院、

子育てのための生活必需機能が「すぐそこにある」よう、充実を図ります。 

■市内に分散して暮らしていると… ■便利な場所に集まって暮らしていれば… 

■あらゆる機能が分散していると… ■都心部にあらゆる機能が集積すれば… 

方針③ クルマが運転できなくても安心な、強固な交通軸をつくる 

■クルマに依存す 
 る人が多いと… 

道路が混雑しバス
の遅れの原因に。 
バスの利便性が下
がれば、バス利用
も減る悪循環にな
る可能性が… 

 路線バスの定時性、速達性を高めたり、都心部を巡回するバスをつくり、クルマに依存せず暮らせる交通軸を

創ります。交通軸の強化は、交通軸周辺の居住の価値を高め、人口減少時代でも交通軸の周りに人が暮らし続

ける環境が生まれます。また、クルマに依存しないまちづくりは、温室効果ガスの削減にも寄与することが期

待できます。 

■バス交通軸を 
 強化すると… 

バスの利便性を向
上してバス中心の
交通体系になれば
バス利用が増え、
サービスも充実す
る可能性がある。 

海 老名駅、 厚木
駅、さがみ野駅に
機 能を集積 する
ことで、あらゆる
活 動を市内 で対
応でき、賑わいが
さ らに高ま りま
す。 

暮らし の場がコ
ンパク トになる
ほど、都市・交通
基盤を 効率的に
維持で きるよう
になります。 
人口減 少が進ん
でも、居住地のコ
ミュニ ティは維
持されます。 

賑わい・集いの核 

暮らしの拠点 

-
6
9
-
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（３）立地適正化によるまちの形のイメージ 
 本市の人口は、昭和 30 年以降に実施された丘陵地における大規模住宅団地の開発をはじ

め、近年の海老名駅周辺における計画的な市街地整備などを背景に、持続的に増加傾向を

示してきました。一方で、本来は産業の集積を図るべき工業地においては、工場の縮小・

撤退等に伴い、それらの跡地にマンションや戸建住宅、商業施設等の立地が進み、都市機

能の分散がみられます。 

 また、当面人口の増加傾向は続きますが、将来的に見込まれる人口減少により、既成市街

地においても都市のスポンジ化が進展する可能性があります。都市のスポンジ化は、都市

基盤、交通基盤の維持に関わる行政投資の分散を招くほか、地域コミュニティの希薄化に

よりまちの形が維持しにくくなる等の影響を及ぼす可能性があります。 

 
 
 ・居住地が分散することで、人口密度が低下することが懸念されます。 

・人口密度が低下することで、バスの利用者の減少、日常生活における機能やコミュニティ活動の低下につながる
可能性があります。 

 

今の状況がこのまま進むと… 
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（３）立地適正化によるまちの形のイメージ 
 本市の人口は持続的に増加傾向を示していますが、一方でこの人口増加は、過去に開発さ

れた大規模住宅団地外縁の開発や、工場跡地・農地等の宅地転用が受け皿となってきた部

分もあり、住宅団地に比べて低密度な宅地が、市内各地に拡散した経緯があります。 

 今の状況のまま、各地で画一的に人口減少が進めば、既成市街地でも都市のスポンジ化が

進展する可能性があります。都市のスポンジ化は、都市基盤、交通基盤の維持に関わる行

政投資の分散を招き、また地域コミュニティの希薄化によりまちの形が維持しにくくなる

等の可能性があります。 

 

・居住誘導が行われないことで、まちの至る所に空き家が発生する一方で、地価の安い住宅団地外縁や、農地の宅
地転用等が進む可能性があります。 

・市域全域で人口密度が低下することで、バスの利用者が減少したり、地域で商業活動をしている店舗等が存続で
きなくなる可能性が高まります。 

 

今の状況がこのまま進むと… 

-
7
0
-
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 本計画での【備える】【保つ】の各 10 年の考え方は、人口増加や周辺開発に伴う「まち

の活力」がある現時点から、様々な都市機能が集積している【中心核（一次拠点）】と、今

後「中心核」と連動して都市機能の集積を図る【地域核（二次拠点）】を併用し機能集積

を図りながら、市民が暮らす場もよりコンパクトにまとまりのある居住地に集積すること

で、効率的に都市基盤、交通基盤を維持できるまちをつくるものです。 

 これにより、人口減少期においてもまとまりのある居住地内では住民相互のコミュニティ

が維持され、拠点に繋がる交通軸を利用して、日常のあらゆる活動が担保される、コンパ

クトなまちが実現すると考えます。なお、居住地は海老名駅等の拠点に徒歩や自転車でも

アクセスできる【市街地居住】と、バス等が主たる交通軸となる【郊外居住】では取組の

方向性が異なるため、居住地のまとまりをつくる際には配慮が必要です。 
 
 

  

・立地適正化を進めた場合、居住誘導区域内の人口密度が安定し、コミュニティが維持されることで、バス路線の
安定的な運行や、将来的な路線の集約化も可能となり、持続可能な交通軸として機能するようになります。 

・居住地にメリハリがつくことで、商業施設や大規模施設等も、利用者の安定的な確保がしやすくなります。加え
て、賑わい拠点の充実や、暮らしやすいまちの魅力が高まることで、市外からの転入も期待できます。 

 

立地適正化計画によりコンパクト化が進んだ場合… 

中心核 
（一次拠点） 

地域核 
（二次拠点） 

市街地居住 

郊外居住 

機能を補完 

様々な都市機能を
駅周辺等に集約 

産業施設は適切な
場所に集積 

住宅はできる限り 
コンパクトに集約 

自動運転技術の活用なども視野に
安定した交通軸を形成 

市街化調整区域での 
開発行為の整序化 

誘導区域外での都市 
基盤の適正管理 

Ⅲ 都市づくりの基本方針 
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 本計画での【備える】【保つ】の各 10 年の考え方は、人口増加や周辺開発に伴う「まち

の活力」がある現時点から、様々な都市機能が集積している【中心核（一次拠点）】と、今

後中心核だけでは収容しきれない都市機能の受け皿となる【地域核（二次拠点）】を併用

し機能集積を図りながら、市民が暮らす場もよりコンパクトにまとまりのある居住地に集

積することで、効率的に都市基盤、交通基盤を維持できるまちをつくるものです。 

 これにより、人口減少期においてもまとまりのある居住地内では住民相互のコミュニティ

が維持され、拠点に繋がる交通軸を利用して、日常のあらゆる活動が担保される、コンパ

クトなまちが実現すると考えます。なお、居住地は海老名駅等の拠点に徒歩や自転車でも

アクセスできる【市街地居住】と、バス等交通軸に依存する必要がある【郊外居住】では

取組の方向性が異なるため、居住地のまとまりをつくる際には配慮が必要です。 
 
 

・立地適正化を進めた場合、居住誘導区域内の人口密度が安定し、コミュニティが維持されることで、バス路線の
安定的な運行や、将来的な路線の集約化も可能となり、持続可能な交通軸として機能するようになります。 

・居住地にメリハリがつくことで、商業施設や都心部の大規模施設等も、顧客の安定的な確保がしやすくなります。
加えて、賑わい拠点の充実や、暮らしやすいまちの魅力が高まることで、市外からの転入も期待できます。 

 

立地適正化計画によりコンパクト化が進んだ場合… 

中心核 
（一次拠点） 

地域核 
（二次拠点） 

市街地居住 

郊外居住 

機能を補完 

様々な都市機能を
駅周辺等に集約 

産業施設は適切な
場所に集積 

住宅はできる限り 
コンパクトに集約 

自動運転技術の活用なども視野に
安定した交通軸を形成 

市街化調整区域での 
開発行為の整序化 

誘導区域外での都市 
基盤の適正管理 

-
7
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２．地域の定義と反映した地域イメージ 
 まとまりのある居住地と、様々な機能を集積した拠点の形成に向けて、本計画では大きく

４つの地域イメージを想定します。 

 これらの地域イメージを想定しながら、「居住誘導区域」「都市機能誘導区域」を設定して

いきます。 

 

①中心核 海老名駅周辺 

定義 都市マスタープランの”拠点”の中で、様々な都市機能が集積し、今後も集中的な整備が進
められていく海老名駅周辺エリアを対象とします。 

基本方針 

全市及び広域から集客する商業・業務機能に加え、飲食や娯楽、高次医療や保育、文化活
動などを、多くの市民がサービスを享受できるよう、既存のストックを活用し、さらなる
機能強化を図ります。 
また、市民生活を支える行政の主たる機能の集積を図ります。 
市民の全てが気軽に中心核にアクセスできるよう、鉄道やバスを活用した高サービス水準
の交通軸を形成し、持続的な運行が維持されるよう努めます。 
居住誘導区域として、集合住宅を中心とした高密度化を図るとともに、子育て、高齢者介
護等の行いやすい居住地の形成を図ります。 

 

②地域核 厚木駅周辺、さがみ野駅周辺 

定義 
都市マスタープランの”拠点”の中で、駅前広場が整備され、地域の中心として商業機能な
どの集積が図られているエリアで、今後「中心核」と連動して機能集積を図るエリアを対
象とします。 

基本方針 

鉄道を活用し、周辺住民が通勤・通学を含めた様々な活動で集まることができ、その移動
経路上で買い物等の立ち寄りができるよう、生活必需機能に加え、高次医療や保育等のサ
ービスが受けられる機能の集積を図ります。 
居住誘導区域として、集合住宅を中心とした高密度化を図るとともに、広域的な鉄道利用
のアクセスを想定し、駅前広場や自転車駐輪場の整備等を進めます。 

 

③市街地居住 海老名駅への自転車等でのアクセス圏 

定義 中心核の海老名駅より、半径 2km 程度の自転車等でのアクセス圏のうち、「中心核」「地
域核」に含まれないエリアを対象とします。 

基本方針 

普段の生活必需機能は駅周辺の”生活拠点”を中心に、居住地に隣接する施設が活用でき、
高次のサービスは、自転車等でアクセス可能な「中心核」が活用できるため、基本的には
既存の生活必需機能のストックを維持していきます。 
居住誘導区域として、過去の住宅開発の経緯や、既存の都市基盤の活用を前提として、空
き家となっている戸建住宅への住み替え促進や、集合住宅の修繕等による機能保全を図り
ます。 
また、準工業地域の宅地転用などは、周辺の土地利用の状況に応じて適正化を図ります。 

 

④郊外居住 海老名駅から離れたバス等を公共交通軸とするアクセス圏 

定義 「中心核」の海老名駅より離れた郊外部にある居住地であり、バス等を公共交通軸とする
エリアを対象とします。 

基本方針 

普段の生活必需機能は駅周辺の”生活拠点”を中心に、居住地に隣接する施設の活用を基本
として、地域にある既存の生活必需機能のストックを維持していきます。 
居住誘導区域として、区域外への住宅の拡散を抑制しつつ、区域内の人口密度を維持する
ため、公共交通軸周辺への戸建住宅や集合住宅等の立地促進を図ります。 
なお、バスによる中心拠点へのアクセスが基本となる場合、一定のサービス水準と持続的
な運行状況を確保することで、公共交通軸としての維持を図ります。 

 

◆市街化調整区域の居住について 
 既存の集落地や市街化区域の縁辺部等の考え方は、都市マスタープランで位置付けるものとします。 
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２．地域の定義と反映した地域イメージ 
 まとまりのある居住地と、あらゆる機能を集積した拠点の形成に向けて、本計画では大き

く４つの地域イメージを想定します。 

 これらの地域イメージを想定しながら、以降に整理する立地適正化計画に記載する「居住

誘導区域」「都市機能誘導区域」を設定していきます。 
 
 

①中心核 海老名駅周辺 

定義 都市マスタープランでの”拠点”の中で、様々な都市機能が集積し、今後も集中的な整備が
進められていく海老名駅周辺エリアを対象とします。 

基本方針 

買い物等の生活必需機能に加え、飲食や娯楽、高次医療、文化活動などを、多くの市民が
享受できるよう、既存のストックを活用し、さらなる機能強化を図ります。 
市民の全てが気軽に中心拠点にアクセスできるよう、鉄道やバスを活用した高サービス水
準の交通軸を形成し、持続的な運行が維持されるよう努めます。 
居住誘導区域として、集合住宅を中心とした高密度化を図るとともに、子育て、高齢者介
護等の行いやすい居住地の形成を図ります。 

 

②地域核 厚木駅周辺、さがみ野駅周辺 

定義 
都市マスタープランでの”拠点”の中で、駅前広場が整備され、地域の中心として商業機能
などの集積が図られているエリアで、今後「中心核」と連動して機能集積を図るエリアを
対象とします。 

基本方針 

高いサービス水準が保持された鉄道を活用し、周囲の市民が通勤・通学を含めた様々な活
動で集まることができ、またその移動経路上で買い物等の立ち寄りができるよう、生活必
需機能に加え、高次医療や託児等の高いサービスが受けられる機能の集積を図ります。 
居住誘導区域として、集合住宅を中心とした高密度化を図るとともに、広域的な鉄道利用
のアクセスを想定し、駅前広場や自転車駐輪場の整備等を進めます。 

 

③市街地居住 海老名駅への自転車等でのアクセス圏 

定義 中心核の海老名駅より、半径 2km 程度の自転車アクセス圏のうち、「中心核」「地域核」
に含まれないエリアを対象とします。 

基本方針 

普段の生活必需機能は駅周辺の”生活拠点”を中心に、居住地に隣接する施設が活用でき、
高次のサービスは、自転車等でアクセス可能な「中心核」が活用できるため、基本的には
既存の生活必需機能のストックを維持していきます。 
居住誘導区域として、過去の住宅開発の経緯や、既存の都市基盤の活用を前提として、戸
建住宅の住み替え促進や、集合住宅の修繕等による機能保全を図ります。 
また、準工業地域の宅地転用などは、周辺の土地利用の状況に応じて適正化を図ります。 

 

④郊外居住 海老名駅から離れたバス等を交通軸とするアクセス圏 
定義 「中心核」の海老名駅より離れた郊外部にある居住地であり、エリアを対象とします。 

基本方針 

普段の生活必需機能は駅周辺の”生活拠点”を中心に、居住地に隣接する施設の活用を基本
として、地域にある既存の生活必需機能のストックを維持していきます。 
居住誘導区域として、区域外の農地等への拡散を抑制しつつ、区域内の人口密度を維持す
るため、職住近接型の戸建住宅や、集合住宅等の立地促進を図ります。 
なお、バスによる中心拠点へのアクセスが基本となる場合、一定のサービス水準と持続的
な運行状況を確保することで、交通軸としての明確化を図ります。 

 

◆市街化調整区域の居住について 
 本計画の対象は市街化区域となっていることから、既存の集落地や市街化区域の縁辺部等の考え方は、都 
市マスタープランで位置付けるものとします。 
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■地域区分のイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【生活拠点】について 

・明確な「核」を持たない「市街地居住」「郊外居住」

の区域では、日々の生活の交通の中心となる駅及

びその周辺に人が集まります。 

・駅周辺に、買い物、病院、保育施設等の生活必需機

能を集約することは、地域の居住しやすさの向上

に繋がります。 

・核と位置づけない駅周辺を【生活拠点】とし、区域

内の機能集積の優先候補地として位置付けていま

す。 

中心核 と連動して
都市機 能の集積を
図りながら、地域の
核となるエリア 

Ⅲ 都市づくりの基本方針 
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■地域区分のイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【生活拠点】について 

・明確な「核」を持たない「市街地居住」「郊外居住」

の区域では、日々の生活の交通の中心となる駅及

びその周辺に人が集まります。 

・駅周辺に、買い物、病院、保育施設等の生活必需機

能を集約することは、地域の居住しやすさの向上

に繋がります。 

・核と位置づけない駅周辺を【生活拠点】とし、区域

内の機能集積の優先候補地として位置付けていま

す。 
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Ⅳ 誘導区域の設定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

立地適正化計画では、 
「住まう場所」を定める居住誘導区域と、 
「集まる場所」を定める都市機能誘導区域を定めます。 
居住誘導区域や、都市機能誘導区域を定める考え方、 
実際の区域設定をまとめています。 
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Ⅳ 誘導区域の設定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

立地適正化計画では、 
「住まう場所」を定める居住誘導区域と、 
「集まる場所」を定める都市機能誘導区域を定めます。 
地域区分のイメージに沿って、 
居住誘導区域や、都市機能誘導区域を定める考え方、 
実際の区域設定をまとめています。 
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１．居住誘導区域の設定 
（１）基本的な考え方 

 居住誘導区域については、都市計画運用指針において、以下の基本的な考え方が示されて

います。 

■居住誘導区域の基本的な考え方 【第 12 版 都市計画運用指針（令和５年５月)】 

①基本的な考え方 
◇人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニ

ティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域である。 
◇都市全体における人口や土地利用、交通や財政、災害リスクの現状及び将来の見通しを勘案しつつ、居住誘

導区域内外にわたる良好な居住環境を確保し、地域における公共投資や公共公益施設の維持運営などの都
市経営が効率的に行われるよう定めるべきである。 

②居住誘導区域の設定 
（１）居住誘導区域を定めることが考えられる区域。 

 

ア 都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点並びにその周辺の区域 
イ 都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ、都市の中心拠

点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域 
ウ 合併前の旧町村の中心部等、都市機能や居住が一定程度集積している区域 

（２）都市再生特別措置法により、居住誘導区域に含まないこととされている区域。 
※なお、これらの区域を居住誘導区域から除外する場合は、軽微な変更として扱う。 

 

ア 市街化調整区域 
イ 災害危険区域（条例により住宅の建築が禁止されている区域） 
ウ 農振農用地区域、農振農用地区域外で集団的・良好な営業条件を備えている農地又は採草放牧地 
エ 国立・国定公園特別地域、保安林、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域特別地区、 

保安林予定森林の区域、保安施設地区 
オ 地すべり防止区域              カ 急傾斜地崩壊危険区域 
キ 土砂災害特別警戒区域            ク 浸水被害防止区域 

（３）原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域。 

 ア 津波災害特別警戒区域            イ 災害危険区域（※上記２）イを除く） 

（４）災害リスク等を総合的に勘案し、原則として、居住誘導区域に含まないこととすべき区域。 
※居住誘導区域に含める場合には、防災指針において当該地区の災害リスクを踏まえた防災・減災対策を

明らかにすることが必要。 

 

ア 土砂災害警戒区域              イ 津波災害警戒区域 
ウ 浸水想定区域 
エ 調査結果等により判明した災害の発生のおそれのある区域 

（土砂災害防止法に基づく基礎調査、都市浸水が想定される区域 等） 
（５）居住誘導区域に含めることについては慎重に判断を行うことが望ましい区域。 

 

ア 工業専用地域、流通業務地区等、法令により住宅の建築が制限されている区域 
イ 特別用途地区、地区計画等のうち、条例により住宅の建築が制限されている区域 
ウ 過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、空地等が散在している区域であって、人口等

の将来見通しを勘案して今後は居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域 
エ 工業系用途地域が定められているものの工場の移転により空地化が進展している区域であって、引き

続き居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断する区域 
③留意すべき事項 
◇居住誘導区域をいたずらに広く設定するべきではなく、人口動態、土地利用、災害リスク、公共交通の利便

性等を総合的に勘案した適切な区域設定が行われるべきである。 
◇生産緑地地区など将来にわたり保全することが適当な農地については、居住誘導区域に含めず保全を図る

ことが望ましい。 

※網掛けは、本市に該当がない区域等  
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１．居住誘導区域の設定 
（１）基本的な考え方 

 居住誘導区域は、国土交通省では【人口減少の中にあっても、人口密度を維持し、生活サ

ービス、コミュニティを持続的に確保するために指定する区域】として位置付けられてお

り、以下の主な考え方を本市にあてはめながら抽出することが基本となります。 

 国の居住誘導区域の選定基準を踏まえ、本市の人口分布、土地利用、施設立地等の現状を

加味して、本市の居住誘導区域を抽出するための条件を以下のように設定します。 

 各条件（①～④）に対しては、前述の人口密度の基準単位と位置づけた 50ｍメッシュ単

位を基本として、各々の条件に適合するメッシュを判定する方式をとります。具体的な抽

出内容を、次頁より整理します。 
 

基本的な考え方（国基準を踏まえ） 海老名市の現状を踏まえた条件 

Ａ 将来の人口等の見通しを踏まえた適切な範
囲を指定すること 

○条件として反映 【条件①】 
現状、市街化区域に適切に人口密度の高いエリアが

集中しており、人口減少時代においても高密度の定

住が期待される素地があることを条件とする。 

Ｂ 
医療、福祉、商業等の身近な生活に必要な都
市機能が維持される一定の利用圏域人口を
確保すること 

△条件①に付随する条件として設定 
人口が集中したエリアに、医療、福祉、商業等施設

が立地している状況から、条件①を満たす場合、必

然的に当該条件が担保されると考える。 

Ｃ 生産緑地地区などは、居住誘導区域に含めな
いことが望ましい 

×条件として反映しない 
市内の生産緑地は小規模面積の緑地が点在してい

る状況にあるため、除外することは難しい。区域指

定後、宅地開発等での制限をかけるものとする。 

Ｄ 市街化調整区域、農用地区域等は含めない 
○条件として反映 【条件③】 

現状、市街化調整区域及び農用地区域は、農地の宅

地転用等の一部を除き、適正な管理がされている。

将来に渡っても制限を設けるものとする。 

Ｅ 土砂災害、津波災害等の特別警戒区域、急傾
斜地崩壊危険区域は含めない（原則として） 

×条件として反映しない 
市内では一部に急傾斜地崩落危険区域等があるが、

市域に対しての面積は小さいため個別に除外する

ことは難しい。 

Ｆ 土砂災害警戒区域、浸水想定区域等は原則と
して含まない 

○条件として反映 【条件②】 
浸水被害が予見される場所は原則対象外とする必

要がある。ただし、市の防災計画等で対策を講じて

いる場合は除外する。 

Ｇ 
住宅の建築が制限されている区域（工業専用
地域、流通業務地区、特別用途地区等）は慎
重な判断が必要 

○条件として反映 【条件③】 
広域幹線道路が交わる工業・物流拠点としてのまち

づくりの期待を含め、工業系用途地域として維持す

べき地域は居住誘導の対象から外すことを考える。 

Ｈ 過去の宅地開発時に居住集積が進まなかっ
た区域は慎重な判断が必要 

△条件①に付随する条件として設定 
市街化区域内で行われた大規模な宅地開発の中で

は、居住集積が進まず人口密度が低い区域はないた

め、個別条件としては設定しない。 

Ｉ 工場の移転等により空地化が進展している
区域は慎重な判断が必要 

×条件として反映しない 
工場移転等での空地化は稀のため対象外とする。 

ただし、別用途の建物（集合住宅等）立地が進むケ

ースもあるため、個別課題として対応を検討。 

補 地域の移動を支える基幹的な公共交通サー
ビスがあることが必要 

○条件として追加 【条件④】 
市の公共交通の原状として、郊外部の交通軸はバス

路線に依存することから、将来的な機能強化を含め

現状で民間バス路線が存在することを基本とする。 

-
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（２）居住誘導区域の検討 
 居住誘導区域は、本市の状況を踏まえながら、都市計画運用指針が示す「①基本的な考え

方」、「②居住誘導区域の設定」、「③留意すべき事項」に基づき、以下の STEP１から STEP

５により設定します。 

■居住誘導区域の設定に向けたステップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

●市街化調整区域、農振農用地区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域を除外 

都市再生特別措置法により、居住誘導区域に含まない区域の確認 
【基本的な考え方②（２）】 STEP２ 

 
 

●都市機能が集積する中心核及び地域核並びにその周辺の居住機能が集積する区域を設定 

●中心核及び地域核に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ、中心核及び地

域核に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域を設定 

居住誘導区域を定める区域を選定 【基本的な考え方②（１）】 STEP１ 

 
 

●土砂災害警戒区域、浸水想定区域、家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食・氾濫流）の除外

の検討 

災害リスク等を総合的に勘案し、居住誘導区域に含まない区域の検討 
【基本的な考え方②（４）】 STEP３ 

 
 

●法令や条例により住宅の建築が制限されている区域の除外の検討 

●今後とも居住の誘導を図るべきではないと市が判断する区域の検討 

居住誘導区域に含めることについて慎重に判断を行うことが望ましい区域
の検討 【基本的な考え方②（５）】 STEP４ 

STEP１から STEP５の検討結果を踏まえ、居住誘導区域を設定 

 
 

●人口動態や土地利用等を総合的に勘案した適切な区域設定 

●海老名駅周辺の中心市街地に隣接した利便性を考慮した市役所周辺地区の区域設定 

●自動車専用道路や大規模な供給処理施設等、将来的な土地利用を勘案した除外の検討 

●生産緑地地区など将来にわたり保全することが適当な農地等の除外の検討 

留意すべき事項等を検討 【基本的な考え方③】 STEP５ 

-
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 都市づくりの基本方針（P.●）で位置付けられた「中心核」である海老名駅周辺、「地域

核」である厚木駅周辺とさがみ野駅周辺を居住誘導区域の候補とします。 

 また、居住機能が集積する区域として、人口集中地区（40 人/ha 以上）の区域を居住誘

導区域の候補とします。 

 さらに、鉄道、路線バスとコミュニティバスにより、中心核や地域核に比較的容易にアク

セスすることができる区域として、駅又はバス停から半径 300ｍの徒歩圏を居住誘導区

域の候補とします。 

 

■ 居住誘導区域の候補とする区域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

STEP１ 居住誘導区域を定める区域を選定 

●都市機能が集積する中心核及び地域核並びにその周辺の居住機能が集積
する区域を設定する。 

●中心核及び地域核に公共交通により比較的容易にアクセスすることがで
き、中心核及び地域核に立地する都市機能の利用圏として一体的である
区域を設定する。 
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（２）条件に適した対象メッシュの抽出 
 
 
 
 
 

 居住誘導区域については、現状で一定以上の人口が集積しており、かつ、この人口密度を

最低減維持していくことができるよう、誘導していく必要があります。 

 人口密集の程度として、人口集中地区（DID）の基準 40 人/ha を越える地域を、居住誘

導地域の候補地として設定します。 
 

条件① 人口密度 40 人/ha 以上のメッシュ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現状で多くの市民が定住していること 
 

条件① 

【基準】人口集中地区（人口密度 40 人/ha 以上のメッシュ）の規準を 
満たしている場合、適地とする。 

-
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 都市再生特別措置法第 81 条第 19 項、同法施行令第 30 条に規定されている区域のう

ち、以下の区域については、居住誘導区域から除外します。 

区域名 根拠法令等 

市街化調整区域 都市計画法第７条第１項 

農振農振農用地 農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号 

土砂災害特別警戒区域 
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法
律第 9 条第 1 項 

急傾斜地崩壊危険区域 
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第 3 条第 1 項 

（急傾斜地崩壊防止工事が完了している区域は除く） 

 ただし、急傾斜地崩壊危険区域については、全ての区域で崩壊防止工事が完了しているこ

とから、居住誘導区域に含めます。 

 また、都市再生特別措置法第 81 条第 19 項、同法施行令第 30 条に規定されている区域

で、今後新たに指定された場合についても、居住誘導区域から除外します。 

■ 都市再生特別措置法により、居住誘導区域から除外する区域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

STEP２ 都市再生特別措置法により、居住誘導区域に含まない区域の確認 

●市街化調整区域､農振農用地区域､急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地崩壊防
止工事が完了している区域は除く)､土砂災害特別警戒区域を除外する。 

急傾斜地崩壊危険区域に
ついては、全ての区域で
崩壊防止工事が完了して
いることから、居住誘導
区域に含めます。 
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 立地適正化計画の基本の一つとして、災害の不安の無い地域を指定することとありますが、

人口集中が進んでいる厚木駅、社家駅、門沢橋駅等では、相模川の洪水時に浸水被害が想

定される地域を含んでいます。 

 これらの地域は、ハザードマップ等による周知、避難所の整備等を通じて、緊急時の対策

を講じていること、居住誘導区域として指定される地域については、今後もとくに重点的

に周知、啓発を講じていくものとし、市内全域を候補地として設定します。 
 

条件②-A 洪水ハザードマップ 
 
 
 
 
 

災害対策を十分に講じていること 
 

条件② 

【基準】浸水想定区域であっても、避難所の整備、防災周知・啓発等が 
進んでいるため全域を適地とする。 

1000 年に一度の浸水
被害に対して、現在土
地利用が進む市街地の
抑制は現実的でないた
め、災害対策の充実を
基本に居住誘導区域と
して指定します。 

-
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条件②-B 土砂災害ハザードマップ（再掲） 
 
 
 
 
 

土砂災害警戒区域の範
囲が限定的であること
から、影響箇所の災害
対策の充実を基本に居
住誘導区域として指定
します。 

-
8
0
-
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 居住誘導区域については、災害等に対する安全性を考慮し、原則災害リスクの高い地域を

除いて設定すべきとされていますが、本市では市域西側の市街地は、そのほとんどが相模

川の洪水時における浸水想定区域（想定最大規模）に含まれています。 

 ただし、土砂災害警戒区域、浸水想定区域や家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸食・氾濫流）

については、それぞれの区域の災害リスク、警戒避難体制の整備状況、災害を防止するた

めの施設の整備状況等を総合的に勘案し、居住を誘導することが適当であるか判断するこ

ととされています。 

区域名 根拠法令等 

土砂災害警戒区域 
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
法律第７条第 1 項 

浸水想定区域 水防法 第 14 条、第 14 条の２ 

家屋倒壊等氾濫想定区域
（河岸浸食・氾濫流） 

洪水浸水想定区域図作成マニュアル（第４版） 

 これらの地域は、後述する「防災指針（P.●）」において、災害リスクの分析により抽出し

た課題を踏まえ、防災まちづくりの基本的な考え方と具体の取組を示すことで、リスクの

回避・低減を図るものとし、居住誘導区域に含めるものとします。 

■ 災害リスク等を総合的に勘案し、居住誘導区域からの除外を検討する区域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STEP３ 災害リスク等を総合的に勘案し、居住誘導区域に含まない区域の検討 

●土砂災害警戒区域、浸水想定区域、家屋倒壊等氾濫想定区域（河岸浸
食・氾濫流）については、計画的な災害リスクの回避・低減を図るもの
とし、居住誘導区域に含める。 

防災指針において、防災
まちづくりの基本的な考
え方と具体の取組を示す
ことで、リスクの回避・
低減を図るものとし、居
住誘導区域に含めます。 
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 東名高速道路及び圏央道による広域アクセス性の高さを活かし、今後も企業誘致の可能性

を模索する必要があります。一方で、一部の準工業地域では、工場跡地などに集合住宅、

商業施設等が立地してきた経緯があります。さらに、職住近接による若い世代の入居が進

む等、将来の人口増に効果的な動きも見られます。 

 これらの視点から、工業地域、工業専用地域に関しては、工業系の用途純化を図るため、

居住誘導区域の候補地から基本的に外す一方で、職住近接の観点から準工業地域について

は、居住誘導区域の候補地として設定します。 
 

条件③ 工業地域・工業専用地域を除く市街化区域 
 
 
 
 
 
 

工業系の適地を維持すること 
 

条件③ 

【基準】産業・物流拠点としての市の魅力を維持するため、 
工業、工業専用地域は適地としない。 

-
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 工業専用地域は、住宅の建築が制限されていることから、工業地域は、東名高速道路及び

圏央道による広域アクセス性の高さを活かし、今後も生産環境の整備・改善と工場や研究

開発機関等を誘導するとともに、用途純化を図ることから、居住誘導区域に含めないもの

とします。 

 一方、海老名駅北側の工業地域では、工場跡地などに大規模な集合住宅の立地が進んでい

ることから、居住誘導区域に含めるものとし、将来的な都市計画上の位置づけの見直しも

視野に、周辺状況も踏まえ状況を注視していきます。 

 また、運動公園は、まちの中心的な健康づくり、余暇活動等の場として都市機能の一端を

担い、将来的にもその機能を継承するものとし、周辺との連携も視野に居住誘導区域に含

めます。 

 

■ 居住誘導区域に含めることについて慎重に判断を行うことが望ましい区域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

運動公園の取扱い 
運動公園は、まちの中心
的な健康づくり、余暇活
動等の場として都市機能
の一端を担い、将来的に
もその機能を継承するも
のとし、周辺との連携も
視野に居住誘導区域に含
めます。 

住宅の立地が進んでいる
区域については、居住誘
導区域に含め、将来的な
都市計画上の位置づけの
見直しも視野に、周辺環
境も踏まえ状況を注視し
ていきます。 

STEP４ 居住誘導区域に含めることについて慎重に判断を行うことが望ましい
区域の検討 

●原則、法令や条例により住宅の建築が制限されている区域は除外する。 
●今後の土地利用を考慮し、居住の誘導を図るべきではない区域は除外す

るが、既に住宅の立地が進んでいる区域については、将来的な都市計画
上の位置づけの見直しも視野に、居住誘導区域に含める。 
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 国のコンパクト プラス ネットワークの考え方に準じた場合、鉄道やバス等の交通軸によ

り、地域居住に必要な活動が担保されることが重要な観点となります。 

 一方で、１時間１本に満たない低頻度のバス路線では、交通軸として活用しにくい状況も

想定されます。 

 そのため、中心市街地の海老名駅に接続し、１時間１本以上の最低限のサービス水準を確

保できる公共交通を【交通軸】と位置づけ、その鉄道＋バスの沿線（駅：1km、バス：300

ｍ）に関して、【交通軸】勢力圏を設定しました。 

条件④ 民間交通事業のうち、１時間１本以上の運行本数があるバス路線 
 
 
 
 
 

中心市街地のアクセス利便性が高いこと 
 

条件④ 

【基準】海老名駅に直結する、将来的にも交通軸として維持される 
鉄道及びバス路線の沿線を適地とする。 

-
8
2
-
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 市役所周辺地区については、海老名駅周辺の中心市街地に隣接した利便性を活かし、土地

区画整理事業や民間開発による複合住宅地の形成が予定されていることから、居住誘導区

域に含めるものとします。 

 生産緑地地区については、良好な都市環境の形成を図る緑地機能や多目的保留地機能の優

れた農地として保全するため、居住誘導区域に含めないことが望ましいとされていますが、

本市の生産緑地は、小規模で点在している状況にあるため除外しないこととします。 

 

 

 

 

 

■ その他留意すべき事項等により居住誘導区域の設定を検討する区域 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEP５ 留意すべき事項等を検討 

●人口動態、土地利用等を総合的に勘案した適切な区域設定を行う。 
●生産緑地地区など将来にわたり保全することが適当な農地等の除外を検

討する。 

本市の生産緑地は、小規模で
点在している状況にあるため
除外しないこととします。 
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■ STEP１〜５の検討結果を踏まえた居住誘導区域の設定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※以下の区域は、居住誘導区域から除外します。 

・土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地崩壊防止工事が完了している区域は

除く） 
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（３）対象とするメッシュの抽出 
 ４つの条件を重ねて抽出した居住誘導区域選定メッシュは、以下の箇所となります。この

選定メッシュを、将来に渡り居住誘導を進めるべき地域として位置付けたうえで、実際に

計画的に管理できるエリア区分にあてはめ、最終的な居住誘導区域を設定します。 

 なお、人口密度が低い「海老名駅周辺」は当該条件では対象とならない一方で、現状でも

将来的にも、本市のまちづくりの中心となります。そのため、海老名駅周辺については、

人口密度等の抽出条件とは別に、近年の土地利用等を勘案し、都市機能の誘導も含めた区

域として設定するものとします。（詳細は次頁） 
 

■居住誘導区域に適した 50ｍメッシュの判定 
 

海老名駅周辺の取扱い 
・海老名駅周辺は、都市機能の集積が進んでおり、

人口密度は低くなっています。 

・本市のまちづくりの中心としての機能に鑑み、海

老名駅周辺は、都市機能誘導区域としての意義を

含めて別途設定するものとします。 

（次頁参照） 

 

-
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（４）海老名駅周辺の区域設定について 
 海老名駅周辺については、前述の居住誘導区域としての適合条件からは、2015 年（平成

27 年）時点の人口密度の低さから対象と判断されないものの、本市の中心としての都市

機能の集積や、周辺の大規模集合住宅の開発等の状況から、居住誘導区域及び都市機能誘

導区域として位置づけるものとします。（下図中の ） 

 なお、海老名駅周辺については、駅北側で進む工場周辺及び跡地（ ）や、市役所周辺の

一般保留区域（ ）での住居系用途への見直しの動きなど、居住誘導区域、都市機能誘導

区域としての開発の動きがあります。 

 そのため、駅周辺のエリア については都市機能誘導区域及び居住誘導区域として、エリ

ア については将来の用途見直しを想定したうえでの居住誘導区域として、本計画に居続

けるものとします。 

 また、現時点では市街化調整区域である一般保留区域のエリア は、市街化区域への編入

（住居系を予定）後、居住誘導区域として指定する予定とします。 
 

■海老名駅周辺の区域指定について 
 
 
 

建物用途 
 工業系地域の住宅利用エリア 
・海老名駅直近の利便性から、住宅開

発が進んでいるエリア。 

・工場跡地は、近年中に大規模な集合

住宅が立地予定。 

駅近傍の新たな居住地として、将
来的な都市計画上の位置づけの見
直しも視野に、居住誘導区域とし
て指定。 

 海老名駅周辺の商業エリア 
・駅周辺の商業系地域で、大規模な商

業、娯楽施設が多数立地。 

・現在、大規模な集合住宅の整備が進

められ、人口が急激に増加。 

本市の中心的な商業エリアとして
都市機能誘導区域と位置づけると
ともに、居住誘導区域としても駅
近傍を指定。 

 

 一般保留区域（市役所周辺） 
・現在は市街化調整区域となる、市役

所や総合病院等の都市機能が集ま

るエリア。 

・近年中の住宅系用途を中心とした都

市計画上の位置付けを予定する一

般保留区域。 

将来的な一般保留区域の市街化区
域への見直しを進めた後に、居住
誘導区域として指定予定。 

 

-
8
5
-
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（５）計画的に管理可能なエリア区分 
 対象とする居住誘導区域として適合する 50ｍメッシュを内包するように、居住誘導区域

を設定します。区域の設定については、用途地域の境界、地域を分断する幹線道路や鉄道

等を境界線として設定し、類似した地区特性を持つエリアを統合し、下記 10 エリアを設

定しました。 

 下記の居住誘導区域の面積は 1,218ha※であり、用途地域が指定されている市街化区域

1,440ha の 84.6％に当たる面積です。 

※運動公園 16.4ha を含む。市役所周辺の一般保留区域 39.4ha を含まない。 

※一般保留区域を含む場合の面積は 1,258ha（面積等の詳細はｐ.73） 
 

■居住誘導区域の設定 

地域区分の設定 
・50ｍメッシュ単位での居住誘導区域

の候補メッシュを基本とする。 

・住宅団地、用途地域指定、道路・鉄道

での地域分断等により、まとまった市

街地が形成されているエリアを統合

し、エリアとして形成する。 

・面積の小さな候補地は、生活圏の状況

等を勘案し、隣接するエリアに統合。 

 

1 

3 

7 

8 4 

2 

9 

10 

5 

6 

運動公園の取扱い 
運動公園は、まちの中心
的な健康づくり、余暇活
動等の場として都市機能
の一端を担い、将来的に
もその機能を継承するも
のとし、周辺との連携も
視野に居住誘導区域とし
て位置づけます。 

-
8
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（６）居住誘導区域の各エリア特性について 
①人口密度 

 設定した各エリアについて、各エリアに含

まれる 50ｍメッシュの人口データ（国勢

調査 2015 年（平成 27 年））をもとに、

人口密度を算定すると、右図のような順位

付けとなります。 

 人口密度については、集合住宅が立地する

②さがみ野駅エリアが突出しているほか、

③厚木駅エリア、⑥国分エリアが多くなっ

ています。 

 戸建住宅の多い⑨杉久保、⑤国分寺台等を

始めとした各地区は、概ね 80～90 人/㎡

となっています。 

 
 

②面積及び人口数の内訳 
 設定した各エリアについて、

各エリア内の面積を横軸に、

居住している人口数（国勢調

査 2015 年（平成 27 年））を

縦軸に示し、両者の関係を整

理します。 

 本市では市街化区域に満遍な

く居住が発生しているため、

基本的には面積が広いほど人

口が増える関係にあります。 

 中でも、②さがみ野駅、③厚木

駅、⑥国分の３エリアでは、面

積に対して人口が多い傾向に

あります。 

 一方で、未利用地の多い⑨社

家・門沢橋エリア、大規模商業

施設等が集まる①海老名駅エ

リアは、面積に対して人口が

小さい傾向にあります。 

■居住誘導区域の各エリアの【面積】と【人口※】の関係 
      ※2015 年（平成 27 年）国勢調査に基づく人口 
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③年齢別の人口推移（過去推移＋将来予測） 
 国勢調査に基づく、年少人口（14 歳未満）、生産年齢人口（14～65 歳）、高齢人口（65

歳以上）を踏まえ、エリア別の人口増減を整理します。 

 ①海老名駅エリアなどでは生産年齢人口等の増加が見られますが、全体としては高齢者層

が増加するものの、生産年齢事項、生産年齢人口ともに伸び悩みがみられます。 

①海老名駅エリア 【中心核】 ②さがみ野駅エリア 【地域核】 

 
③厚木駅エリア 【地域核】 ④柏ケ谷エリア 【市街地居住】 

⑤国分寺台エリア 【市街地居住】 ⑥国分エリア 【市街地居住】 

 
  ※エリア別の将来人口推計値（H37、H42 データ）は、本調査による独自推計（詳細は p.60） 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

～14歳 15～64歳 65歳以上

人
口

総
数

（人
）

H17 H27 H37（予） H47（予）

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

～14歳 15～64歳 65歳以上

人
口

総
数

（人
）

H17 H27 H37（予） H47（予）

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

～14歳 15～64歳 65歳以上

人
口

総
数

（人
）

H17 H27 H37（予） H47（予）

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

～14歳 15～64歳 65歳以上

人
口

総
数

（人
）

H17 H27 H37（予） H47（予）

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

～14歳 15～64歳 65歳以上

人
口

総
数

（人
）

H17 H27 H37（予） H47（予）

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

～14歳 15～64歳 65歳以上

人
口

総
数

（人
）

H17 H27 H37（予） H47（予）

-
8
8
-



Ⅳ 誘導区域の設定 

65 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅵ 

Ⅶ 

Ⅷ 

 
 
 
 

 
 
 

⑦下今泉エリア 【市街地居住】 ⑧上今泉エリア 【市街地居住】 

⑨社家・門沢橋エリア 【郊外居住】 ⑩杉久保エリア 【郊外居住】 

 
 

 

（参考）居住誘導区域外エリア （参考）市域全体（区域内＋区域外合計） 

 
  ※エリア別の将来人口推計値（H37、H42 データ）は、本調査による独自推計（詳細は p.59） 
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④用途地域別の面積比率 
 各エリアの用途地域の面積内訳では、中心核となる海老名駅エリアでは商業用途が指定さ

れるほか、②さがみ野駅エリア、③厚木駅エリアにも近隣商業地域が指定されています。 

 ①海老名駅エリアを除く多くのエリアでは、住居系用途の指定がされています。 

 
 

⑤土地利用用途別の面積比率 
 2015 年度（平成 27 年度）の実際の土地利用用途の面積比率を見ると、①海老名駅エリ

アは商業系用途が突出しています。また、⑤国分寺台、⑥国分、⑧上今泉等では、戸建住

宅の占める割合が高くなっています。 
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コラム エリア別の将来人口推計について 
 エリア別の将来人口を設定するため、人口ビジョンでの人口推計手法を踏襲したコーホー

ト法※による人口推計を行いました。（居住誘導区域ごとの将来人口推計は人口ビジョン等

では行われていないため、本計画での独自推計とした） 

※ある期間に生れた集団（コーホート）の人口変化を観察し将来人口を推計する方法 

 大幅な人口増加が期待されるエリアは、①海老名駅エリアのみであり、その他エリアでは

基本的には減少傾向が続きます。特に国分寺台エリアでは、現状に対して 73％程度まで

将来人口が落ち込む予測となっています。 

■各エリア別の人口推計値（コーホート法に基づく本計画での独自推計） 

 

 
■2015 年を基準年とした増減比率 

 

2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年
①海老名駅 6,067 6,244 6,353 6,419 6,432 6,393 6,285 6,111 5,888 5,646
②さがみ野駅 14,198 14,249 14,155 13,951 13,657 13,307 12,889 12,369 11,780 11,204
③厚木駅 17,581 17,653 17,563 17,353 17,052 16,680 16,247 15,706 15,068 14,405
④柏ケ谷 10,643 10,629 10,496 10,260 9,968 9,673 9,368 9,025 8,623 8,197
⑤国分寺台 14,950 14,767 14,450 14,035 13,592 13,129 12,642 12,110 11,540 10,977
⑥国分 15,016 15,132 15,106 14,967 14,752 14,464 14,107 13,657 13,105 12,527
⑦下今泉 5,681 5,727 5,720 5,661 5,568 5,459 5,329 5,174 4,982 4,774
⑧上今泉 11,104 11,139 11,067 10,909 10,697 10,454 10,159 9,813 9,417 9,005
⑨社家・門沢橋 13,537 13,615 13,570 13,410 13,170 12,901 12,608 12,247 11,790 11,283
⑩杉久保 7,932 7,942 7,869 7,728 7,521 7,287 7,041 6,786 6,503 6,231
区域外 13,279 13,253 13,108 12,863 12,541 12,203 11,832 11,410 10,919 10,414
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２．都市機能誘導区域の設定 
（１）基本的な考え方 

 都市機能誘導区域は、都市計画運用指針において、以下の基本的な考え方が示されていま

す。 

■都市機能誘導区域の基本的な考え方 【第 12 版 都市計画運用指針（令和５年５月)】 

①基本的な考え方 
◇都市機能誘導区域の制度は、一定のエリアと誘導したい機能、当該エリア内において講じられる支援措置

を事前明示することにより、当該エリア内の具体的な場所は問わずに、生活サービス施設の誘導を図るも
のである。 

◇原則として、都市機能誘導区域は、居住誘導区域内において設定されるものであり、医療・福祉・商業等の
都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提
供が図られるよう定めるべきである。 

②都市機能誘導区域の設定 
◇都市機能誘導区域は、都市全体を見渡し、鉄道駅に近い業務、商業などが集積する地域等、都市機能が一定

程度充実している区域や、周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域等、都市の拠点となる
べき区域を設定することが考えられる。 

◇都市機能誘導区域の規模は、一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩や自転車等によりそれ
らの間が容易に移動できる範囲で定めることが考えられる。 

③留意すべき事項 
◇都市機能誘導区域は、区域内の人口や経済活動のほか、公共交通へのアクセス等を勘案して、市町村の主要

な中心部のみならず、例えば合併前旧町村の中心部や歴史的に集落の拠点としての役割を担ってきた生活
拠点等、地域の実情や市街地形成の成り立ちに応じて必要な数を定め、それぞれの都市機能誘導区域に必
要な誘導施設を定めることが望ましい。 

 

（２）都市機能誘導区域の設定 
 都市機能誘導区域は、上記の都市計画運用指針に示された基本的な考え方に基づき、以下

の STEP１・STEP２により設定します。 

■居住誘導区域の設定に向けたステップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩や自転車等によりそれらの間が容

易に移動できる範囲を設定 

都市機能誘導区域の規模・範囲を設定する STEP２ 

 
 

●鉄道駅に近い業務、商業などが集積する地域等、都市機能が一定程度充実している区域

や、周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域等、都市の拠点となるべき区

域を設定 

都市機能誘導区域を定めるエリアを設定する STEP１ 
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２．都市機能誘導区域の設定 
（１）基本的な考え方 

 都市機能誘導区域は、市民生活において、商業、医療、福祉などの各種サービスを持続的

に提供することを目的として、中心核、地域核等の各エリアの役割に応じて、都市機能の

誘導を図ることが期待される地域に設定するものです。 

 都市機能誘導区域の指定場所は、原則として居住誘導区域内に指定されるものであり、既

存ストックの活用を基本としながら、拠点としての新たな都市機能の立地誘導・促進が期

待される地域に指定されるものと考えます。 

 本市では、前述の「中心核」「地域核」に含まれる居住誘導区域を基本として、下記の３

つの方針に従って、都市機能誘導区域を設定するものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【参考】国の立地適正化計画の手引きでの都市機能誘導区域の考え方 

     
【都市機能誘導区域】として位置づけ 

今の都市機能のストックを活用する。 
 

方針１ 

限られた都市機能の

分散を防ぐため、今

のストックの維持を

前提に、新たな拠点

開発は行わない。 

 

あらゆる機能が集積した 

海老名駅エリアをコアとしたまちの形成 

海老名駅エリアに、 

将来的にも持続的に繋がる交通軸の維持 

■取組イメージ ■活動イメージ 

市民は、海老名駅エ
リアに行けば必要
なあらゆる活動が
できる。 

機能集約の程度により、都市機能誘導区域の差をつける。 
 

方針２ 

海老名駅ほどでない

が、都市機能が充実

し地域拠点化してい

る場合、機能充実を

図る区域と設定。 

 

駅＋機能集積のあるエリアの 

“準”都市機能誘導の位置付け 

準誘導区域内の拠点駅までの 
徒歩・自転車アクセス性の向上 

■取組イメージ ■活動イメージ 

地域核となる 
エリア内では 
高いサービスが 
受けられる。 
 

居住誘導区域の全エリアで生活必需機能※を維持する。 
 

方針３ 

全ての居住誘導区域

は、今のストックを

維持し、最低限の機

能を確保。 

 

スーパー、診療所等の日常必需機能の 

既存ストックを維持 

■取組イメージ ■活動イメージ 

都市機能誘導区域
でなくても、日常生
活はエリア内でで
きる。 
。 

※生活必需機能：市民全てが、市内生活を送るために必要な機能。  
スーパー、診療所を想定。（保育、介護など特定者へのサービス 
 を対象外とするイメージ） 

居住誘導区域
として最低限
の機能を維持 

【都市機能 
 誘導区域】 
 として 
 位置づけ 

-
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 都市づくりの基本方針（P.●）に位置付けられた「中心核」である海老名駅周辺と、「地域

核」である厚木駅周辺とさがみ野駅周辺を対象に、都市機能誘導区域を設定します。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 下記の２つの方針に従い、「中心核」「地域核」を対象とし、都市機能誘導区域の規模・範

囲を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

STEP１ 都市機能誘導区域を定めるエリアを設定する 

●鉄道駅に近い業務、商業などが集積する地域等、都市機能が一定程度充
実している区域や、周辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い
区域等、都市の拠点となるべき区域を設定 

STEP２ 都市機能誘導区域の規模・範囲を設定する 

●一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩や自転車等によ
りそれらの間が容易に移動できる範囲を設定 

あらゆる活動が可能となる「中心核」を形成する 方針１ 

■区域のイメージ ■活動イメージ 

市民は、海老名駅
周辺に行けば、あ
らゆる活動ができ
る。 

既存の都市機能の
維持と、さらなる
機 能 集 積 を 前 提
に、市役所周辺地
区を含めた区域を
設定。 

市役所周辺地区における既存の都市機能
の維持とさらなる機能集積を図る区域 

海老名駅周辺を中心とした既存の都市機
能の維持とさらなる機能集積を図る区域 

中心核ほどでない
が、ある程度の活
動ができるよう、
都市機能の維持と
集積を図る区域を
設定。 

さがみ野駅と厚木
駅周辺では、生活
に十分な活動がで
きる。 

■区域のイメージ ■活動イメージ 
生活に十分な活動が可能となる「地域核」を形成する 

中心核と連動して都市機能の維持・集積
を図る区域 

市街地の広がりを考慮した範囲における
都市機能の維持・集積を図る区域 

方針２ 
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（２）設定フロー 
 都市機能誘導区域の設定については、前頁で示した３つの方針に従い、既存の都市機能の

ストックを活用する前提とした上で、10 エリアの居住誘導区域に対して、以下のフロー

に従って都市機能誘導区域の設定の必要性を判断しています。 

 都市機能誘導区域については、本市のこれまでの都市計画に照らし、誘導区域として想定

されるエリア内の「商業系用途地域」に指定することを基本とします。 

 

■都市機能誘導区域の設定フロー 

※居住誘導区域のみのエリアですが、全ての市民が必要な生活必需機能（買い物、通院） 

 に関しては、できる限り確保を図ります。 

都市機能誘導区域として指定し、 

必要な機能を補足するための支援を 

展開します。 

都市機能誘導区域 中心核 
■対象 海老名駅エリア 
■取組 不足する都市機能の誘致 
 歩行者、自転車、公共交 
  通の交通環境の充実 
 

都市機能誘導区域 地域核 
■対象 さがみ野駅エリア 
 厚木駅エリア 
■取組 駅周辺（商業系用途）へ 
  の都市機能の集積 
 歩行者、自転車の交通環 
  境の充実 

Yes 
必要な都市機能の大半を有しているか  条件 

１ 

今後の過剰な支援を展開しなくても、都市機能誘導区域

として一定の機能が実現できる。 

生活必需機能は有しているか  条件 
２ 

全ての市民が生活に必要な、買い物、通院の施設がエリ

ア内にあることで、最低限の活動が担保される。 

No 

駅周辺かつ商業系用途の指定があるか  条件 
３ 

単に生活必需機能があるだけでなく、機能集積の“場”

が交通経路上にあることで、拠点性が生まれる。 

Yes 

No 

Yes 

No 

対象外 生活必需機能の誘致 
■対象 社家・門沢橋エリア 
 下今泉エリア 
■取組 不足する生活必需機能の 
  誘致 
 （最低限の活動機会を担保）
 

対象外 生活必需機能の維持 
■対象 柏ケ谷エリア 
 国分寺台エリア 
 国分エリア 
 杉久保エリア 
 上今泉エリア 
■取組 既存の生活必需機能を 
  維持 
 （最低限の活動機会を担保） 

-
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 「中心核」を形成する海老名駅周辺においては、市役所周辺地区を含む範囲を対象とし、

一定程度の用途・規模の建築物（都市機能）の立地が許容される第二種住居地域、近隣商

業地域、商業地域、準工業地域を都市機能誘導区域として設定します。 

 

■「中心核」海老名駅周辺における都市機能誘導区域の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※以下の区域は、都市機能誘導区域から除外します。 

・土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地崩壊防止工事が完了している区域は

除く） 

  

方針１ あらゆる活動が可能となる「中心核」を形成する 

土地区画整理事業の進捗に合わせて用途地域の見直しを行います。 
地域核となる厚木駅と隣接するため、中心核と地域核をつなぐよう
な役割が期待されます。 
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 「地域核」を形成するさがみ野駅周辺と厚木駅周辺については、一定程度の用途・規模の

建築物（都市機能）の立地が許容される近隣商業地域を都市機能誘導区域として設定しま

す。 

 なお、さがみ野駅南側については、一体的な土地利用による都市機能の集積を図るため、

一部準工業地域を含む区域を設定します。 

 

■「地域核」さがみ野駅周辺における都市機能誘導区域の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

※以下の区域は、都市機能誘導区域から除外します。 

・土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地崩壊防止工事が完了している区域は

除く）  

方針２ 生活に十分な活動が可能となる「地域核」を形成する 

一体的な土地利用
による都市機能の
集積を図ります。 
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■「地域核」厚木駅周辺における都市機能誘導区域の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※以下の区域は、都市機能誘導区域から除外します。 

・土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域（急傾斜地崩壊防止工事が完了している区域は

除く） 
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（３）各エリアの都市機能のストックについて 
 居住誘導区域 10 エリアについて、商業機能、医療機能等の種別に、既存の都市機能のス

トックを整理します。 

 
 

■商業機能 
 

 

 

■医療機能 
 

 
※海老名総合病院は、中心核①海老名駅エリアの機能を補完する施設であるため、対象とした。 

 

■行政機能（集会機能含む） 
 

 
 

※海老名市役所は、中心核①海老名駅エリアの機能を補完する施設であるため、対象とした。 

-
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■子育て機能 
 

 

※えびなこどもセンターは、中心拠点①海老名駅エリアの機能を補完する施設であるため対象とした。 

※北部子育てセンターは 2019 年 4 月に上今泉エリア内に立地予定。 

※下今泉及び杉久保エリアの保育園は、市街化調整区域内の立地であるが、居住誘導区域に隣接するため対象

とした。 
 

■介護福祉施設 
 

 

※老人福祉センターは、市域南端の市街化調整区域内の本郷地区に立地し、どの居住誘導区域からも離れてい

るため、上表には反映されない。 
 

■文化・スポーツ機能 
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３．誘導区域のまとめ 
（１）誘導区域の設定について 

 居住誘導区域と、中心核（海老名駅周辺）、地域核（さがみ野駅周辺、厚木駅周辺）に設定

した都市機能誘導区域は下図の通りです。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

居住誘導区域から除外する区域 

※以下の区域は、都市機能誘導区域
から除外します。 

・土砂災害特別警戒区域、急傾斜地
崩壊危険区域（急傾斜地崩壊防止
工事が完了している区域は除く） 
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３．誘導区域の方向性（各エリアのまとめ） 
（１）誘導区域の指定について 

 居住誘導区域と、中心核、地域核と位置付けた海老名駅、さがみ野駅、厚木駅を含む都市

機能誘導区域について、４つの地域イメージと組み合わせて整理すると下図の通りです。 

 なお、海老名駅エリアの南に広がる一般保留区域については、【備える】10 年の中で居住

誘導区域及び都市機能誘導区域に編入し、増加する人口及び新たな都市機能の受け皿とし

て活用する予定です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般保留区域について 
・市役所及び総合病院を含む一般保

留区域は、将来的には、海老名駅エ

リアと連動した都市機能誘導区

域・居住誘導区域とする予定です。 

・今後、住宅系用途を中心とする用

途地域等の整理を行うとともに、

既存の拠点に不足する都市機能の

収容を想定します。 

 

-
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（２）居住誘導区域・都市機能誘導区域の面積について 
 居住誘導区域、都市機能誘導区域の面積については下表のとおりです。 

 

種  別 面  積 備  考 
市域面積 2,659 ha  

都市計画区域 2,659 ha  
市街化区域（A) 1,479 ha 都市計画区域の 55.6％ 

居住誘導区域 1,256 ha  市街化区域(A)の 84.9％ 
市街化調整区域 1,180 ha 都市計画区域の 44.4％ 

都市機能誘導区域 127 ha 市街化区域(A)の 8.6％ 
 

 

（３）居住誘導区域の人口について 
 市内人口は 2020 年（令和２年）国勢調査時点で 136,516 人であり、このうち 90.8％

にあたる 123,996 人が居住誘導区域に含まれています。 

 居住誘導区域内の人口密度は 99.4 人/ha と高く、国の都市計画運用指針（第 10 版）の

【土地の高度利用を図るべき区域の住宅用地の人口密度 100 人/ha 以上】に近い水準に

あります。計画期間終了時の人口（2040 年：市人口ビジョン予測値）がさらに増加する

と予想される本市では、将来の人口密度もさらに高くなることが想定されます。 
 

■現状の人口密度 
 

種別 人口密度 備考 
都市計画区域 51.3 人/ha 人口 136,516 人（令和２年国勢調査より） 
 うち市街化区域（A） 86.2 人/ha 人口 127,458 人（エリア内に含まれるメッシュ人口の合計値） 
 うち市街化調整区
域 

7.7 人/ha 人口   9,058 人（エリア内に含まれるメッシュ人口の合計値） 
居住誘導区域 99.4 人/ha 人口 123,996 人（エリア内に含まれるメッシュ人口の合計値） 

 

■【参考】将来の人口密度（都市計画区域内） 
 

種別 人口密度 備考 
2030 年（令和 12 年）
時点 

55.0 人/ha 人口 146,245 人（市人口ビジョン予測値。社人研推計約 12.9 万人※） 
2040 年（令和 22 年）
時点 

56.2 人/ha 人口 149,567 人（市人口ビジョン予測値。社人研推計約 12.4 万人※） 
※国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）より 
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（２）居住誘導区域・都市機能誘導区域の面積について 
 居住誘導区域、都市機能誘導区域の面積については下表のとおりです。 

 なお、本市では【備える】期間内に、一般保留区域（39.4ha）の市街化区域編入を予定

しています。計画策定段階では一般保留区域を含まない面積（居住誘導区域 1,218ha※）

を基本としますが、計画期間内での一般保留区域の編入を見越して、下表では２つの面積

を掲載しています。 

※一般保留区域を含む場合は 1,258ha（一般保留区域の面積は小数点切上げ） 
 

種別 面積 備考 
市域面積 2,659 ha 可住地面積 2,581 ha 

都市計画区域 2,659 ha 全域が“県央都市圏域”に含まれる 

一般保留 
区域 

含まない 

市街化区域（A) 1,440 ha 都市計画区域の 54.2％ 
 居住誘導区域 1,218 ha  市街化区域(A)の 84.6％ 
市街化調整区域 1,219 ha 都市計画区域の 45.8％ 

一般保留 
区域 
含む 

市街化区域（B) 1,480 ha 都市計画区域の 55.7％ 
 居住誘導区域 1,258 ha  市街化区域(B)の 85.0％ 
市街化調整区域 1,179 ha 都市計画区域の 44.3％ 

都市機能誘導区域 85 ha 市街化区域(A)の 5.9％ 
 ※左地図での都市機能誘導区域（商業系用途） 

 

（３）居住誘導区域の人口について 
 市内人口は 2015 年（平成 27 年）国勢調査時点で 130,190 人であり、このうち 90.3％

にあたる 117,607 人が居住誘導区域（一般保留区域含まない）に含まれています。 

 居住誘導区域内の人口密度は 96.6 人/ha と高く、国の都市計画運用指針（第 10 版）の

【土地の高度利用を図るべき区域の住宅用地の人口密度 100 人/ha 以上】に近い水準に

あります。計画期間終了時の人口がほぼ現状程度と予想される本市では、将来の人口密度

も同程度に保持されると考えます。 

 一般に立地適正化計画では、市街化区域に対して大幅なコンパクト化が求められますが、

過去の都市計画での居住集積が一定の効果を発揮してきた本市では、本計画期間中にさら

なるコンパクト化を図ることは困難であると判断しています。 
 

■現状の人口密度 
 

種別 人口密度 備考 
都市計画区域 49.0 人/ha 人口 130,190 人（平成 27 年国勢調査より） 
 うち市街化区域（A） 84.4 人/ha 人口 121,539 人（エリア内に含まれるメッシュ人口の合計値） 
 うち市街化調整区
域 

7.1 人/ha 人口 8,651 人  （エリア内に含まれるメッシュ人口の合計値） 
居住誘導区域 96.6 人/ha 人口 117,607 人（エリアに含まれるメッシュ人口の合計値） 

 

■【参考】将来の人口密度（都市計画区域内） 
 

種別 人口密度 備考 
2015 年（平成 27 年）
時点 

49.2 人/ha 人口 130,721 人（市人口ビジョン予測値。社人研推計約 13.0 万人
※） 2025 年（平成 37 年）

時点 
51.3 人/ha 人口 136,492 人（市人口ビジョン予測値。社人研推計約 13.1 万人

※） 2035 年（平成 47 年）
時点 

49.4 人/ha 人口 131,282 人（市人口ビジョン予測値。社人研推計約 12.6 万人
※）） ※国立社会保障・人口問題研究所 日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）より 
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４．誘導施設の設定方針 
（１）誘導施設（都市機能増進施設）とは 

 「誘導施設」とは、都市再生特別措置法第 81 条において、「都市機能誘導区域ごとにそ

の立地を誘導すべき都市機能増進施設（医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居

住者の共同の福祉または利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与す

るもの。）」と定義しています。国の手引きでは、誘導施設のイメージとして以下の内容が

示されています。 

■都市機能誘導区域ごとに想定される機能のイメージ  
機能 中心拠点 地域／生活拠点 

行政 

機能 

■中枢的な行政機能 

例．本庁舎 

■日常生活を営む上で必要となる行政窓口機能等 

例．支所、福祉事務所など各地域事務所 

介護 

福祉 

機能 

■市内全域の市民を対象とした高齢者福祉の指

導・相談の窓口や活動の拠点となる機能 

例．総合福祉センター 

■高齢者の自立した生活を支え、又は日々の介護、

見守り等のサービスを受けることができる機能 

例．地域包括支援センター、在宅系介護施設 等 

子育て 

機能 

■市内全域の市民を対象とした児童福祉に関する

指導の窓口や活動の拠点となる機能 

例．子育て総合支援センター 

 

■子どもを持つ世代が日々の子育てに必要なサー

ビスを受けることができる機能 

例．保育所、こども園、児童クラブ、子育て支援

センター、児童館 等 

商業 

機能 

■時間消費型のショッピングニーズなど、様々な

ニーズに対応した買い物、食事をする機能 

■日々の生活に必要な生鮮品、日用品等の買い回

りができる機能 

医療 

機能 

■総合的な医療サービス（二次医療）を受けるこ

とができる機能 

例．病院 

■日常的な診療を受けることができる機能 

例．診療所 

金融 

機能 

■決済や融資などの金融機能を提供する機能 

例．銀行、信用金庫 

■日々の引き出し、預け入れなどができる機能 

例．郵便局 

教育・ 

文化 

機能 

■市民全体を対象とした教育文化サービスの拠点

となる機能 

例．文化ホール、中央図書館 

■地域における教育文化活動を支える拠点となる

機能 

例．図書館支所、社会教育センター 
出典：立地適正化計画の手引き（国土交通省 都市局 都市計画課 令和５年３月改訂） 

（２）誘導施設の検討 
 誘導施設を検討するにあたり、中心核と地域核ごとに、誘導施設となり得る施設に対して、

立地適正化の基本方針（P.●）から施設配置の考え方を整理し、誘導施設としての要否を

検討しました。さらに、誘導施設として【必要】と判断した機能が、都市機能誘導区域内

に立地しているかを整理しました。 

 また、誘導施設として【必要】と判断した機能については、都市機能誘導区域内への立地

有無によって、以下の類型に設定します。 

・既に立地している場合：都市機能の維持を目的に「機能維持型」と位置付けます。 

・現時点で立地していない場合：新たな都市機能の創出を目的に「機能誘導型」と位置 

付けます。 

 
 
 

-
1
0
1
-
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①中心核（海老名駅周辺） 
 立地適正化の基本方針では、中心核を以下のとおり設定しています。（P.●再掲） 

・全市及び広域から集客する商業・業務機能に加え、飲食や娯楽、高次医療や保育、文化活動などを、多く

の市民がサービスを享受できるよう、既存のストックを活用し、さらなる機能強化を図ります。 

・また、市民生活を支える行政の主たる機能の集積を図ります。 

・市民の全てが気軽に中心核にアクセスできるよう、鉄道やバスを活用した高サービス水準の交通軸を形成

し、持続的な運行が維持されるよう努めます。 

■中心核における現状把握と基本方針から必要な機能の整理 
 

機能 
想定される 

誘導施設 

【誘導施設としての要否】 

と施設配置の考え方 

【都市機能誘導区域内の 

施設有無】と施設名 
分類 

行政 

機能 

市役所 【必要】 

行政機能を代表する施設であり、 

市民の利便性を考慮します。 

【○】 

市役所 

機能 
維持型 

介護 

福祉 

機能 

総合福祉センター 【必要】 

高齢者福祉の中心的施設で、高齢者

全体の利便性を考慮します。 

【○】 

総合福祉会館 

機能 
維持型 

子育て 

機能 

子育て総合支援セ

ンター 

【不必要】※1 

子育てを支える施設として、地域ご

とや身近な範囲に配置すべき施設と

します。 

－ － 

商業 

機能 

店舗面積 

10,000 ㎡超の複

合商業施設 

【必要】 

市内外から多くの人が集まる施設で

あるため、その利便性を考慮します。 

【○】 

海老名駅周辺に立地する複

合商業施設 

機能 
維持型 

医療 

機能 

病床数が 200 床

以上の病院 

【必要】 

高次医療機能を有し、医療の中核を

担う地域医療支援病院※2などで、市

内外からの利便性を考慮します。 

【○】 

海老名総合病院 

機能 
維持型 

金融 

機能 

銀行、信用金庫 【必要】 

金融等を担い、多くの人が利用する

施設であるため、その利便性を考慮

します。 

【○】 

海老名駅周辺に立地する各

銀行、信用金庫 

機能 
維持型 

教育 

文化 

機能 

文化ホール、中央

図書館 

【必要】 

市民の教育と文化の活動拠点であ

り、市民全体と市外からの利便性を

考慮します。 

【○】 

文化会館、中央図書館 

機能 
維持型 

美術館、博物館、観

覧場など 

【必要】 

広域的な集客により、交流や賑わい

を創出するとともに、市のシンボル

となることを考慮します。 

【×】 機能 
誘導型 

大学、専門学校 【必要】 

広域から若年層が集い、まちの賑わ

いに資することから、その利便性を

考慮します。 

【×】 機能 
誘導型 

 ※１立地適正化の基本方針では、保育機能を中心核に誘導すべき施設と位置付けていますが、子育てしやすい

環境づくりの面から日常生活圏での配置が必要と判断し、核に捉われない施設としています。 

※２地域医療支援病院：紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、第一線の地域

医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、地域医療の確保

を図る病院として相応しい構造設備等を有するもの（該当病院：海老名総合病院） 

-
1
0
2
-
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②地域核（厚木駅周辺、さがみ野駅周辺） 
 立地適正化の基本方針では、地域核を以下のとおり設定しています。（P.●再掲） 

・鉄道を活用し、周辺住民が通勤・通学を含めた様々な活動で集まることができ、またその移動経路上で買

い物等の立ち寄りができるよう、生活必需機能や保育等のサービスが受けられる機能の集積を図ります。 

■地域核における現状把握と基本方針から必要な機能の整理 
 

機能 
想定される 

誘導施設 

【誘導施設としての要否】 

と施設配置の考え方 

【都市機能誘導区域内の 

施設有無】と施設名 
分類 

行政 

機能 

支所、福祉事務所

など各地域事務所 

【不必要】 

身近に利用できる公共施設として、

分散すべき施設とします。 

－ － 

介護 

福祉 

機能 

地域包括支援セン

ター、在宅系介護

施設、コミュニテ

ィサロン 等 

【不必要】 

高齢者の利用目的に応じて利用する

施設であることから、身近な範囲に

配置すべき施設とします。 

－ － 

子育て 

機能 

保育所、こども園、

児童クラブ、子育

て支援センター、

児童館 等 

【不必要】※1 

子育てを支える施設として、地域ご

とや身近な範囲に配置すべき施設と

します。 

－ － 

商業 

機能 

食品スーパー 

(3,000 ㎡超の店

舗) 

【必要】 

市内の広範からの利便性を考慮しま

す。 

厚木駅周辺 

【 】  

機能 

さがみ野駅周辺 

【○】 

相鉄ローゼンさがみ野店 

機能 
維持型 

医療 

機能 

病床数が 200 床

未満の病院 

【必要】 

市内広範の医療を支える施設であ

り、その利便性を考慮します。 

厚木駅周辺 

【×】 

機能 
誘導型 

さがみ野駅周辺 

【○】 

さがみ野中央病院 

機能 
維持型 

診療所 【不必要】 

身近な範囲に配置すべき施設としま

す。 

－ － 

金融 

機能 

郵便局 【必要】 

郵便・金融等を担い、多くの人が利

用する施設であるため、その利便性

を考慮します。 

厚木駅周辺 

【×】 

機能 
誘導型 

さがみ野駅周辺 

【×】 

銀行、信用金庫 【必要】 

金融等を担い、各種の事業活動を支

え、また多くの人が利用する施設で

あるため、その利便性を考慮します。 

厚木駅周辺 

【×】 

機能 
誘導型 

さがみ野駅周辺 

【○】 

さがみ野駅周辺に立地する

各銀行、信用金庫 

機能 
維持型 

教育 

文化 

機能 

図書館支所、社会

教育センター 

【不必要】 

市域を網羅するよう配置すべき施設

とします。 

－ － 

 ※１立地適正化の基本方針では、保育機能を地域核に誘導すべき施設と位置付けていますが、子育てしやすい

環境づくりの面から日常生活圏での配置が必要と判断し、核に捉われない施設として【不必要】とします。 

 

-
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（３）誘導施設の設定 
 これまでの検討を踏まえ、下表のとおり、誘導施設を設定します。 

■誘導施設の設定と定義  

誘導施設 

【中心核】 

海老名駅 

周辺 

【地域核】 

厚木駅・さがみ

野駅周辺 

定義 

行政 

機能 
市役所 ●   地方自治法第４条第1項 

介護 

福祉 

機能 

総合福祉会館 ●   海老名市総合福祉会館条例 

商業 

機能 
商業施設 

● 

店舗面積 

10,000㎡超 

● 

店舗面積 

3,000㎡超 

大規模小売店舗立地法第２条第2項 

医療 

機能 

病院 

 

● 

病床数 

200床以上 

● 

病床数 

200床未満 

医療法第１条の５第1項 

金融 

機能 

銀行 

信用金庫等 
● ● 

銀行法第2条第1項 

信用金庫法第４条・労働金庫法第６条 

教育 

文化 

機能 

文化ホール、中央

図書館 
●   

海老名市文化会館条例 

図書館法第2条 

美術館、博物館、観

覧場など 
●   博物館法第2条 

大学（サテライト

キャンパス含む）、

専門学校等の教育

機関 

●   学校教育法第1条 
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Ⅴ 機能誘導施策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

本市の立地適正化計画において新たに指定します。 
【居住誘導区域】及び、 
【都市機能誘導区域】の機能を高めるため、 
地域の特性を踏まえた機能誘導の施策が必要です。 
えびな未来創造プラン 2020、都市計画マスタープラン等 
の関連施策を踏まえながら、 
【居住誘導】【都市機能誘導】の視点で 
具体的な施策を推進します。 
また、市域各所から、中心核である 
海老名駅へのアクセスが求められることから、 
【交通軸の形成】の視点でも具体的な施策を推進します。 
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Ⅴ 機能誘導施策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本市の立地適正化計画において新たに指定する 
【居住誘導区域】10 エリア及び、 
【都市機能誘導区域】３エリアの機能を高めるため、 
地域の特性を踏まえた機能誘導の施策が必要です。 
本市総合計画、都市計画マスタープラン等の関連施策を 
踏まえながら、【居住誘導】【都市機能誘導】の視点で 
具体的な施策を推進します。 
また、各エリアから、中心核である 
海老名駅エリアへのアクセスが求められることから、 
【交通軸の形成】の視点でも具体的な施策を推進します。 
 

-
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１．機能誘導施策の枠組み 
 居住誘導区域及び都市機能誘導区域について、本計画の目標像及び基本方針を実現する

ための施策を推進します。なお各方針及び関連する施策の具体的な内容は、次頁より方

針ごとに整理します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

方針③ 過度にクルマに依存することなく暮らせる、強固な交通軸をつくる 
 中心核・地域核となる鉄道駅では、

駅前広場整備やそれに伴う周辺開発

が進められ、これを契機に交通拠点

としての機能強化が期待されます。 

一方、バスによる移動が主体となる

地域では、持続可能なバス交通軸を

形成することが期待されます。 

そのため、駅の交通拠点機能の強化

と、バスによる交通軸の形成を推進

していきます。 

施策 F-イ バスを支える道路交通環境づくり 

施策 F-ア 持続的なバス交通軸づくり 

施策 F-ウ 中心核と地域を繋ぐバス拠点づくり 

施策 E-イ 地域核の交通拠点づくり 

Ｅ-交通 
交通の 
拠点 
づくり 

Ｆ-交通 
持続的な 
交通軸 
づくり 

施策 E-ウ 中心核の回遊性を高める交通環境づくり 

施策 E-ア 中心核のターミナル機能づくり 

人口減少時代においてメリハリのあ

る居住地を形成し、今のコミュニテ

ィを将来に渡り維持していくことが

必要です。 

そのために、今暮らしている人々が

将来に渡り引き続き「住み続けられ

る」定住促進を図るとともに、良好

な宅地を提供し、まちの暮らしやす

さをアピールしながら「住みたくな

る」転入促進を図るプロジェクトを

推進していきます。 

A-居住 
居住の 
「場」 
づくり 

Ｂ-居住 
暮らしの 
「環境」 
づくり 

施策 A-ア 三世代近居・同居のしくみづくり 

施策 A-イ 新たな居住の場づくり 

施策 A-ウ 空き家・空き地等活用のしくみづくり 

施策 B-ウ みんながつながる地域コミュニティづくり 

施策 B-ア 育てる・学ぶ環境づくり 

施策 B-イ いきいき健康環境づくり 

方針① 人口減少時代でもコミュニティを維持できる「まとまり」ある居住地をつくる 
 

中心核の海老名駅周辺、地域核の厚

木駅周辺・さがみ野駅周辺について

は、魅力的で活力ある拠点を形成し

ていくことが必要です。 

そのために、海老名駅周辺における

市役所周辺地区を含めたさらなる都

市基盤の整備や、厚木駅・さがみ野

駅における都市基盤の改善を進めな

がら、既存の都市機能の維持と新た

な都市機能の集積を図ります。 

Ｃ-都市 
賑わい 
の核 
づくり 

Ｄ-都市 
集い 
の核 
づくり 

施策 C-ア 賑わいの場づくり 

施策 C-イ 賑わいの中心核づくり 

施策 C-ウ 企業誘致プロモーション 

施策 D-ア 集いの場づくり 

施策 D-ウ 企業誘致プロモーション 

施策 D-イ 集いの地域核づくり 

方針② 「何でもそろう」賑わい・集いの核をつくる 
 

方針④ 生命(いのち)と暮らしを守るまちをつくる  （※詳細は、防災指針 P.●） 
 居住誘導区域をはじめ、市域におい

て想定される災害リスクついては、

市民の安全性を確保することが必要

です。 

そのため、地域住民や事業者の協力

を得るとともに、国や県と連携を図

りながら、災害ハザードエリアにか

かる居住地を中心に、市域全体にわ

たりハード・ソフト両面で対策を図

り、防災・減災に努めます。 

施策 H-イ 防災体制の充実 

施策 H-ア 意識啓発のしくみづくり 

施策 H-ウ 防災設備等の維持・管理 

施策 G-イ 防災・減災に向けた基盤づくり 

G-防災 
防災・減
災対策の
充実 

H-防災 
地域 
防災力 
の向上 

施策 G-ウ 都市機能継続のしくみづくり 

施策 G-ア 危険回避のしくみづくり 
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１．機能誘導施策の枠組み 
 居住誘導区域及び都市機能誘導区域について、本計画の目標像及び基本方針を実現するた

めの施策を推進します。なお各方針及び関連する施策の具体的な内容は、次頁より方針ご

とに整理します。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

方針① 人口減少時代でもコミュニティを維持できる「まとまり」ある居住地をつくる 
 

人口減少時代においてメリハリのあ

る居住地を形成し、今のコミュニテ

ィを将来に渡り維持していくことが

必要です。 

そのために、今暮らしている人々が

将来に渡り引き続き「住み続けられ

る」定住促進を図るとともに、良好な

宅地を提供し、まちの暮らしやすさ

をアピールしながら「住みたくなる」

転入促進を図るプロジェクトを推進

していきます。 

方針② 「何でもそろう」賑わい・集いの核と、「すぐそこにある」暮らしの拠点をつくる 
 

中心核の海老名駅、地域核の厚木駅・

さがみ野駅を都市機能の核として、

都市機能誘導を図り、魅力的で活力

ある拠点を形成していくことが必要

です。 

一方で、今ある地域の都市施設を維

持し、歩いて暮らせる身近な地域で

生活環境を整えることも、高齢化社

会の進行の中で期待されています。 

そのために、拠点機能の強化と地域

での生活必需機能の維持を推進して

いきます。 

方針③ 過度にクルマに依存することなく暮らせる、強固な交通軸をつくる 
 

各エリアの拠点となる鉄道駅では、

駅前広場整備やそれに伴う周辺開発

が進められ、これを契機に交通拠点

としての機能強化が期待されます。 

一方、バスに依存する居住エリアで

は、今も将来も残り続ける、強固なバ

ス交通軸を形成することが期待され

ます。 

そのため、駅の交通拠点機能の強化

と、バスによる交通軸の形成を推進

していきます。 

Ｃ-都市 
賑わい・ 
集いの場 
づくり 

Ｄ-都市 
身近な 
生活の場 
づくり 

A-居住 
居住の 
「場」 
づくり 

Ｂ-居住 
暮らしの 
「環境」 
づくり 

Ｆ-交通 
持続的な 
交通軸 
づくり 

Ｅ-交通 
交通の 
拠点 
づくり 

施策 C-ア 賑わいの中心核づくり 
 
施策 C-イ 集いの地域核づくり 
 
施策 C-ウ 企業誘致プロモーション 
 

施策 D-ア かかりつけ施設の維持・誘致 
 
施策 D-イ 子育て・教育の場づくり 
 
施策 D-ウ 医療・介護・福祉の場づくり 
 

施策 A-ア 三世代近居・同居のしくみづくり 
 
施策 A-イ 新たな居住の場づくり 

施策 A-ウ 空き家・空き地等活用のしくみづくり 

施策 B-ウ みんながつながる地域コミュニティづくり 
 

施策 B-ア 育てる・学ぶ環境づくり 
 
施策 B-イ いきいき健康環境づくり 
 

施策 F-イ バスを支える道路交通環境づくり 
 

施策 F-ア 持続的なバス交通軸づくり 
 

施策 F-ウ 都心と地域を繋ぐバス拠点づくり 
 

施策 E-ア 中心核のターミナル機能づくり 
 
施策 E-イ 地域核の交通拠点づくり 
 
施策 E-ウ 都心回遊性を高める交通環境づくり 
 

-
1
0
6
-
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２．具体施策の内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■【備える】10 年、【保つ】10 年での目指す姿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■リーディングプロジェクト 三世代近居・同居支援プロジェクト（施策 A-ア） 
 
 
 
 
 

一般保留区域の市街化区域編入等を推進し、
増加する人口の受け皿を創りつつ、居住誘導
区域内の住環境の向上と、区域外の居住抑制
の実行性のある手法を構築する段階。 
 

■すべきことは… 

①一般保留区域の市街化区域編入等、人口増
加に応じた受け皿をつくる 

②居住誘導区域内への世代を超えた居住促進
に取り組む 

③人口減少を見据え区域外の居住抑制のしく
みをつくる 

居住誘導区域内の居住促進と、区域外の居住
拡散の抑制を徹底しながら、区域内の人口密
度を維持し、まちに現存するコミュニティを
保つ段階。 
 
 
 

■すべきことは… 

①三世代近居・同居による世代を超えた定住
を図る 

②区域外の居住拡散の徹底した抑制を図る 
③備えの 10 年で創った基盤の維持を図る 

人口減少時代でも 
コミュニティを維持できる「まとまり」ある居住地をつくる 

方針 

① 
【備える】10 年の後、人口減少に転じても、地域のコミュニティが維持されるまちづく

りを進めることが必要です。 

そのために、今の居住者が住み続けられるよう定住促進を図るとともに、子育てや教育、

福祉等の視点からの良好な宅地の提供と、暮らしやすさのアピール等を通じた、転入促進

を図るプロジェクトを推進していきます。 

とくに、次代に繋がる定住促進に向け、リーディングプロジェクトとして、三世代近居・

同居プロジェクトを展開していきます。 

まちの形を【保つ】10 年 元気なうちに【備える】10 年 次
の
１
０
年
へ
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
【居
住
】を
継
承 

■ねらい 

・親･子･孫の三世代の近居、同居を推進し、子
育てや介護、日々の生活を家族同士で補いあ
う住環境をつくります。 

・市にとっても、複数世代が同じまちに暮らす
ことで、世代を超えた長いスパンでの人口密
度の維持に繋がります。 

 

■取組イメージ 

・居住誘導区域内の親世代の近傍への、市外や
誘導区域外に暮らす子世代の転入を支援しま
す。 

・孫世代を含めて、世代を超えた区域内居住を
つなげていきます。 
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２．具体施策の内容 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■【備える】10 年、【保つ】10 年での目指す姿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■リーディングプロジェクト 三世代近居・同居支援プロジェクト（施策 A-①） 
 
 
 
 
 

一般保留区域の市街化区域編入等を推進し、増
加する人口の受け皿を創りつつ、居住誘導区域
内の住環境の向上と、区域外の居住抑制の実行
性のある手法を構築する段階。 
 

■すべきことは… 

①一般保留区域の市街化区域編入等、人口増加
に応じた受け皿をつくる 

②誘導区域内の世代を超えた居住促進に取り
組む 

③人口減少を見据え区域外の居住抑制のしく
みをつくる 

居住誘導区域内の居住促進と、区域外の居住拡
散の抑制を徹底しながら、区域内の人口密度を
維持し、まちに現存するコミュニティを保つ段
階。 
 
 
 

■すべきことは… 

①三世代近居・同居による世代を超えた定住を
図る 

②区域外の居住拡散の徹底した抑制を図る 
③備えの 10 年で創った基盤の維持を図る 

方針① 
人口減少時代でも 
コミュニティを維持できる「まとまり」ある居住地をつくる 

方針 

① 
【備える】10 年の後、人口減少に転じても、地域のコミュニティが維持されるまちづく

りを進めることが必要です。 

そのために、今の居住者が住み続けられるよう定住促進を図るとともに、子育てや教育、

福祉等の視点からの良好な宅地の提供と、暮らしやすさのアピール等を通じた、転入促進

を図るプロジェクトを推進していきます。 

とくに、次代に繋がる定住促進に向け、リーディングプロジェクトとして、三世代近居・

同居プロジェクトを展開していきます。 

まちの形を【保つ】10 年 元気なうちに【備える】10 年 次
の
１
０
年
へ
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
【居
住
】を
継
承 

■ねらい 

・親･子･孫の三世代の近居、同居を推進し、子
育てや介護、日々の生活を家族同士で補いあ
う住環境をつくります。 

・市にとっても、複数世代が同じまちに暮らす
ことで、世代を超えた長いスパンでの人口密
度の維持に繋がります。 

 

■取組イメージ 

・居住誘導区域内の親世代の近傍への、市外や
誘導区域外に暮らす子世代の転入を支援しま
す。 

・孫世代を含めて、世代を超えた区域内居住を
つなげていきます。 

 -
1
0
7
-



 

102 

 

【居住】Ａ 居住の「場」づくり 

施策Ａ-ア 三世代近居・同居のしくみづくり 
 親世代・子世代・孫世代が身近に暮らせるよう、子育て世帯や市内に就業する若者世代

の「近居・同居」の転入を支援し、互いに子育てや介護を支えあうことができる環境を

つくることで、世代を超えた定住を促進します。 
 

関連する主な事業 事業の概要 
 三世代同居支援リフォーム助成金 
【住宅まちづくり課】 

○三世代家族の増加と、子育て世代の定住促進を図るた
め、リフォーム費用の一部を補助する。 

 木造住宅耐震診断・改修補助 
【住宅まちづくり課】 

○耐震化の促進を図るため、旧耐震基準の木造住宅に対し、
耐震診断、耐震改修や解体工事費用の一部を補助する。 

 若者定住促進事業 
【住宅まちづくり課】※R2 年度完了 

○若者（学生）の定住を図るため、定住する意思のある学
生に対し、賃貸住宅の月額家賃の一部を補助する。 

 

新たに展開した事業 事業の概要 
①三世代同居・近居の定住促進 

／住宅取得支援事業補助金 
（近居・同居支援型）【住宅まちづくり課】 

○子世帯が新たに親世帯と近居又は同居を開始するために
築 10 年以上の中古住宅を取得する際の費用の一部を補
助する。 

 

今後、新たに展開・検討する予定の取組 

○三世代同居・近居の定住促進に向けた支援の拡充を行う。 

施策Ａ-イ 新たな居住の場づくり  
 今後も一定程度の人口増加が見込まれ、中心核である海老名駅周辺を中心に居住の場と

してのニーズが高まると想定されることから、まち全体の活力の源として、新たな居住

の場づくりを進めます。 

 都市機能誘導区域以外の居住誘導地域においては、今あるストックを活用し、未来に継

承するための、生活必需機能の維持に繋がる取組を展開します。 

関連する主な事業 事業の概要 

 一般保留区域の事業化【都市計画課】 ○市役所周辺地区の市街化区域編入を行う。 

 都市計画制度等の活用によるまちづくり
推進【都市計画課】 

○新たな市街地の形成や無秩序な開発を抑制するため、都
市計画制度を活用したまちづくりを進める。 

 商店街活性化に向けた個別支援事業 
【商工課】 

○商店街が自ら設置した施設に対し財政支援をすることに
より、商店街の負担軽減を図るとともに、地域の安全に
寄与する。 

○商店街のにぎわいづくりを支援する。 
 

新たに展開した事業 事業の概要 
①居住誘導区域外での開発行為などの届出

制【都市計画課】 
 

○海老名駅周辺等における市街化区域編入
による新たな居住の場の創出 

【都市計画課】 

○線引き（区域区分）見直し、用途地域・地区計画の指
定、居住誘導区域の拡大 

 

今後、新たに展開・検討する予定の取組 
○居住誘導区域における地区計画の活用や用途地域の見直しに関する研究・検討を行う。 
○線引き（区域区分）見直し、用途地域・地区計画の指定による居住誘導区域の拡大を行う。 
○大型商業施設と商店街がそれぞれの特色を活かし、ともに発展することで、地域経済が活性化し、に

ぎわいが創出されるために必要となる支援を図る。 
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【居住】Ａ 居住の「場」づくり 

 施策Ａ-ア 三世代近居・同居のしくみづくり 
 親世代・子世代・孫世代が間近に暮らすことで、お互いに子育てや介護を支えあう環境を

つくり、世代を超えた定住を促進します。 

 若い子育て世帯の「近居・同居」の転入支援策を図るとともに、親子孫の全世代が地域コ

ミュニティに入りやすい支援のしくみをつくります。 
 

関連する主な現行事業（中心となる事業課） 新たに展開する事業 

 三世代同居支援リフォーム助成金（住宅公園課） 

 若者定住促進事業（住宅公園課、学び支援課） 

 木造住宅耐震診断・改修補助（まちづくり指導課） 
                    …等 

①三世代同居・近居の定住促進 
（転入費用の一部補助等） 

②身近な「かかりつけ施設」※の維持事業 
 ※かかりつけ施設 子育て、通院、買い物等で、 
  世代を跨いで使い続ける特定施設のこと。 
 

 

施策Ａ-イ 新たな居住の場づくり 
 人口が今後も増え続ける本市では、中心核である海老名駅周辺を中心に居住の場としての

ニーズが高まり続けています。 

 市役所周辺の一般保留区域のまちづくりに合わせた居住・都市機能誘導区域の拡大を図り、

まち全体の活力の源として、新たな居住の場をつくります。 
 

関連する主な現行事業（中心となる事業課） 新たに展開する事業 

 一般保留区域の事業化（都市計画課） 

 都市計画制度等の活用によるまちづくり推進 
 （都市計画課） 
                    …等 

①居住誘導区域内の準工業地域の整序化 

②住宅団地の外縁に広がる既存宅地の整序化 

③居住誘導区域外での開発行為などの届出制 
 ※居住誘導区域外の区域での住宅開発等に 
  関する届出制度。詳細は p.90 を参照。 

 

施策Ａ-ウ 空き家・空き地等活用のしくみづくり 
 住宅団地内の空き家、駅周辺に分散する低未利用地（駐車場、空き地等）は、適切に活用

しなければ、まちの縮退を目立たせてしまう要因となります。 

 都市のスポンジ化対策（p.89 参照）に資する取組として、空き家の改築支援や、居住者

向けの個人農園としての貸付、空き家等を活用したコミュニティ活動拠点の検討等、居住

の「場」を形成するインセンティブとして有効活用するためのしくみをつくります。 
 

関連する主な現行事業（中心となる事業課） 新たに展開する事業 

 空き家・空き地の適正管理（住宅公園課） 

 空き家活用促進リフォーム事業（住宅公園課） 

 市民農園関連事業（農政課） 
                    …等 

①休耕田等を活用した農地付き住宅の提供 

②空き家・空き地活用に向けた情報発信 
 （空き家バンク等） 

③都市のスポンジ化対策に資する空き家・空き地 
 活用の研究（コミュニティ活動支援等） 

-
1
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施策Ａ-ウ 空き家・空き地等活用のしくみづくり 
 空き家や低未利用地（駐車場、空き地等）は、適切に活用しなければ、市街地としての

魅力を低下させる要因となります。 

 空き家・空き地の利活用に資する取組として、空き家の改築支援や空き家・空き地等を

活用したコミュニティ活動拠点の検討等、居住の「場」を形成するインセンティブとし

て有効活用するためのしくみをつくります。 

 海老名市空き家等対策計画に則し、空き家等の利活用や適正管理に向けて施策を展開し

ます。 

関連する主な事業 事業の概要 

 空き家・空き地の適正管理 
【住宅まちづくり課】 

○空き家の無料相談会や適正管理を促す通知の発送を行
う。 

 空き家活用促進リフォーム事業 
【住宅まちづくり課】 

○空き家の利活用を促進するとともに、住環境の向上及び
市内への定住促進を図るため、空き家を活用しようとす
る者に対し、リフォーム費用の一部を補助する。 

 市民農園関連事業【農政課】 
○遊休農地の有効活用と市民への余暇提供及び農業への興

味・理解の促進を図るため、地権者から借りた農地を市
民農園として貸し出す。 

 

新たに展開した事業 事業の概要 

①住宅取得支援事業補助金 
（近居・同居支援型、子育て世帯支援型） 
【住宅まちづくり課】 

○空き家の発生予防及び中古住宅の流通を促進するととも
に、転入及び定住の促進を図りつつ、地域で支え合う住
環境を実現するため、住宅の取得費用の一部を補助す
る。 

②空き家の無料相談会【住宅まちづくり
課】 

○市と空き家対策の協定を締結している関連団体と連携
し、空き家の解消への一助となることを目的に相談会を
開催する。 

○空き家所有者等が「不動産の売買や賃貸」「行政手続
き」「相続や不動産の登記」などの専門家へ相談できる
機会を提供する。 

③空き家・空き地活用に向けた情報発信 
／空き家バンクの運用 

【住宅まちづくり課】 

○空き家等の利活用を促進するため、空き家の所有者、利
活用希望者をマッチングする仕組みである空き家バンク
を運用する。 

 

今後、新たに展開・検討する予定の取組 

○多様化するライフスタイルへの対応など、空き家の活用に向けた改修費用の支援を行う。 
○不動産関連団体との連携による中古住宅の市場把握と、流通促進方法に関する検討を行う 
○地域活性化につながる空き家の跡地利用を促進するための、地域に開放する「憩いの場としての広

場」「駐車場」等の利用が予定されている空き家の取り壊しに関する費用の支援を行う。 
○地域の住民が集まり、多世代で交流ができるような地域の遊び場、集会所をはじめとする空き家を活

用した地域交流拠点など、住宅以外の用途への転用・利用に関する支援を行う。 

-
1
0
9
-
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【居住】Ｂ 暮らしの「環境」づくり 

施策Ｂ-ア 育てる・学ぶ環境づくり  
 出産、子育ての希望をかなえるため、子どもの成長段階にあった保育、教育環境を提供

し、地域で子育てを支援していくことが必要です。 

 親の世代から子世代、孫世代まで、地域でずっと暮らしていくことができるように、子

育て・教育の場を充実するとともに、子育て支援策等を拡充していきます。 

関連する主な事業 事業の概要 

 えびなこどもセンターの活用 
【こども育成課】 

○子ども関連の窓口を１つに集約した「えびなこどもセン
ター」で、妊娠・出産から、保育園・幼稚園、義務教育
まで、ライフステージに合わせた切れ目ない子育て支援
を行う。 

 母子保健等子育て支援の充実 
【こども育成課】 

○市の子育て支援施策推進のため、子ども子育て支援事業
計画を策定し、計画に則った子育て支援を行う。 

 えびなっ子の居場所づくり事業 
【学び支援課】 

○海老名市児童健全育成対策（放課後児童クラブ）事業補
助金を支給する。 

 保育・教育施設の適正配置の検討 
【営繕課、教育総務課】 

○保育需要を見極めながら教育・保育施設の充実を図り、
保護者や園児が安心して預けられる・過ごせる環境づく
りに努める。 

 

新たに展開した事業 事業の概要 

①地域の保育機能拡充に資する施設立地・
サービス拡充支援／保育所整備事業 

【保育・幼稚園課、こども育成課】 
 

○海老名駅周辺への認可保育所整備を進め、待機児童を解
消する。 

②老朽化した保育施設の改築支援 
／公立保育所改修事業 

・保育対策総合支援事業 
【保育・幼稚園課】 

○公立保育所における大規模な改修、民間保育所に対する
改修の補助を行う。 

 

今後、新たに展開・検討する予定の取組 

○安全性を向上させ、さらにより多くの世代の人に親しまれる憩いの場としての公園機能についての研
究を行う。 

○保育需要を見極めた教育・保育施設の充実、保護者や園児が安心して預けられる・過ごせる環境づく
りを行う。 
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【居住】Ｂ 暮らしの「環境」づくり 

 施策Ｂ-ア 育てる・学ぶ環境づくり 
 若者の結婚、出産、子育ての希望をかなえるため、子どもの成長段階にあった保育、教育

環境を提供し、地域で子育てを支援していくことが必要です。 

 親の世代から子世代、孫世代まで、地域でずっと暮らし、子育てをしていくことができる

ように、子育て支援策を拡充していきます。 
 

関連する主な現行事業（中心となる事業課） 新たに展開する事業 

 えびなこどもセンターの活用（こども育成課等） 

 母子保健等子育て支援の充実（こども育成課等） 

 えびなっ子の居場所づくり事業（学び支援課等） 
                    …等 

①子どもの遊びに適した公園・広場等の充実 

②時代に即した「かかりつけ保育」のサービス拡充 

③自治体による婚活支援「街コン」等の実施 

 

施策Ｂ-イ いきいき健康環境づくり 
 いつまでも元気なまま、健康に暮らし続けられる環境をつくることは、市の負担する医療

費の高騰を抑え、まちの活力を保つために必要です。 

 高齢者福祉の充実を、「介護」「予防」「医療」「生活支援」「住まい」の５つの支援の視点か

ら推進し、健康寿命の延伸に繋がる施策を展開します。 
 

関連する主な現行事業（中心となる事業課） 新たに展開する事業 

 地域包括ケアシステムの深化・推進 
 （地域包括ケア推進課） 

 生きがい活動・就業の支援（地域包括ケア推進課） 

 介護予防支援サービス事業 
 （地域包括ケア推進課）        …等 

①シニアスポーツの推進 

②シニアボランティア活動の推進 
 （活動拠点づくり等） 

③介護付きマンション等の誘致促進 

 

施策Ｂ-ウ みんながつながる地域コミュニティづくり 
 日々の安全・安心で暮らしやすい環境の実現には、地域に暮らす人々同士がつながり、相

互に支えあえる地域コミュニティをつくることが大切です。 

 まちの人々が集まることのできる施設の充実や、地域イベント等の支援など、地域コミュ

ニティの形成に向けた施策を展開します。 
 

関連する主な現行事業（中心となる事業課） 新たに展開する事業 

 えびな市民活動支援センターの活用 
 （市民活動推進課） 

 コミュニティセンターのリニューアル 
 （地域づくり課等） 

 市民活動団体への補助（市民活動推進課等）…等 

①地域イベントの活動支援（補助、用地貸出、広報支援等） 

②避難訓練等の地域防災活動の支援（補助、指導者派遣等） 

③コミュニティセンターの機能の充実 

④運動公園整備、新たな文化ゾーンの創出（文化会
館エリア）等による大規模集会機能の充実 
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施策Ｂ-イ いきいき健康環境づくり  
 高齢化が進行する中で、高齢者が安心して暮らすことができる医療・福祉・介護の場を

提供しながら、いつまでも元気で健康に暮らし続けられる環境をつくることは、市の負

担する医療費負担を抑え、まちの活力を保つために必要です。 

 高齢者福祉の充実を、「介護」「予防」「医療」「生活支援」「住まい」の 5 つの支援の視点

から推進し、健康寿命の延伸に繋がる施策を展開します。 

関連する主な事業 事業の概要 

 地域包括ケアシステムの深化・推進 
【地域包括ケア推進課】 

○関連機関との連携や地域資源の活用、地域での支え合い
の仕組みづくりにより、「医療」「介護」「介護予防」「住
まい」「自立した日常生活の支援」が包括的に確保、提
供される「地域包括ケアシステム」の深化・推進を図
る。 

 生きがい活動・就業の支援 
【地域包括ケア推進課】 

○趣味を通じて、学習や創造の喜びを得るとともに、仲間
と知り合うきっかけづくりの場とすることを目的に、各
種教室を開催就業の支援として、市内全域を担当する就
労的活動支援コーディネーターを配置し、高齢者の就労
支援の充実を図る。 

 介護予防支援サービス事業 
【地域包括ケア推進課】 

○要介護状態になることを予防するとともに、要介護状態
になった場合においても、可能な限り地域において自立
した日常生活を営むことができるように支援する。 

 介護・福祉施設の適正配置の検討 
【地域包括ケア推進課】 

○介護・福祉施設の適正配置を検討する。 

 

新たに展開した事業 事業の概要 

①シニアスポーツの推進／元気 65 
【文化スポーツ課】 

○高齢者（65 歳以上）の体力の低下防止と健康の維持・
増進を図ることを目的として、プール利用料やトレーニ
ング機器利用料の助成を行う。 

②シニアボランティア活動の推進 
／介護ボランティアポイント事業（えび
な元気推お裾分けクラブ） 

【地域包括ケア推進課】 

○高齢者がボランティア活動を通して地域貢献することを
奨励及び支援し、高齢者自身の社会参加活動を通した介
護予防を推進する。 

 

今後、新たに展開・検討する予定の取組 

○地域医療連携に資する施設立地・サービス拡充支援を行う。 
○老朽化した医療・介護・福祉施設の改築支援を行う。 
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施策Ｂ-ウ みんながつながる地域コミュニティづくり 
 日々の安全・安心で暮らしやすい環境の実現には、地域に暮らす人々同士がつながり、

相互に支えあえる地域コミュニティをつくることが大切です。 

 まちの人々が集まることのできる施設の充実や、地域イベント等の支援など、地域コミ

ュニティの形成に向けた施策を展開します。 
 

関連する主な事業 事業の概要 

 えびな市民活動支援センターの活用 
【市民活動推進課】 

○市民の自主的な参加によって行われる非営利的な活動を
支援するとともに、市民が各種活動を通じ相互の交流を
深める場を提供し、豊かな地域社会の形成に寄与する。 

 コミュニティセンターのリニューアル 
【市民活動推進課】 

○建設から 25 年程度を経過したコミセン・文化センター
のリニューアルを実施する。 

 市民活動団体への補助 
【地域づくり課】 

○海老名市市民参加条例に基づき、公益的な市民活動を行
う団体の事業を財政的に支援する。 

 

新たに展開した事業 事業の概要 

①避難訓練等の地域防災活動の支援 
【危機管理課】 

○自治会単位で組織された自主防災組織による自主防災訓
練、自主防災組織から推薦された防災指導員に対しての
訓練指導等を行う。 

 

今後、新たに展開・検討する予定の取組 

○各自治会の自主的活動への継続した支援による、地域住民の自治意識の向上と自治会の円滑な運営を
図る。 

○活発な地域交流と市民活動の支援による、更なる地域コミュニティの促進と醸成を行う。 
○公共施設再編（適正化）計画及び個別施設計画による、高齢者や子育て等の機能を付加した施設（複

合化）の検討（コミュニティセンターの機能充実）を行う。 
○海老名市の文化交流拠点整備に向けた検討を行う。 
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■各施策を展開する地域のイメージ 

 居住誘導に関する各施策は、基本的には全ての区域を対象として取り組みます。 

 ただし、海老名駅など拠点駅周辺で進む新たな宅地開発や、空き家・空き地の問題の発生状

況などを勘案し、施策 A-イに取り組む区域を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中心核

海老名駅周辺 さがみ野駅周辺 厚木駅周辺

施策Ａ-ア
三世代近居・同居のしくみづくり ○ ○ ○ ○

施策Ａ-イ
新たな居住の場づくり ○ ○

施策Ａ-ウ
空き家・空き地等活用のしくみづくり ○ ○ ○ ○

施策B-ア
育てる・学ぶ環境づくり ○ ○ ○ ○

施策B-イ
いきいき健康環境づくり ○ ○ ○ ○

施策B-ウ
みんながつながる地域コミュニティづくり ○ ○ ○ ○

都市機能誘導区域

地域核

居住誘導区域
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■各施策を展開する地域のイメージ 

 居住誘導に関する各施策は、基本的には全ての区域に対して展開するものと考えます。 

 なお、海老名駅など拠点駅周辺に進む新たな宅地開発や、空き家・空き地の問題の発生状況な

どを勘案し、施策 A-イ、A-ウについては、重点的に進める区域を設定しています。 

 

■各施策と展開する地域の組み合わせの考え方 
 

中心核

施策名

①
海
老
名
駅

②
さ
が
み
野

　
駅

③
厚
木
駅

④
柏
ケ
谷

⑤
国
分
寺
台

⑥
国
分

⑦
下
今
泉

⑧
上
今
泉

⑨
社
家
・

　
門
沢
橋

⑩
杉
久
保

施策Ａ－ア
三世代近居・同居のし
くみづくり

〇 ◎ 〇 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎

施策Ａ－イ
新たな居住の場づくり ◎ ○

施策Ａ－ウ
空き家・空き地等活用
のしくみづくり

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

施策Ｂ－ア
育てる・学ぶ環境づくり ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

施策Ｂ－イ
いきいき健康環境づくり ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

施策Ｂ－ウ
みんながつながる地域
コミュニティづくり

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◎中心的な取組　　○補足的な取組

地域核 市街地居住 郊外居住

都市機能誘導

B
 
暮
ら
し
の

「
環
境

」
づ
く
り

枠組

居
住

A
 
居
住
の

「
場

」

づ
く
り

居住誘導区域

施策名 ◎中心的な取組 ○補足的な取組

施策Ａ－ア
三世代近居・同居のし
くみづくり

高齢者密度が高く、かつ比較的住宅地の
中に空き家など余剰地が目立つ地域。
大規模住宅団地を基本に設定。

全ての居住誘導区域に設定。

施策Ａ－イ
新たな居住の場づくり

大規模な集合住宅が複数棟立地するな
ど、居住地としての都市構造が大きく変化
する場所（海老名駅周辺）を設定。

【備える】10年のうちに再開発が進行し、集
合住宅の立地が期待できる場所（厚木駅
周辺）を設定。

施策Ａ－ウ
空き家・空き地等活用
のしくみづくり

－
空き家・空き地は、居住誘導区域内全体と
して対応を図るものとし、全域に設定。

施策Ｂ－ア
育てる・学ぶ環境づくり

文化、教育、子育てなどの拠点施設を集約
することを前提に、海老名駅を設定。

幼稚園・保育園、小中学校など、基本的な
子育て・教育機能は全ての居住誘導区域
に設定。

施策Ｂ－イ
いきいき健康環境づくり

高次の医療、福祉介護など、都市機能とし
て集約するため、中心核、地域核を設定。

診療所など身近な場所での健康づくりに繋
がる施設は、全ての居住誘導区域に設定。

施策Ｂ－ウ
みんながつながる地域
コミュニティづくり

大規模な集会施設など、コミュニティ形成
の中心拠点は海老名駅周辺を設定。

各地区のコミュニティセンターなど、地域の
集まりが開催できる環境は、全ての居住誘
導区域に設定。

枠組

居
住

A
 

居
住
の

「
場

」
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り

B
 

暮
ら
し
の

「
環
境

」
づ
く
り

-
1
1
3
-



 

108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■【備える】10 年、【保つ】10 年での目指す姿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■リーディングプロジェクト  
         何でもそろう賑わい・集いの核の形成プロジェクト（施策 C-ア、D-ア） 

 
 
 
 
 

海老名駅周辺のさらなる市街地整備、厚木
駅・さがみ野駅の再開発により、都市機能集
積の受け皿を創り、都市機能の誘導を図る段
階。 
 

■すべきことは… 

①市役所周辺地区の市街地整備や一般保留区
域の市街化区域編入による中心核の拡充 

②厚木駅・さがみ野駅再開発に伴う地域核の
形成 

余裕のある受け皿を活用して誘導した都市機
能が集積し・維持され、中心核＋地域核を形
成して地域を支えていく段階。 
 
 
 

■すべきことは… 

①望ましい都市機能の誘導に資する支援 
②持続的な事業経営に繋がる支援の検討 
③用途地域変更など都市計画の見直しの検討 

「何でもそろう」賑わい・集いの核をつくる 
方針 

② 
中心核の海老名駅周辺、地域核の厚木駅周辺・さがみ野駅周辺を賑わいや集いの核とし

て、商業、医療、文化、教育、子育てなどあらゆる都市機能がそろう、魅力的で活力ある

拠点として形成していくことが必要です。 

賑わい・集いの核として、また生活の場として必要な都市機能を、適切に整備・維持・改

善する取組を進めます。 

とくに、リーディングプロジェクトとして、海老名駅周辺、厚木駅周辺・さがみ野駅周辺

が相互に補完しあう、賑わい・集いの核を形成する取組を進めていきます。 

まちの形を【保つ】10 年 元気なうちに【備える】10 年 次
の
１
０
年
へ
、
時
代
に
あ
っ
た
【都
市
機
能
】を
継
承 

■ねらい 

・海老名駅周辺において、市役所周辺の新たな
市街地を活用した都市機能強化の受け皿をつ
くるとともに、鉄道でつながる地域核を形成
することで、何でもそろう魅力的な市街地を
形成します。 

 

■取組イメージ 

・市役所周辺地区の市街地整備や一般保留区域
の市街化区域編入により、海老名駅周辺の都
市機能集積の場を確保し、中心拠点としての
価値を高めます。 

・厚木駅、さがみ野駅の再開発に合わせて地域
核を形成し、中心核を補完する都市機能を中
心に集積を図ります。 

。 

中心核・地域核形成前のイメージ 

中心拠点＋地域拠点で余裕のある受け皿をつくると･･･ 

余地が不足ぎみ 

主要駅周辺以外で
の集積は少ない 

行政、医療等の 
機能が区域外に 

新たな機能が集積 

行政、医療等の 
機能が区域内に 
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■【備える】10 年、【保つ】10 年での目指す姿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■リーディングプロジェクト  
         何でもそろう賑わい・集いの核の形成プロジェクト（施策 A-①、A-②） 

 
 
 
 
 

一般保留区域の編入、厚木駅・さがみ野駅の再
開発に合わせた地域の拠点化を図り、都市機能
集積の受け皿を創り、都市施設の誘致を図る段
階。 
 

■すべきことは… 

①一般保留区域の都市機能誘導区域の編入 
 と誘致 
②厚木駅・さがみ野駅再開発に伴う地域核の 
 形成 
③各エリアの生活必需機能の維持方策の展開 
 

中心核＋地域核の余裕のある受け皿を活用し
て誘致した都市施設が実際に整備され、拠点と
して地域を支えていく段階。 
 
 
 

■すべきことは… 

①望ましい都市施設の整備促進に資する支援 
②持続的な事業経営に繋がる支援の検討 
③用途地域変更など都市計画の見直しの検討 
 

方針① 
「何でもそろう」賑わい・集いの核と、 
「すぐそこにある」暮らしの拠点をつくる 

方針 

② 
中心核の海老名駅、地域核の厚木駅・さがみ野駅を賑わいや集いの核として、商業、医

療、文化、教育、子育てなどあらゆる都市機能がそろう、魅力的で活力ある拠点として形

成していくことが必要です。一方、暮らしの場から歩いて行ける範囲にある、食品スーパ

ーや診療所などの生活必需機能を維持し、時代に合わせて更新していくことも重要です。 

賑わい・集いの核として、また生活の場として必要な都市機能を、適切に整備・維持・改

善する取組を進めます。 

とくに、リーディングプロジェクトとして、海老名駅、厚木駅・さがみ野駅が相互に補完

しあう、賑わい・集いの核を形成する取組を進めていきます。 

まちの形を【保つ】10 年 元気なうちに【備える】10 年 次
の
１
０
年
へ
、
時
代
に
あ
っ
た
【都
市
機
能
】を
継
承 

■ねらい 

・海老名駅エリアの一般保留区域を活用した都
市機能強化の受け皿をつくるとともに、鉄道
でつながる新たな地域拠点を形成すること
で、何でもそろう魅力的な市街地を形成しま
す。 

 

■取組イメージ 

・一般保留区域の編入により、海老名駅周辺の
都市機能集積の場を確保し、中心拠点として
の価値を高めます。 

・厚木駅、さがみ野駅の再開発に合わせて地域
拠点を形成し、海老名駅周辺に不足する都市
機能を中心に集積を図ります。 

。 

-
1
1
4
-
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【都市】Ｃ 賑わいの核づくり 

施策Ｃ-ア 賑わいの場づくり 
 「中心核」を担う海老名駅周辺は、既に様々な都市機能が集積していますが、さらなる

機能の拡充が必要です。 

 今後、上郷地区への市街地の拡大も視野に、海老名駅周辺の一体的な都市基盤の整備等

に取り組むことで、「賑わいの場」としての機能強化を図ります。 
 

関連する主な事業 事業の概要 

 海老名駅東西一体のまちづくり事業 
【都市計画課】 

○上郷地区の保留設定による海老名駅東西一体のまちづく
りの推進 

 海老名駅中心市街地周辺地区の整備促進
事業【都市計画課】  

 一般保留区域の事業化 
【都市計画課】 ○市役所周辺地区の市街化区域編入を行う。 

 

新たに展開した事業 事業の概要 
①市役所周辺地区の市街地整備の促進事業 
【都市計画課】 ○市役所周辺地区の市街地整備の促進 

施策Ｃ-イ 賑わいの中心核づくり 
 「賑わいの場」として、都市基盤整備が進む海老名駅周辺は、さらなる機能の集積が必

要です。 

 今後、上郷地区への市街地の拡大も視野に、海老名駅周辺へのさらなる都市機能の集積

を進めながら、既存の都市機能を活用した新たなイベント支援等を通じ、「賑わいの中心

核」としての機能強化を図ります。 

 

関連する主な事業 事業の概要 

 商店街活性化に向けた個別支援事業 
【商工課】 

○商店街が自ら設置した施設に対し財政支援をすることに
より、商店街の負担軽減を図るとともに、地域の安全に
寄与する。 

○商店街のにぎわいづくりを支援する。 
 

新たに展開した事業 事業の概要 

①海老名駅周辺での賑わい創出イベント開
催支援 
／えびなイルミネーション事業【商工
課】 

○市と海老名駅周辺事業者等が連携して、イルミネーショ
ンを点灯し、まちの一体化とにぎわい創出を図る。ま
た、イルミネーションを核としながら期間中にその他の
イベントを同時開催し、海老名の冬の風物詩となるよう
目指す。 

 

今後、新たに展開・検討する予定の取組 

○海老名市の文化交流拠点整備に向けた検討を行う。 
○中心核への子育て・福祉・医療等施設誘致支援を行う。※元 C-ア 
○海老名駅周辺での商業機能の向上※元 C-ア 
○大型商業施設と商店街がそれぞれの特色を活かし、ともに発展することで、地域経済が活性化し、に

ぎわいが創出されるために必要となる支援を行う  
○各種団体等との連携による本市の産業振興と持続的発展に向けた多角的な民間企業へのアプローチを

行う。（都市機能誘導に資する民間企業へのプロモーション） 
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【都市】Ｃ 賑わい・集いの場づくり 

 施策Ｃ-ア 賑わいの中心核づくり 
 中心核を担う海老名駅周辺は、既に様々な都市機能が集積しており、このストックを活用

しながら「賑わいの場」の位置付けを強化することが必要です。 

 今後、一般保留区域への拡大も視野に、さらなる機能集積とストックを活用した新たなイ

ベント支援等を通じ、賑わいの中心としての機能強化を図ります。 
 

関連する主な現行事業（中心となる事業課） 新たに展開する事業 

 海老名駅東西一体のまちづくり事業（都市計画課） 

 海老名駅中心市街地周辺地区の整備促進事業 
 （都市計画課） 

 一般保留区域の事業化※再掲（都市計画課） …等 

①海老名駅周辺での商業機能の向上 

②新たな文化ゾーンの創出（文化会館エリア） 

③海老名駅周辺での賑わい創出イベント開催支援 

④都市機能誘導区域外での立地制限の強化 

 ※都市機能誘導区域外での開発行為等に関 
  する届出制度。詳細は p.91 を参照。 
 

 

施策Ｃ-イ 集いの地域核づくり 
 現状では「地域核」としての機能集積が十分でない厚木駅、さがみ野駅は、駅前整備や再

開発等の機会を活かし、「核」の価値を高めることが必要です。 

 高い交通サービスを活用し、駅利用の人々が立ち寄る拠点として、中心核の不足機能をフ

ォローする施設を誘致し、地域核としての価値を高めます。 
 

関連する主な現行事業（中心となる事業課） 新たに展開する事業 

 厚木駅・さがみ野駅の駅前広場整備（市街地整備課） 

 厚木駅南地区市街地再開発事業の推進 
 （市街地整備課）            …等 

①地域核への高次の子育て・福祉・医療等施設 
 誘致支援 

②現状利用に適した準工業地域等の整序化 
 （跡地利用の誘導） 

③空き家・空き店舗の有効活用支援 

 

施策Ｃ-ウ 企業誘致プロモーション 
 中心核、地域核に期待される「賑わい」「集い」の場を形成するためには、市が求める機

能を有する民間企業を誘致することが重要課題です。 

 中心核、地域核の「場」の形成に合わせて、賑わい、集いの場として必要な機能（高次の

商業、医療、介護等）誘致に向けたプロモーションを展開します。 
 

関連する主な現行事業（中心となる事業課） 新たに展開する事業 

 創業支援等事業（商工課） 

                    …等 

①都市機能誘導に資する民間企業へのプロモー 
 ション 

-
1
1
5
-
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施策Ｃ-ウ 企業誘致プロモーション 
 中心核に期待される「賑わい」の場を形成するためには、市が求める機能を有する民間

企業を誘致することが重要です。 

 中心核の「場」の形成に合わせて、賑わい場として必要な機能（商業、医療、介護等）

誘致に向けたプロモーションを展開します。 

関連する主な事業 事業の概要 

 創業支援等事業【商工課】 
○市と創業支援等事業者（商工会議所・金融機関等）が連

携して創業支援等事業を実施する。（例 相談窓口の設
置、講座、セミナーの開催等） 

 

新たに展開した事業 事業の概要 

－ － 
 

今後、新たに展開・検討する予定の取組 

○各種団体等と連携し、本市の産業振興と持続的発展に向けて、多角的なアプローチを行う。 
 

 

 

【都市】Ｄ 集いの核づくり 

 施策Ｄ-ア 集いの場づくり 
 厚木駅、さがみ野駅は、「地域核」としての機能集積に向けた都市基盤の改善が必要です。 

 地域の人々が集える拠点として、駅前整備や再開発等に取り組むことで、「集いの場」と

しての機能強化を図ります。 

関連する主な事業  事業の概要 
 厚木駅・さがみ野駅の駅
前広場整備 
【市街地整備課】 

 
○交通結節機能の強化を図るため、

駅前広場整備を推進する。 

 厚木駅南地区市街地再開
発事業の推進 

【市街地整備課】 

 
○地域交流拠点として駅前の市街地

に相応しいまちづくりを進める。 
 

新たに展開した事業 事業の概要 

①現状利用に適した準工業地域等の整序化 
（跡地利用の誘導）【都市計画課】 

○地区計画の活用や用途地域の見直しについて研究・検討
する。 

 
 

-
1
1
6
-
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施策Ｄ-イ 集いの地域核づくり 
 「集いの場」として都市基盤の改善を進める厚木駅、さがみ野駅は、さらなる機能の集

積が必要です。 

 利便性の高い公共交通機能の活用とともに、都市基盤の改善に合わせながら、地域の市

民生活を支える施設を誘致し、「集いの地域核」としての機能強化を図ります。 

関連する主な事業 事業の概要 

 商店街活性化に向けた個別支援事業 
【商工課】 

○商店街が自ら設置した施設に対し財政支援をすることに
より、商店街の負担軽減を図るとともに、地域の安全に
寄与する。 

○商店街のにぎわいづくりを支援する。 
 

新たに展開した事業 事業の概要 
②空き家・空き地活用に向けた情報発信 

／空き家バンクの運用 
【住宅まちづくり課】 

○空き家等の利活用を促進するため、空き家の所有者、利
活用希望者をマッチングする仕組みである空き家バンク
を運用する。 

 

今後、新たに展開・検討する予定の取組 

○空き家の利活用を促進する空き家バンクの運用 
○地域で支え合う仕組みづくりや健康で自立した生活を支援する体制づくりを行う。 
○保育需要を見極めた教育・保育施設の充実、保護者や園児が安心して預けられる・過ごせる環境づく

りを行う。 

 

施策 D-ウ 企業誘致プロモーション 
 地域核に期待される「集い」の場を形成するためには、市が求める機能を有する民間企

業を誘致することが重要です。 

 地域核の「場」の形成に合わせて、集いの場として必要な機能（商業、医療、介護等）

誘致に向けたプロモーションを展開します。 

関連する主な事業 事業の概要 

 創業支援等事業【商工課】 
○市と創業支援等事業者（商工会議所・金融機関等）が連

携して創業支援等事業を実施する。（例 相談窓口の設
置、講座、セミナーの開催等） 

 

新たに展開した事業 事業の概要 

－ － 
 

今後、新たに展開・検討する予定の取組 

○各種団体等と連携し、本市の産業振興と持続的発展に向けて、多角的なアプローチを行う。 
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【都市】Ｄ 身近な生活の場づくり 

 施策Ｄ-ア かかりつけ施設の維持・誘致 
 徒歩や自転車で行ける身近な場所に、買い物や保育、医療等の「かかりつけ施設」がある

ことは、親子孫の世代を超えて住み続けられる環境を創り出します。 

 中心核、地域核以外の居住誘導地域において、今あるストックを活用し、未来に継承する

ための、生活必需機能の維持に繋がる取組を展開します。 
 

関連する主な現行事業（中心となる事業課） 新たに展開する事業 

 商店街活性化に向けた個別支援事業（商工課等） 

                    …等 

①生活必需機能の維持に資する支援事業 

②自宅近くの生活施設の積極利用に関する情報 
 提供 

③海老名サービスエリアの地域の拠点化に資する 
 事業 
 

 

施策Ｄ-イ 子育て・教育の場づくり 
 時代に合った良質な子育て・教育の環境をつくり維持することは、親から子、孫世代まで

安心して、海老名市での暮らしを継続するきっかけとなります。 

 保育面での「かかりつけ」として、老朽化する保育施設を改良し、時代に合ったサービス

を提供できる体制を創るなど、子育て・教育の場をつくります。 
 

関連する主な現行事業（中心となる事業課） 新たに展開する事業 

 保育・教育施設の適正配置の検討（企画財政課等） 

 えびなっ子の居場所づくり事業※再掲 

 （学び支援課等）           …等 

①地域の保育機能拡充に資する施設立地・サービス 
 拡充支援 

②老朽化した保育施設の改築支援 

③子どもの遊びに適した公園・広場等の充実※再掲 

 

施策Ｄ-ウ 医療・介護・福祉の場づくり 
 高齢化の進行の中で、今の高齢者が信頼するに足る医療・福祉・介護の場を提供すること

で、将来の子・孫世代に繋がる環境が形成されます。 

 医療・介護・福祉機能強化とともに、高齢者等が活動しやすいまちとして、地域のバリア

フリー化等を推進し、年を重ねても住み続けられる場を創ります。 
 

関連する主な現行事業（中心となる事業課） 新たに展開する事業 

 介護・福祉施設の適正配置の検討 
 （地域包括ケア推進課等） 

                    …等 

①地域医療連携に資する施設立地・サービス拡充 
 支援 

②老朽化した医療・介護・福祉施設の改築支援 

-
1
1
7
-
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■各施策を展開する地域のイメージ 

 都市機能誘導に関する施策のうち「賑わいの核づくり」については、海老名駅周辺において

取り組みます。 

 また、「集いの核づくり」については、さがみ野駅周辺と厚木駅周辺において取り組みます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中心核

海老名駅周辺 さがみ野駅周辺 厚木駅周辺

施策C-ア
賑わいの場づくり ○

施策C-イ
賑わいの中心核づくり ○

施策C-ウ
企業誘致プロモーション ○

施策D-ア
集いの場づくり ○ ○

施策D-イ
集いの地域核づくり ○ ○

施策D-ウ
企業誘致プロモーション ○ ○

都
市
（
都
市
機
能
誘
導
）

 
Ｃ
賑
わ
い
の

 
 
核
づ
く
り

Ｄ
集
い
の

 
 
核
づ
く
り

枠組 施策名

居住誘導区域

都市機能誘導区域

地域核
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■各施策を展開する地域のイメージ 

 都市機能誘導に関する各施策は、「賑わい・集いの場づくり」については、中心核及び地域核

に、生活必需機能に関わる「身近な生活の場づくり」については、市街地居住、郊外居住を含

む全ての居住誘導区域内を対象としています。 

 
 

■各施策と展開する地域の組み合わせの考え方 

 

中心核

施策名

①
海
老
名
駅

②
さ
が
み
野

　
駅

③
厚
木
駅

④
柏
ケ
谷

⑤
国
分
寺
台

⑥
国
分

⑦
下
今
泉

⑧
上
今
泉

⑨
社
家
・

　
門
沢
橋

⑩
杉
久
保

施策Ｃ－ア
賑わいの中心核づくり ◎

施策Ｃ－イ
集いの地域核づくり ◎ ◎

施策Ｃ－ウ
企業誘致プロモーショ
ン

◎ ◎ ◎

施策Ｄ－ア
かかりつけ施設の維
持・誘致

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

施策Ｄ－イ
子育て・教育の場づくり ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

施策Ｄ－ウ
医療・介護・福祉の場
づくり

◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

◎中心的な取組　　○補足的な取組

地域核 市街地居住 郊外居住

居住誘導区域

Ｄ
 
身
近
な
生
活
の

場
づ
く
り

枠組

都
市

C
 
賑
わ
い
・
集
い
の

場
づ
く
り

都市機能誘導

施策名 ◎中心的な取組 ○補足的な取組

施策Ｃ－ア
賑わいの中心核づくり

中心核に相応しい機能を、既存施設の活
用を含め効率よく進めるため、海老名駅周
辺を設定。

－

施策Ｃ－イ
集いの地域核づくり

中心核に不足する機能を補うための施策と
して、厚木駅・さがみ野駅を設定。

－

施策Ｃ－ウ
企業誘致プロモーショ
ン

企業にとっての出店メリットを考慮し、かつ
賑わい創出の観点も含め、中心核・地域核
に集中した事業展開を想定し設定。

－

施策Ｄ－ア
かかりつけ施設の維
持・誘致

－
生活必需機能に関する「かかりつけ施設」
は最寄りにあることが前提のため、全ての居
住誘導区域を設定。

施策Ｄ－イ
子育て・教育の場づくり

教育、子育てなどの拠点施設を集約するこ
とを前提に、中心核、地域核を設定。

幼稚園・保育園、小中学校など、基本的な
子育て・教育機能は全ての居住誘導区域
に設定。

施策Ｄ－ウ
医療・介護・福祉の場
づくり

高次の医療、福祉介護など、都市機能とし
て集約するため、中心核、地域核を設定。

診療所など身近な場所での健康づくりに繋
がる施設は、全ての居住誘導区域に設定。

枠組

都
市

C
 

賑
わ
い
・
集
い

の
場
づ
く
り

Ｄ
 

身
近
な
生
活
の

場
づ
く
り

-
1
1
8
-



Ⅴ 機能誘導施策 

113 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅵ 

Ⅶ 

Ⅷ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■【備える】10 年、【保つ】10 年での目指す姿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■リーディングプロジェクト  
         交通の拠点と交通軸のイメージ（各施策の推進で実現する将来像） 

 
 
 
 
 

交通事業者との協議を進め、10 年後の将来を
見据えた「交通軸の集約化」を検討しなが
ら、拠点周辺の交通環境を順次改善していく
段階。 
 

■すべきことは… 

①交通事業者との協議を経た市内交通網の形
成 

②路線再編による交通軸の形成 

③駅周辺等の交通結節機能の強化 
 

【備える】10 年で概ね形成した交通軸や交通
拠点を活用し、過度にクルマに頼る必要のな
い交通体系を構築し、維持していく段階。 
 

■すべきことは… 

①交通利便性の高いエリアへの居住誘導推進 

②  

③地域公共交通計画の適宜の時点修正の実施 

④交通の IoT 化※に関する研究 
 

過度にクルマに依存することなく暮らせる、 
強固な交通軸をつくる 

方針 

③ 
地域の拠点となる鉄道駅では、駅前広場整備やそれに伴う周辺開発が進められ、これを契

機に交通拠点としての機能強化が期待されます。 

一方、バス等が主たる交通軸となる居住エリアでは、将来も残り続ける、強固なバス交通

軸を形成することが期待されます。そのため、駅の交通拠点機能の強化と、バスによる交

通軸の形成を推進していきます。 

とくに、リーディングプロジェクトとして、海老名駅と南部に広がる郊外部との交通アク

セスの強化を重点的に進めることで、交通軸沿線に暮らす価値を高め、コンパクトな居住

への誘導に資する交通環境を形成します。 

まちの形を【保つ】10 年 元気なうちに【備える】10 年 次
の
１
０
年
へ
、
強
固
な
【
交
通
軸
】
を
継
承 

■ねらい 

・全ての地域から、中心核の海老名駅周辺につ
ながる交通軸をつくり、周辺に暮らす人々
が、過度にマイカーに依存せず、暮らし続け
られる交通環境を提供します。 

 

■取組イメージ 

・鉄道駅の無い地域を中心に、バス拠点となる
場をつくり、「核」とバス拠点を結ぶ交通軸
を形成します。 

・海老名駅周辺は、バリアフリー化等の交通環
境の改善を図りつつ、中心核を循環バスやシ
ェアサイクルで回遊できる交通環境を検討し
ます。 

 

※IoT モノのインターネット化。交通分野では、
   自動運転や運転支援などが代表例。 
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■【備える】10 年、【保つ】10 年での目指す姿 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■リーディングプロジェクト  
         交通の拠点と交通軸のイメージ（各施策の推進で実現する将来像） 

 
 
 
 
 

交通事業者との協議を進め、10 年後の将来を
見据えた「交通軸の集約化」を検討しながら、
拠点周辺の交通環境を順次改善していく段階。 
 

■すべきことは… 

①交通事業者との協議を経た市内交通網の形
成 

②順次の路線再編による交通軸の形成 

③駅周辺等の交通結節機能の強化 
 
 

【備える】10 年で概ね形成した交通軸や交通
拠点を活用し、過度にクルマに頼る必要のない
交通体系を構築し、維持していく段階。 
 

■すべきことは… 

①交通利便性の高いエリアへの居住誘導推進 

②  

③地域公共交通網の適宜の時点修正の実施 

④交通の IoT 化※に関する研究 
 

方針① 
過度にクルマに依存することなく暮らせる、 
強固な交通軸をつくる 

方針 

③ 
各エリアの拠点となる鉄道駅では、駅前広場整備やそれに伴う周辺開発が進められ、これ

を契機に交通拠点としての機能強化が期待されます。 

一方、バスに依存する居住エリアでは、今も将来も残り続ける、強固なバス交通軸を形成

することが期待されます。そのため、駅の交通拠点機能の強化と、バスによる交通軸の形

成を推進していきます。 

とくに、リーディングプロジェクトとして、海老名駅と南部に広がる郊外部との交通アク

セスの強化を重点的に進めることで、交通軸沿線に暮らす価値を高め、コンパクトな居住

への誘導に資する交通環境を形成します。 

まちの形を【保つ】10 年 元気なうちに【備える】10 年 次
の
１
０
年
へ
、
強
固
な
【交
通
軸
】
を
継
承 

■ねらい 

・全ての地域から、中心核の海老名駅周辺につ
ながる交通軸をつくり、周辺に暮らす人々
が、過度にマイカーに依存せず、暮らし続け
られる交通環境を提供します。 

 

■取組イメージ 

・鉄道駅の無い地域を中心に、バス拠点となる
場をつくり、「核」とバス拠点を結ぶ交通軸
を形成します。 

・海老名駅周辺は、バリアフリー化等の交通環
境の改善を図りつつ、広域的な都心部を、循
環バスやシェアサイクルで回遊できる交通環
境を検討します。 

 

※IoT モノのインターネット化。交通分野では、 
   自動運転や運転支援などが代表例。 

 

-
1
1
9
-
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【交通】Ｅ 交通の拠点づくり 

 施策Ｅ-ア 中心核のターミナル機能づくり 
 海老名駅は、将来にわたり、本市の中心的な交通拠点として機能し続けることが期待さ

れます。 

 今後も、本市の交通結節のターミナルとして、鉄道だけでなく、バス、コミュニティバ

ス等の相互乗り換えにも使いやすい機能強化を図ります。 

 

関連する主な事業 事業の概要 

 海老名駅自由通路延伸等交通結節機能強
化【市街地整備課】 

○歩車分離された安全で回遊性のある良好な歩行者空間を
確保する。 

 

新たに展開した事業 事業の概要 
①地域内のバスターミナル機能の強化 

／コミュニティバス運行事業 
【都市計画課】 

○公共交通不便地域の解消を目的としたコミュニティバス
を運行する。 

②地域内のバスターミナル機能の強化 
／バス路線確保維持対策事業 

【都市計画課】 

○海老名駅〜寒川駅間路線バスの運行に係る運行経費の欠
損額を補助する。 

○①、②の事業の中で、路線バス等を含めた乗り継ぎに配
慮する。 

③地域内のバスターミナル機能の強化 
【都市計画課】 

○上記①、②の事業の中で、路線バス等を含めた乗り継ぎ
に配慮する。 

 

今後、新たに展開・検討する予定の取組 
○県内市町村が参画する鉄道輸送力増強促進会議における、鉄道事業者に対する要望を継続する。 
○市内の各駅周辺の都市施設等の開発状況に合わせた、要望内容の精査を行う。 

施策Ｅ-イ 地域核の交通拠点づくり 
 厚木駅周辺、さがみ野駅周辺の「地域核」の価値を高めるためには、充実した公共交通

機能を活用し、多くの人々が立ち寄る交通拠点化を進めることが必要です。 

 駅周辺の再整備や周辺への企業立地を促進するとともに、アクセス性の向上や安全・快

適な空間の形成、駅周辺の混雑緩和及び交通バリアフリー化を進めるなど、拠点性を高

めていく取組を進めます。 

 

関連する主な事業 事業の概要 

 さがみ野駅周辺整備の推進 
【市街地整備課】 

○駅前広場整備や民地内歩行者動線の代替え機を確保す
る。また駅舎部通路の終日通行化を目指す。 

 厚木駅南地区市街地再開発事業の推進 
【市街地整備課】 
 

○地域交流拠点として駅前の市街地に相応しいまちづくり
を進める。 

 

新たに展開した事業 事業の概要 

－ － 
 

今後、新たに展開・検討する予定の取組 
○海老名の地理的特徴や交通の利便性等を強みとした優良企業の新規立地に向けた誘致活動の展開を図

る。 
○地域核周辺の駅前広場・道路整備等による拠点性向上の促進を図る。 
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【交通】Ｅ 交通の拠点づくり 

 施策Ｅ-ア 中心核のターミナル機能づくり 
 海老名駅は、今も拠点性を確実なものとするための事業が展開されていますが、将来も、

本市の中心的な交通拠点として機能し続けることが期待されます。 

 今後、地域の交通結節のターミナルとして、鉄道だけでなく、バス、コミュニティバス等

の相互乗り換えにも使いやすい機能強化を図ります。 
 

関連する主な現行事業（中心となる事業課） 新たに展開する事業 

 海老名駅自由通路延伸等交通結節機能強化 
 （市街地整備課） 
                    …等 

①鉄道の複線化・新駅設置機能強化に資する事業 

②地域内のバスターミナル機能の強化 
 ※路線バス・コミバスの乗り換えダイヤ調整等 

 

施策Ｅ-イ 地域核の交通拠点づくり 
 厚木駅、さがみ野駅の「地域核」の価値を高めるためには、充実した交通サービスを活用

し、多くの人々が立ち寄る交通拠点化を進めることが必要です。 

 駅周辺の再整備や周辺への企業立地を促進するとともに、アクセス性の向上や安全・快適

な空間の形成、駅周辺の混雑緩和及び交通バリアフリー化を進め、拠点性を高めていく取

組を進めます。 
 

関連する主な現行事業（中心となる事業課） 新たに展開する事業 

 さがみ野駅周辺整備の推進（市街地整備課等） 

 厚木駅南地区市街地再開発事業※再掲 

 （市街地整備課等） 

                    …等 

①駅前広場整備に合わせた周辺の民間企業立地の 
 推進 

②地域核周辺の駅前広場・道路整備等による拠点性 
 向上の促進 

 

施策Ｅ-ウ 都心回遊性を高める交通環境づくり 
 海老名駅周辺はペデストリアンデッキ等で繋がっていますが、将来の市役所周辺の一般保

留区域を含めた広域的な「中心核」の形成を見据えると、歩くには距離のある状況となっ

ています。 

 都心部の回遊に適した交通サービス（循環バス、シェアサイクル等）の導入を含め、回遊

性を高めるしくみを検討します。 
 

関連する主な現行事業（中心となる事業課） 新たに展開する事業 

 海老名駅起点の循環バスの検討（都市計画課） 

                    …等 

①一般保留区域を含めた循環バスの事業化 

②シェアサイクル等、都心回遊を支える新たな 
 交通サービス導入に関する研究 

-
1
2
0
-
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施策Ｅ-ウ 中心核の回遊性を高める交通環境づくり 
 海老名駅周辺はペデストリアンデッキ等で繋がっていますが、市役所周辺を含めた「中

心核」の形成を見据えると、歩くには距離のある状況となっています。 

 中心核の回遊に適した交通サービス（循環バス、シェアサイクル等）の導入を含め、回

遊性を高めるしくみを検討します。 

 

関連する主な事業 事業の概要 

 海老名駅起点の循環バスの検討 
【都市計画課】 

○（仮称）地域公共交通拡充事業 コミュニティバスの拡
充の中で、海老名駅周辺の公共施設循環ルートを検討す
る。 

 

新たに展開した事業 事業の概要 

①シェアサイクル等、中心核の回遊を支え
る新たな交通サービス導入に関する研究 
／シェアサイクル実証実験 

【商工課】 

○電動アシスト自転車を利用したシェアサイクルを通じ
て、利用者が地域の魅力を再発見し、にぎわいにつなが
ることを期待するとともに新たな都市交通システムとし
ての有効性などを検証する。 

 

今後、新たに展開・検討する予定の取組 

○コミュニティバスの拡充による海老名駅周辺の公共施設循環ルートの検討を行う。 

 

【交通】Ｆ 持続的な交通軸づくり 

施策Ｆ-ア 持続的なバス交通軸づくり 
 鉄道駅のない郊外居住地では、高齢化が進行する中で、日常的な移動手段として利用で

きる路線バスとコミュニティバスの利便性の確保が課題となっています。 

 路線バス、コミュニティバスの役割を明確にし、持続的なバス交通の軸を形成する取組

を進めます。 

 

関連する主な事業 事業の概要 

 バスの利用促進に資する事業 
【都市計画課】 

○市広報やデジタルサイネージ等を活用した路線バス事業
者の取組等の周知を行う。 

 コミュニティバスの持続的運用・利用促
進【都市計画課】 

○Ｒ5 年 11 月より運賃無料ウィークの実施による利用促
進を図る。 

○高齢者の移動支援を踏まえた交通軸の形成に向けた保健
福祉部との協議を行う。 

 広域連携での路線バスルート再編 
【都市計画課】 

○海老名駅〜寒川駅線路線バスの運行に対する支援を継続
する。 

 

新たに展開した事業 事業の概要 

②交通軸に適した運行サービスに向けた事
業調整【都市計画課】 

※交通軸 JR 相模線同等の１時間３本以上
の本数確保 

○神奈川県鉄道輸送力増強促進会議、相模線複線化等促進
期成同盟会、新幹線新駅設置促進期成同盟会等に参画
し、鉄道事業者への要望を踏まえ運行サービス向上に向
けた取り組みを行う。 

 

今後、新たに展開・検討する予定の取組 
○ぬくもり号の代替措置としてのコミュニティバスの拡充を図る。（海老名駅周辺の公共施設循環ルート

の検討） 
○交通の IoT 化に関する研究（自動運転技術等） 
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【交通】Ｆ 持続的な交通軸づくり 

 施策Ｆ-ア 持続的なバス交通軸づくり 
 鉄道駅のない郊外居住地では、現状として民間バス、コミュニティバスにより移動手段を

確保している状況ですが、バス離れが進む中で、暮らし続けるに足る安定した公共交通の

確保が課題となっています。 

 民間バス、コミュニティバスの役割を明確にし、持続的なバス交通の軸を形成する取組を

進めます。 
 

関連する主な現行事業（中心となる事業課） 新たに展開する事業 

 バスの利用促進に資する事業（都市計画課） 

 コミュニティバスの持続的運用・利用促進 
 （都市計画課） 

 広域連携での路線バスルート再編 
 （都市計画課）            …等 

①民間バス・コミバスを含めた地域公共交通網の 
 再編 

②交通軸に適した運行サービスに向けた事業調整 
 ※交通軸 JR 相模線同等の１時間３本以上の本数確保 

③交通の IoT 化に関する研究（自動運転技術等） 

 

施策Ｆ-イ バスを支える道路交通環境づくり 
 海老名駅周辺の道路では、マイカー利用による朝夕の道路混雑が発生し、路線バス等の定

時性が損なわれる状態も散見されます。 

 将来の公共交通とマイカーの適正利用への誘導を見据えながら、混雑時にバスが優先的に

走行できる道路環境整備等の検討を進めます。 
 

関連する主な現行事業（中心となる事業課） 新たに展開する事業 

※現状は特になし ①定時性・速達性確保に資するバスレーン整備 

②PTPS 等の ITS 技術の研究 
 ※PTPS 公共交通等優先信号 

 

施策Ｆ-ウ 都心と地域を繋ぐバス拠点づくり 
 鉄道駅の無い郊外居住地において、暮らし続けるに足るバス交通基盤を形成するには、将

来に渡り残り続ける明確なバス拠点を位置づけることが必要です。 

 民間バス事業者と連携しながら、操車場等を活用した、地域と都心を結ぶバスの拠点を位

置づけ、将来的に維持し続けられる郊外の交通拠点をつくります。 
 

関連する主な現行事業（中心となる事業課） 新たに展開する事業 

※現状は特になし ①鉄道駅の無いエリアでのバス拠点（トランジット
センター）整備の研究 

②バス拠点周辺での生活必需機能の誘致 
 （機能強化） 

-
1
2
1
-
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施策Ｆ-イ バスを支える道路交通環境づくり 
 海老名駅周辺の道路では、マイカー利用による朝夕の道路混雑が発生し、路線バス等の

定時性が損なわれる状態も散見されます。 

 将来の公共交通とマイカーの適正利用への誘導を見据えながら、混雑時にバスが優先的

に走行できる道路環境整備等の検討を進めます。 
 
 

関連する主な事業 事業の概要 

－ － 
 

新たに展開した事業 事業の概要 

－ － 
 

今後、新たに展開・検討する予定の取組 

○定時性・速達性確保に資するバスレーン整備 
○PTPS 等の ITS 技術の研究 ※PTPS 公共交通等優先信号 

 

施策Ｆ-ウ 中心核と地域を繋ぐバス拠点づくり 
 鉄道駅の無い郊外居住地において、暮らし続けるに足るバス交通基盤を形成するには、

将来に渡り残り続ける明確なバス拠点を位置づけることが必要です。 

 民間バス事業者と連携しながら、操車場等を活用した、各地域と中心核を結ぶバスの拠

点を位置づけ、将来的に維持し続けられる郊外の交通拠点をつくります。 
 
 

関連する主な事業 事業の概要 

－ － 
 

新たに展開した事業 事業の概要 

－ － 
 

今後、新たに展開・検討する予定の取組 

○鉄道駅の無いエリアでのバス拠点（トランジットセンター）整備の研究 
○バス拠点周辺での生活必需機能の誘致（機能強化） 

-
1
2
2
-
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■各施策を展開する地域のイメージ 

 強固な交通軸の形成に関する施策のうち、「交通の拠点づくり」については、海老名駅、厚

木駅、さがみ野駅において、都市機能誘導の促進に資する交通拠点としての魅力の向上を図

ります。 

 また、バス交通軸の形成を中心とした「持続的な交通軸づくり」については、鉄道でのアク

セス性が低い地域と海老名駅のバスターミナルとをバス交通により結ぶための施策を充実し

ていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中心核

海老名駅周辺 さがみ野駅周辺 厚木駅周辺

施策E-ア
中心核のターミナル機能づくり ○

施策E-イ
地域核の交通拠点づくり ○ ○

施策E-ウ
中心核の回遊性を高める交通環境づくり ○

施策F-ア
持続的なバス交通軸づくり ○ ○

施策F-イ
バスを支える道路交通環境づくり ○ ○

施策F-ウ
中心核と地域を繋ぐバス拠点づくり ○ ○

交
通

 
Ｅ
交
通
の
拠
点

 
 
づ
く
り

Ｆ
交
通
持
続
的
な

 
交
通
軸
づ
く
り

枠組 施策名

居住誘導区域

都市機能誘導区域

地域核
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■各施策を展開する地域のイメージ 

 強固な交通軸の形成に関する各施策は、海老名駅、厚木駅、さがみ野駅については、「交通の

拠点づくり」としての施策を充実し、都市機能誘導の促進に資する魅力化を図ります。 

 一方で、バス交通軸の形成を中心とした「持続的な交通軸づくり」については、鉄道でのアク

セス性が低い市街地居住、郊外居住の各エリアと、その受け皿となる海老名駅のバスターミナ

ルとを結ぶ区域での施策を充実していきます。 

 

■各施策と展開する地域の組み合わせの考え方 

 
 

中心核

施策名

①
海
老
名
駅

②
さ
が
み
野

　
駅

③
厚
木
駅

④
柏
ケ
谷

⑤
国
分
寺
台

⑥
国
分

⑦
下
今
泉

⑧
上
今
泉

⑨
社
家
・

　
門
沢
橋

⑩
杉
久
保

施策Ｅ－ア
中心核のターミナル機
能づくり

◎

施策Ｅ－イ
地域核の交通拠点づく
り

◎ ◎

施策Ｅ－ウ
都心回遊性を高める交
通環境づくり

◎ ○

施策Ｆ－ア
持続的なバス交通軸
づくり

◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎

施策Ｆ－イ
バスを支える道路交通
環境づくり

◎ ○ ○ ○ ○ ○

施策Ｆ－ウ
都心と地域をつなぐバ
ス拠点づくり

◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎

◎中心的な取組　　○補足的な取組

都市機能誘導

地域核 市街地居住

居住誘導区域

Ｆ
持
続
的
な

交
通
軸
づ
く
り

郊外居住

枠組

交
通

Ｅ
　
交
通
の
拠
点

づ
く
り

施策名 ◎中心的な取組 ○補足的な取組

施策Ｅ－ア
中心核のターミナル機
能づくり

バスターミナルを有する中心核（海老名駅
周辺）を設定

－

施策Ｅ－イ
地域核の交通拠点づく
り

駅前広場整備やそれに伴う再開発を想定
し、地域核（さがみ野駅、厚木駅）を設定。

－

施策Ｅ－ウ
都心回遊性を高める交
通環境づくり

海老名駅周辺（一般保留区域含む）の広
大な範囲を巡るため、中心核を設定。

－

施策Ｆ－ア
持続的なバス交通軸
づくり

海老名駅と各地域を結ぶ路線のうち、現状
でバスサービスが高く、将来も維持が期待
できるエリアを設定。

施策Ｆ－イ
バスを支える道路交通
環境づくり

道路混雑によるバス遅延等が想定される
海老名駅周辺を中心に設定。

施策Ｆ－ウ
都心と地域をつなぐバ
ス拠点づくり

バスターミナルを有する海老名駅と、バス
路線が集中しバス依存の高い国分寺台、
杉久保の住宅団地を設定。

枠組

交
通

Ｅ
　
交
通
の
拠
点

づ
く
り

Ｆ
持
続
的
な

交
通
軸
づ
く
り

市街地居住・郊外居住のうち、鉄道利用が
不便なエリアを設定。

-
1
2
3
-
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■※詳細は、防災指針 P.●を参照下さい。 
 
 

 

 

 

■都市のスポンジ化への対応について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

生命(いのち)と暮らしを守るまちをつくる 
方針 

④ 

その他の主な施策等 ○ 

 １．低未利用土地の有効活用と適正管理のための指針
等 （１）低未利用土地利用等指針 

空き地・空き家等の低未利用土地が時間的・空間的にランダムに発生する都市のスポンジ

化問題に対応するため、低未利用土地に対しては、適切な管理を促すだけではなく、有効

利用を促すことが必要です。 

また、複数の土地の利用権等の交換・集約、区画再編等を通じて、低未利用土地を一体敷

地とすることにより活用促進につながる場合、低未利用土地の地権者等と利用希望者とを

行政がコーディネートすることなども検討していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）低未利用土地権利設定等促進事業区域 
 （ア）低未利用土地権利設定等促進事業区域の設定 

 都市機能誘導区域又は居住誘導区域 
 

 （イ）低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項 
 促進すべき権利設定等の種類：地上権、賃借権、所有権等 

 立地を誘導すべき誘導施設等：都市機能誘導区域における誘導施設 

     居住誘導区域における住宅 等。 

 利用指針 
■都市機能誘導区域内 
オープンカフェや広場
など、商業施設、医療
施設等の利用者の利便
を高める施設としての
利用を推奨すること 

 

■居住誘導区域内 
リノベーションによる
既存住宅の再生及び良
好な居住環境整備のた
めの敷地統合等による
利用を推奨すること 

 管理指針 
■空き家・空き地等 
空き家・空き地等の管理は、「海老名市空き家及び空き地の適正管理に関する条例」に
基づき、管理不完全な状態にならないよう適正に管理を行うこと。 
管理不全な状態 老朽化、自然災害等による空き家の倒壊等又は空き地への樹木等の
繁茂若しくは建築材料、物品等の堆積により、次のいずれかに該当する状態をいう。  
 ア 人の生命、身体又は財産に被害を与えるおそれのある状態  
 イ 害虫、悪臭等が発生し、著しく衛生上有害となるおそれのある状態  
 ウ 火災又は犯罪を誘発させるおそれのある状態  
 エ 交通に支障を来すおそれのある状態  
 オ 著しく景観を損なっていると認められる状態  
 カ その他市民の生活環境を阻害し、又は阻害するおそれがあると市長が認める状
態 
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■都市のスポンジ化への対応について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 １．低未利用土地の有効活用と適正管理のための指針
等 （１）低未利用土地利用等指針 

空き地・空き家等の低未利用土地が時間的・空間的にランダムに発生する都市のスポンジ

化問題に対応するため、低未利用土地に対しては、適切な管理を促すだけではなく、有効

利用を促すことが必要です。 

また、複数の土地の利用権等の交換・集約、区画再編等を通じて、低未利用土地を一体敷

地とすることにより活用促進につながる場合、低未利用土地の地権者等と利用希望者とを

行政がコーディネートすることなども検討していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）低未利用土地権利設定等促進事業区域 
 （ア）低未利用土地権利設定等促進事業区域の設定 

 都市機能誘導区域又は居住誘導区域 
 

 （イ）低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項 
 促進すべき権利設定等の種類：地上権、賃借権、所有権等 

 立地を誘導すべき誘導施設等：都市機能誘導区域における誘導施設 

     居住誘導区域における住宅 等。 

 利用指針 
■都市機能誘導区域内 
オープンカフェや広場
など、商業施設、医療施
設等の利用者の利便を
高める施設としての利
用を推奨すること 

 

■居住誘導区域内 
リノベーションによる
既存住宅の再生及び良
好な居住環境整備のた
めの敷地統合等による
利用を推奨すること 

 管理指針 
■空き家・空き地等 
空き家・空き地等の管理は、「海老名市空き家及び空き地の適正管理に関する条例」に
基づき、管理不完全な状態にならないよう適正に管理を行うこと。 
管理不全な状態 老朽化、自然災害等による空き家の倒壊等又は空き地への樹木等の繁
茂若しくは建築材料、物品等の堆積により、次のいずれかに該当する状態をいう。  
 ア 人の生命、身体又は財産に被害を与えるおそれのある状態  
 イ 害虫、悪臭等が発生し、著しく衛生上有害となるおそれのある状態  
 ウ 火災又は犯罪を誘発させるおそれのある状態  
 エ 交通に支障を来すおそれのある状態  
 オ 著しく景観を損なっていると認められる状態  
 カ その他市民の生活環境を阻害し、又は阻害するおそれがあると市長が認める状態 

 ２．立地誘導促進施設協定に関する事項 
 

（１）立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理が必要となると認められる区域 
 都市機能誘導区域又は居住誘導区域。 

 
 

（２）立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項 

居住者等の利便を増進し、良好な市街地環境を確

保するために、区域内の一団の土地の所有者及び

借地権者等を有する者は、以下の施設の一体的な

整備又は管理を適切に行うこととする。 

 

 種類 
広場、広告塔、並木など、居住者、来訪者又は
滞在者の利便の増進に寄与する施設等であっ
て、居住誘導区域にあっては住宅の、都市機能
誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘導の
促進に資するもの。  

-
1
2
4
-
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■都市計画制度による都市機能の誘導促進について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ２．立地誘導促進施設協定に関する事項 
 

（１）立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理が必要となると認められる区域 
 都市機能誘導区域又は居住誘導区域。 

 
 

（２）立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項 

居住者等の利便を増進し、良好な市街地環境を

確保するために、区域内の一団の土地の所有者

及び借地権者等を有する者は、以下の施設の一

体的な整備又は管理を適切に行うこととする。 

 

 種類 
広場、広告塔、並木など、居住者、来訪者又
は滞在者の利便の増進に寄与する施設等であ
って、居住誘導区域にあっては住宅の、都市
機能誘導区域にあっては誘導施設の立地の誘
導の促進に資するもの。  

 １．特定用途誘導地区 
 

（１）概要 

都市機能誘導区域内で、都市計画に「特定用途誘導地区」を定めることにより、誘導施設

を有する建築物について、用途地域により制限されている容積率と建物用途の緩和を行う

ことが可能なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土交通省資料） 
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３．届出制度の運用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）居住誘導区域外での届出制について 
 

■届出制について 

 居住誘導区域外での、住宅の開発行為、建築等の行為を行う際には、都市再生特別措置法

第 88 条第１項に基づき、開発行為等に着手する 30 日前までに、市への届出を行うこと

が義務付けられています。 

■届出の対象となる行為 

 居住誘導区域外で、以下の行為を行おうとする場合は届出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■届出先 

海老名市 まちづくり部 都市計画課（市庁舎 ４階） 

■届出書類 

 届出は、開発行為、建築等行為について、以下の届出書等書類を提出します。 

 

 ３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

例 ３戸の開発行為 
 

届出 
必要 

 

届出 
必要 

 

 １戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為 
で、その規模が 1,000 ㎡以上のもの 

例 1,300 ㎡１戸の開発行為 
 

 ３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

例 ３戸の建築行為 
 

届出 
必要 

 

届出 
必要 

 

■開発行為 ■建築等行為 

届出 
不要 

 

 人の居住の用に供する建築物として条例で 
定めたものを新築しようとする場合 

※例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等 
 

届出 
必要 

 
例 800 ㎡２戸の開発行為 
 

 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更し
て住宅等（ 、 ）とする場合 

届出 
不要 

 

 住宅以外で、人の居住の用に供する建築物 
と し て 条 例 で 定 め た も の の 建 築 目 的 で 
行 う 開 発 行 為 （ 条 例 未 制 定 ） 
もの行う開発行為 ※例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等 

 

■建築等行為 
▼建築行為等に関する届出書 
▼添付図書 ・住宅等の位置図 
 ・住宅等の立面図、平面図 
 ・その他参考となる図書等 
 
 

■開発行為 
▼開発行為に関する届出書 
▼添付図書 ・案内図 
 ・現況図（当該地及び周辺の 
  公共施設を表示する図面） 
 ・設計図 
 ・その他参考となる図書等 
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 居住誘導区域外での届出制について 
 

■届出制について 

 居住誘導区域外の区域での、住宅の開発行為、建築等の行為を行う際には、都市再生特別

措置法第 88 条第１項に基づき、開発行為等に着手する 30 日前までに、市への届出を行

うことが義務付けられています。 

 
■届出の対象となる行為 

 居住誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合は届出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■届出先 

海老名市 まちづくり部 都市計画課（市庁舎 ４階） 
 
 

■届出書類 

 届出は、開発行為、建築等行為について、以下の届出書等書類を提出します。 

 

 ３戸以上の住宅の建築目的の開発行為 

例 ３戸の開発行為 
 

届出 
必要 

 
届出 
必要 

 

 １戸又は２戸の住宅の建築目的の開発行為 
で、その規模が 1,000 ㎡以上のもの 

例 1,300 ㎡１戸の開発行為 
 

 ３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

例 ３戸の建築行為 
 

届出 
必要 

 

届出 
必要 

 

■開発行為 ■建築等行為 

届出 
不要 

 

 人の居住の用に供する建築物として条例で 
定めたものを新築しようとする場合 

※例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等 
 

届出 
必要 

 
例 800 ㎡２戸の開発行為 
 

 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更し
て住宅等（ 、 ）とする場合 

届出 
不要 

 

 住宅以外で、人の居住の用に供する建築物 
として条例で定めたものの建築目的で 
行う開発行為（条例未制定） 
もの行う開発行為 ※例えば、寄宿舎や有料老人ホーム等 

 

■建築等行為 
▼建築行為等に関する届出書 
▼添付図書 ・住宅等の位置図 
 ・住宅等の立面図、平面図 
 ・その他参考となる図書等 
 
 

■開発行為 
▼開発行為に関する届出書 
▼添付図書 ・案内図 
 ・現況図（当該地及び周辺の 
  公共施設を表示する図面） 
 ・設計図 
 ・その他参考となる図書等 
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■届出制について 

 都市機能誘導区域外での、都市機能誘導施設を対象に、以下の行為を行う際には、都市再

生特別措置法第 108 条第１項に基づき、当該行為に着手する 30 日前までに、市への届

出を行うことが義務付けられています。 

■届出の対象となる行為 

 都市機能誘導区域外で、以下の行為を行おうとする場合は届出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 都市機能誘導区域内で、誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合は届出が必要で

す。 

■届出の対象となる都市機能誘導施設 

 届出が必要となる都市機能誘導施設は、以下の施設です。 
 

機能 都市機能誘導施設 中心核 地域核 
行政機能 ・市役所 ● － 
介護福祉機能 ・総合福祉会館 ● － 

商業機能 
・商業施設（店舗面積 1 万㎡以上） ● － 
・商業施設（店舗面積３千㎡以上） － ● 

医療機能 
・病院（病床数 200 床以上） ● － 
・病院（病床数 200 床未満） － ● 

金融機能 ・銀行、信用金庫等 ● ● 

教育・文化機能 
・文化ホール、中央図書館 ● － 
・美術館、博物館、観覧場など ● － 
・大学（サテライトキャンパス含む）、専門学校等の教育機関 ● － 

 

■届出先 

海老名市 まちづくり部 都市計画課（市庁舎 ４階） 

■届出書類 

 届出は、開発行為等について、以下の届出書等書類を提出します。 

 

（２）都市機能誘導区域外での届出制について 

■開発行為 ■建築等行為 
● 誘 導 施 設 を 有 す る 建 築 物 の 

建築目的の開発行為を行おうとする場合 
 誘導施設を有する建築物を新築しようと

する場合 

 建築物を改築し誘導施設を有する建築物
とする場合 

 建築物の用途を変更し誘導施設を有する
建築物とする場合 

■開発行為以外 
▼開発行為以外等に関する届出書 
▼添付図書 ・建築物等の位置図 
 ・建築物等の立面図、平面図 
 ・その他参考となる図書等 
 
 

■開発行為 
▼開発行為に関する届出書 
▼添付図書 ・案内図 
 ・現況図（当該地及び周辺の 
  公共施設を表示する図面） 
 ・設計図 
 ・その他参考となる図書等 

Ⅴ 機能誘導施策 

91 

Ⅰ 

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅵ 

Ⅶ 

Ⅷ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■届出制について 

 都市機能誘導区域外の区域での、都市機能誘導施設を対象に、以下の行為を行う際には、

都市再生特別措置法第 108 条第１項に基づき、当該行為に着手する 30 日前までに、市

への届出を行うことが義務付けられています。 

 
■届出の対象となる行為 

 都市機能誘導区域外の区域で、以下の行為を行おうとする場合は届出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 
■届出の対象となる都市機能誘導施設 

 届出が必要となる都市機能誘導施設は、以下の施設です。 
 

機能 都市機能誘導施設 
文化機能 ・美術館、博物館、劇場、観覧場などの施設 

商業機能 ・建物内の店舗面積が 10,000 ㎡を超える店舗※1 

医療機能 ・病床数 200 床以上の特定機能病院※2 及び地域医療支援病院※3 

その他機能 ・大学（サテライトキャンパス含む）、専門学校等の教育機関 
 

      ※1 大規模小売店舗立地法に基づく届出を必要とする施設 
      ※2 特定機能病院   400 床以上の病床数をもち、厚生労働大臣により承認 
      ※3 地域医療支援病院 200 床以上の病床数をもち、県知事により承認 
 

■届出先 

海老名市 まちづくり部 都市計画課（市庁舎 ４階） 
 
 

■届出書類 

 届出は、開発行為等について、以下の届出書等書類を提出します。 

 

 都市機能誘導区域外での届出制について 

■開発行為 ■建築等行為 
●誘導施設を有する建築物の 

建築目的の開発行為を行おうとする場合 
 誘導施設を有する建築物を新築しようと 

する場合 

 建築物を改築し誘導施設を有する建築物 
とする場合 

 建築物の用途を変更し誘導施設を有する 
建築物とする場合 

■開発行為以外 
▼開発行為以外等に関する届出書 
▼添付図書 ・建築物等の位置図 
 ・建築物等の立面図、平面図 
 ・その他参考となる図書等 
 
 

■開発行為 
▼開発行為に関する届出書 
▼添付図書 ・案内図 
 ・現況図（当該地及び周辺の 
  公共施設を表示する図面） 
 ・設計図 
 ・その他参考となる図書等 
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市役所周辺地区に係る取組み状況
神奈川県決定案件

【区域区分（市街化区域への編入）】
海老名市決定案件

【用途地域、準防火地域、地区計画、
土地区画整理事業、下水道、公園】

国事前調整（関東地方整備局、関東農政局）
［令和５年１月 ］

市都市計画審議会（報告）［令和５年２月13日］
都市計画説明会の開催 ［令和５年３月19日］

市案の申出 ［令和５年５月29日］
県素案の閲覧 ［令和５年６月12日 ７月３日］ 原案の縦覧(地区計画) ［令和５年６月12日 ７月３日］
公聴会（公述の申出がなかったため中止）
国事前協議 ［令和５年７月 協議中］ 県法定協議 ［令和５年10月頃］
案の確定 案の確定

都市計画案の縦覧（法定縦覧） ［令和５年11月下旬］

市都市計画審議会 ［令和５年12月頃］
（県決定案件に係る意見照会）

市都市計画審議会 ［令和５年12月頃］
（市決定案件・諮問）

県都市計画審議会 ［令和６年１月頃］（県決定案件・諮問）
国土交通大臣協議・同意

都市計画変更告示 ［令和６年３月頃］ 都市計画変更告示 ［令和６年３月頃］

※本スケジュールは予定であり、手続きの進捗において変更となる可能性があります。

別紙５-１
日付　赤：実施済

海老名市役所周辺地区に係る
市街化区域編入スケジュール 日付　黒：予　定
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令和８～１１年度

第８回線引き見直しに係る取組み状況
令和７年度令和６年度令和５年度

保留設定
都市計画
手続

地区の
決定

県推計
人口通知

組織化に向けた活動
準
備
組
合
設
立

組織活動

市
街
化
区
域
編
入

事
業
認
可

組
合
設
立

事
業
開
始

検
討
会

意
見
交
換
会

勉
強
会

推計人口が通知され、必要面積が決定（推計人口＝必要面積規模）

<決定要素>推計人口・計画の熟度

組織活動の継続
・賛成率の引き上げ
・事業計画策定など

Ｒ４

意
向
調
査

市
・
県

地
権
者
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